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第１章 計画の概要

第１節 計画策定の趣旨

１ 環境質の状況

当地域は、兵庫県の南部に位置し、東西に幹線道路、鉄道が貫通し、海陸交通の要衝

である。このため、早くから工業化が進み、重化学工業を中心にわが国有数の工業地帯

として発展し、人口も着実に増加してきた。

一方、産業活動が活発化し、人口が集積した結果、大気汚染や水質汚濁等の公害が広

域化、深刻化してきた。このような状況のもと、兵庫県東部地域において、昭和47年度

から、播磨南部地域において、昭和48年度から、また、神戸地域においては、昭和49年

度から、それぞれ４度にわたり、公害防止計画を策定し、実施してきた。

さらに、平成４年度からは、これら３地域を一本化し、兵庫地域公害防止計画として

２度にわたり計画を策定し、公害の防止に関する諸施策を推進してきたところである。

当地域の環境は、公害防止に関する諸施策の推進により、全般に長期的には改善の傾

向が見られるものの、さらに改善を要する状況にある。平成13年度における環境質の状

況は次のとおりである。

(1) 大気汚染

二酸化硫黄については、一般大気測定局47局、自動車排出ガス測定局11局のすべ

てにおいて長期的評価で環境基準を達成している。

二酸化窒素については、一般大気測定局においては49局のすべてにおいて環境基

準を達成している。自動車排出ガス測定局においては25局中４局で環境基準を達成

していない。

浮遊粒子状物質については、一般大気測定局において、長期的評価は49局中10局

で、短期的評価は48局で環境基準を達成していない。自動車排出ガス測定局におい

ては長期的評価は17局中10局で、短期的評価は全局で環境基準を達成していない。

光化学オキシダントについては、43測定局全局で環境基準を達成していない。

一酸化炭素については、一般大気測定局２局、自動車排出ガス測定局23局のすべ

てにおいて環境基準を達成している。

(2) 水質汚濁

健康項目については、194測定地点のうち187地点で環境基準を達成している。環

境基準を達成していない項目は、砒素、ふっ素及びほう素であり、これらは地質等

による自然的な影響である。

生活環境項目については、河川（ＢＯＤ）において25水域中21水域で、海域（Ｃ
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ＯＤ）においては19水域中13水域で環境基準を達成している。

湖沼（ＣＯＤ）については、１水域において測定しており、環境基準を達成して

いない。

また、過去10年間の水質汚濁の推移を環境基準適合状況で見ると、河川では長期

的に良化傾向にあり、海域では横ばい傾向にある。湖沼では変動はあるものの長期

的にはほぼ横ばいである。

地下水については、調査井戸204本のうち36本の井戸で環境基準を超えており、こ

れらは、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1－ジクロロエチレン、シ

ス－1,2－ジクロロエチレン、鉛、砒素、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素及びふっ素のい

ずれかが超過したことにによるものである。

(3) 騒音、振動及び悪臭

騒音については、376測定地点のうち、309地点で環境基準を達成している。

自動車騒音については、168測定地点のうち72地点で全時間帯で環境基準を達成し

ておらず、要請限度が評価できる65地点中5地点で要請限度超過がみられた。

、 、 、新幹線鉄道騒音については 27測定地点のうち10地点で 航空機騒音については

12測定地点のうち４地点で環境基準を達成していない。

また、苦情件数では、騒音に係るものが605件(55％)と最も多く、次いで悪臭412

件(37％ 、振動86件(８％)となっている。）

２ 計画策定理由

当地域には、このように、依然として改善すべき課題が残されていることから、今後

も引き続き総合的な公害防止対策を講じていく必要がある。

このため、本公害防止計画は、環境への負荷をできる限り低減し、公害の早急な解決

、 、 、を図るとともに 公害の未然防止の徹底に努めることにより 地域住民の健康を保護し

生活環境を保全する計画として策定するものである。

第２節 地域の範囲

公害防止計画を策定する地域は、兵庫県の区域のうち、神戸市、姫路市、尼崎市、明石

市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び播磨町の区域（平

成14年６月28日現在の区域）とする （図１－２－１参照）。
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第３節 計画の目標

当地域における汚染物質等の項目ごとの目標は表１－３－１に示すとおりであり、各種

の公害防止施策等の推進により、目標が平成18年度末を目途に達成されるよう努めるもの

として本計画を策定する。

なお、環境基本法第16条に基づく環境基準等が設定又は改定された場合及び新たに環境

基準等の超過が生じた場合は、当該環境基準等に係る部分を変更した別表をもって本計画

の別表とみなす。

表１－３－１ 計画の目標

区分 目 標 適用区域 備 考

１ 「大気汚染防止に係る環境基準について」(昭和48年5月8日環境庁告示第2 工 業 専 用
5号)第１に定める環境基準 地 域 、 車

大 道 そ の 他
浮遊粒子状物質 １時間値の１日平均値が0.10mg/m 以下であ 一 般 公 衆

3

気 り、かつ、１時間値が0.20mg/m 以下であるこ が 通 常 生
3

と。 活 し て い
汚 な い 地 域

光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ １時間値が0.06ppm 以下であること。 又 は 場 所
染 以 外 の 区

「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和53年7月11日環境庁告 域
示第38号)第１に定める環境基準及び第２の２

二酸化窒素 １時間値の１日平均値が0.04ppm から0.06pp
mまでのゾーン内又はそれ以下であること。

２ ① ア 地下水 全 計 画 区
「地下水の水質の汚濁に係る環境基準値について」(平成9年3月13日環 域

水 人 境庁告示第10号)第１に定める基準値
の
健 項 目 基準値

質 康
の シス－1,2－ ジクロロエチレン 0.04mg/l以下
保

汚 護 １，１－ジクロロエチレン 0.02mg/l以下
に
関 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下

濁 す
る テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下
項
目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l以下
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区分 目 標 適用区域 備 考

２ ② ア 河川 水 質 汚 濁
「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59 に 係 る 環

水 生 号)第１の２の(1)に定める基準値 境 基 準 の
活 水 域 類 型
環 項目 基準値 が 指 定 さ

質 境 利用目的の適応性 れ て い る
の 生物化学的酸素 水域
保 類型 要求量(BOD)

汚 全
に ＡＡ 水道１級、自然環境保全及びＡ以下の １mg/l 以下
関 欄に掲げるもの

濁 す
る Ａ 水道２級、水産１級、水浴及びＢ以下 ２mg/l 以下
項 の欄に掲げるもの
目

Ｂ 水道３級、水産２級及びＣ以下の欄に ３mg/l 以下
掲げるもの

Ｃ 水産３級、工業用水１級及びＤ以下の ５mg/l 以下
欄に掲げるもの

Ｄ 工業用水２級、農業用水及びＥの欄に ８mg/l 以下
掲げるもの

Ｅ 工業用水３級環境保全 10mg/l 以下

イ 湖沼
「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59
号)第１の２の(1)に定める基準値

項目 基準値
利用目的の適応性

化学的酸素要求
類型 量(COD)

ＡＡ 水道１級、水産１級、自然環境保全及び １mg/l 以下
Ａ以下の欄に掲げるもの

Ａ 水道２、３級、水産２級、水浴及びＢ以 ３mg/l 以下
下の欄に掲げるもの

Ｂ 水産３級、工業用水１級、農業用水及び ５mg/l 以下
Ｃ以下の欄に掲げるもの

Ｃ 工業用水２級、環境保全 ８mg/l 以下

ウ 海域
「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59
号)第１の２の(1)に定める基準値
ａ 一般項目

項目 基準値
利用目的の適応性

生物化学的酸素
類型 要求量(COD)

Ａ 水産１級、水浴、自然環境保全及びＢ以 ２mg/l 以下
下の欄に掲げるもの

Ｂ 水産２級、工業用水及びＣの欄に掲げる ３mg/l 以下
もの

Ｃ 環境保全 ８mg/l 以下
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区分 目 標 適用区域 備 考

２ ②
ｂ 栄養塩類

水 生
活 項目 基準値
環 利用目的の適応性

質 境 類型 全窒素 全 燐
の
保 Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下 0.2mg/l 以下 0.02mg/l 以下

汚 全 の欄に掲げるもの(水産2
に 種及び3種を除く｡)
関

濁 す Ⅱ 水産１種、水浴及びⅢ以 0.3mg/l 以下 0.03mg/l 以下
水産 種る 下の欄に掲げるもの( 2

項 3 ｡)及び 種を除く
目

Ⅲ 水産２種及びⅣの欄に掲 0.6mg/l 以下 0.05mg/l 以下
げるもの(水産3種を除
く｡)

Ⅳ 水産３種、工業用水、生 1mg/l 以下 0.09mg/l 以下
物生息環境保全

「環境基準に係る水３ ① 「騒音に係る環境基準について」(平成10年9月30日環境庁告示第64号)第
域及び地域の指定権１に定める基準値
限の委任に関する政騒 環 ア 一般地域
令 （平成５年１１月境 」

）音 騒 時 間 の 区 分 １９日政令３７１号
に基づき、知事又は音 地域の類型
市長が地域の区分ご昼間 夜間
とに指定する地域

ＡＡ 療養施設、社会福祉施設等が 50ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 40ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
集合して設置される地域など 以下 以下
特に静穏を要する地域

Ａ及びＢ 専ら住居の用に供される地域 55ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 45ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
以下 以下

Ｃ 相当数の住居と併せて商業、 60ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 50ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
工業等の用に供される地域 以下 以下

イ 道路に面する地域

基準値
地域の類型

昼間 夜間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する 60ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 55ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
道路に面する地域 以下 以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する 65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 60ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
道路に面する地域及びＣ地域のうち車線 以下 以下
を有する道路に面する地域

車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必
要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間につい
ては、上表にかかわらず特例として次表の基準値の欄に掲げると
おりとする。

基準値 備考：個別の住居等において騒音の影響
を受けやすい面の窓を主として閉めた生

昼間 夜間 活が営まれていると認められるときは、
屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間に

70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ あっては45ﾃﾞｼﾍﾞﾙ、夜間にあっては40ﾃﾞ
以下 以下 ｼﾍﾞﾙ以下）によることができる。
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区分 目 標 適用区域 備 考

「環境基準に係る水３ ② 「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年12月27日環境庁
域及び地域の指定権告示第154号)第１に定める基準値
限の委任に関する政騒 航
令 （平成５年１１月空 地域の類型 基準値 」

）音 機 (単位WECPNL) １９日政令３７１号
に基づき、知事又は騒
市長が地域の区分ご音 Ⅰ 専ら住居の用に供される地域 70以下
とに指定する地域

Ⅱ 上記以外の地域であって通常の 75以下
生活を保全する必要がある地域

「環境基準に係る水③ 「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年7月29日環
域及び地域の指定権境庁告示第46号)第１に定める基準値
限の委任に関する政新
令 （平成５年１１月幹 地域の類型 基準値 」

）線 １９日政令３７１号
に基づき、知事又は騒 Ⅰ 主として住居の用に供される地 70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下
市長が地域の区分ご音 域
とに指定する地域

Ⅱ 商工業の用に供される地域等Ⅰ 75ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下
以外の地域
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第４節 計画の主要課題

当地域の実情にかんがみ、本計画において特に重点的に解決を図るべき主要課題は、以

下のとおりとする。

１ 交通公害

国道43号をはじめとする大気汚染及び騒音の著しい道路沿道や山陽新幹線鉄道沿線に

おける交通公害の防止を図る。

２ 河川の水質汚濁

水質汚濁の著しい河川のＢＯＤに係る水質汚濁の防止を図る。

３ 大阪湾及び播磨灘の水質汚濁

大阪湾及び播磨灘のＣＯＤに係る水質汚濁並びに大阪湾の窒素及び燐による富栄養化

の防止を図る。

４ 地下水汚染

トリクロロエチレン等による地下水汚染の防止を図る。

第５節 計画の期間

本計画の実施期間は、平成14年度から平成18年度までの５年間とする。
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第６節 関係法令による地域指定の概要

当該地域における環境保全に関する個別課題に係る関係法令による地域指定の状況は、

表１－６－１のとおりである。

表１－６－１ 公害関係地域各種地域指定等の状況
（ ）平成13年度末現在

区分 ＳＯx Ｎ 湖 水 生 騒音環境基準 騒 振 悪 工 ビ 県 農
Ｏ 沼 質 活 類型指定地域 音 動 臭 業 ル 条 用
x 水 総 排 規 規 防 用 用 例 地

総 Ｋ値 総 特 量 水 一 航 新 制 制 止 水 水 に 土
量 量 法 規 対 般 空 幹 法 法 法 法 法 よ 壌
規 規 指 制 策 騒 機 線 指 指 規 指 指 る 汚
制 制 定 地 重 音 騒 鉄 定 定 制 定 定 地 染
地 地 地 域 点 音 道 地 地 地 地 地 下 対
域 域 域 指 地 騒 域 域 域 域 域 水 策
指 指 定 域 音 採 地
定 定 取 域

規
市町名 制注5 注6 注7 注8 注8 注9 注10 注11

神戸市 ○ A:3.0 － － ○ － ○ － △ ○ ○ ○ － － － －
B:(2.92)
C:(1.17)
D:3.0

姫路市 ○ E:3.5 － － ○ － ○ － △ ○ ○ ○ － － － －
C:(1.75)

尼崎市 ○ A:3.0 － － ○ － ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ － － －
B:(2.92)
C:(1.17)

明石市 ○ E:3.5 － － ○ － ○ － △ ○ ○ ○ － － － －
C:(1.75)

西宮市 ○ A:3.0 － － ○ － ○ △ △ ○ ○ ○ △ － － －
B:(2.92)
C:(1.17)

芦屋市 ○ A:3.0 － － ○ － ○ － － ○ ○ ○ － － － －
B:(2.92)
C:(1.17)

伊丹市 ○ A:3.0 － － ○ － ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ － － －
B:(2.92)
C:(1.17)

加 古 川 ○ E:3.5 － － ○ － ○ － △ ○ ○ ○ － － － －
市 C:(1.75)

宝塚市 △ A:3.0 － － ○ － ○ △ － ○ ○ ○ － － － －
B:(2.92)
C:(1.17)
F:17.5

高砂市 ○ E:3.5 － － ○ － ○ － △ ○ ○ ○ － － － －
C:(1.75)

川西市 △ A:3.0 － － ○ － ○ △ － ○ ○ ○ － － － －
B:(2.92)
C:(1.17)
F:17.5

播磨町 ○ E:3.5 － － ○ － ○ － △ ○ ○ ○ － － － －
C:(1.75)

注）１ ○は該当する市町を示す
２ △は当該市町の区域の一部を除き該当する市町を示す
３ 「ＳＯxＫ値」のうち、( )書きは特別排出基準が適用されているもの
４ A: 昭和47年１月４日以前に設置されたもの

B: 昭和47年１月５日～昭和49年３月31日に設置されたもの
C: 昭和49年４月１日以降に設置されたもの
D: 神戸市のうち垂水区、西区、北区に設置されたもの
E: 昭和49年３月31日以前に設置されたもの
F: 宝塚市及び川西市の一部に設置されたもの

５ 昭和51年９月28日地域指定
６ ＣＯＤ：昭和54年６月12日地域指定、窒素及びりん：平成13年12月１日地域指定
７ 平成47年４月25日地域指定
８ 昭和51年７月２日地域指定
９ 昭和44年４月30日地域指定
10 昭和52年11月１日地域指定
11 昭和48年４月１日地域指定（但し、神戸市については、昭和48年４月10日地域指定）
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第２章 公害防止施策

前章で示された目標に対して、各種の公害防止施策等の推進により、平成18年度末を目

途に達成されるよう努めるものとして、以下の施策を講じる。又、新たに、環境基準の超

過等が確認されたときは必要な対策を講じるものとする。

第１節 主要課題への対応

１ 交通公害

(1) 自動車交通公害対策

ア 国道43号等阪神地域の主要５幹線道路沿道の自動車排出ガスに係る大気汚染対策

及び騒音対策

（対象道路）

、 、自動車排出ガスに係る大気汚染対策及び騒音対策については 当地域において

二酸化窒素、浮遊粒子状物質、騒音の環境基準をいずれも達成していない路線を

対象とした。

その際、環境濃度等は、気象条件に左右されるなど年度毎にばらつきがあるた

め、環境基準の達成状況については、過去５年間（平成９年度～平成13年度）の

調査結果において、環境基準を達成していない年度があるかどうかを判断の基準

とした。

また、一つの路線であっても、地域により交通の状況に違いがある際には、道

路構造、交通流、交通量等の状況を勘案し対象となる区間を選定した。

その結果、次の５路線を対象とした。

国道43号及び阪神高速３号神戸線(国道43号との併走区間)①

国道２号(尼崎市から神戸市の区間)及び阪神高速３号神戸線(国道２号との②

併走区間)

国道171号③

国道176号及び中国縦貫自動車道(川西市から宝塚市の区間)④

県道米谷昆陽尼崎線⑤

(ｱ) 当該課題に係る状況

Ａ 窒素酸化物及び粒子状物質に係る大気汚染の状況

(A) 測定局の設置状況

上記の①から⑤の各路線における大気汚染測定局（自動車排出ガス測定

局）の設置状況は表２－１－１のとおりであり、５路線沿線の合計12局で

測定を行った。
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表２－１－１ 阪神地域の主要５幹線道路沿道における大気汚染測定局の設置状況

① 国道43号及び阪神高速３号神戸線(国道43号との併走区間)

ＮＯ2 ＳＰＭ

尼崎市武庫川 ○ ○

西宮市津門川 ○ ○

西宮市甲子園 ○ ○

芦屋市打出 ○ ○

神戸市東部 ○ ○

② 国道２号(尼崎市から神戸市の区間)及び阪神高速３号神戸線(国道２号
との併走区間)

ＮＯ2 ＳＰＭ

尼崎市浜田 ○ －

西宮市六堪寺 ○ ○

神戸市垂水 ○ ○

③ 国道171号

ＮＯ2 ＳＰＭ

西宮市河原 ○ －

伊丹市緑ヶ丘 ○ ○

④ 国道176号及び中国縦貫自動車道(川西市から宝塚市の区間)

ＮＯ2 ＳＰＭ

宝塚市栄町 ○ ○

⑤ 県道米谷昆陽尼崎線

ＮＯ2 ＳＰＭ

尼崎市砂田子供広場 ○ ○

(B) 二酸化窒素濃度及び浮遊粒子状物質の濃度の推移と環境基準の達成状況

上記の①から⑤の各路線の沿道における二酸化窒素濃度及び浮遊粒子状

物質の濃度の推移は、図２－１－１～２のとおりである。

二酸化窒素濃度は、震災直後の平成８年度の状況が悪いが、近年はやや

改善傾向にある。

また、浮遊粒子状物質の濃度は、全般に改善傾向が見られる。

一方、環境基準の達成状況は表２－１－２のとおり国道43号の２測定局

でNO2の環境基準と、国道171号の１測定局でNO2及びSPMの環境基準を５年

間達成していない。
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図２－１－１ 対象路線沿道におけるＮＯ2の98％値及び平均値

図２－１－２ 対象路線沿道におけるＳＰＭの２％除外値及び平均値
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表２－１－２ 過去５年間（平成９年度から13年度）の環境基準未達成状況

① 国道43号及び阪神高速３号神戸線（国道43号との併走区間）

９ 10 11 12 13測定局 年度

ＮＯ2 尼崎市武庫川 × × ○ × ×

西宮市津門川 ○ ○ ○ ○ ○

西宮市甲子園 ○ ○ ○ ○ ○

芦屋市打出 × × × × ×

神戸市東部 × × × × ×

ＳＰＭ 尼崎市武庫川 － × ○ ○ ×

西宮市津門川 × × ○ ○ ○

西宮市甲子園 ○ ○ ○ ○ ○

芦屋市打出 ○ × ○ × ×

神戸市東部 ○ ○ ○ ○ ×

② 国道２号(尼崎市から神戸市の区間)及び阪神高速３号神戸線(国道２号と
の併走区間)

９ 10 11 12 13測定局 年度

ＮＯ2 尼崎市浜田 ○ ○ ○ ○ ○

西宮市六堪寺 × ○ ○ ○ ○

神戸市垂水 × × × ○ ○

ＳＰＭ 西宮市六甚寺 － ○ ○ ○ ○

神戸市垂水 × ○ ○ × ×

③ 国道171号

９ 10 11 12 13測定局 年度

ＮＯ2 西宮市河原 × ○ ○ ○ ○

伊丹市緑ヶ丘 × × × × ×

ＳＰＭ 伊丹市緑ヶ丘 × × × × ×

④ 国道176号及び中国縦貫自動車道(川西市から宝塚市の区間)

９ 10 11 12 13測定局 年度

ＮＯ2 宝塚市栄町 × ○ × ○ ○

ＳＰＭ 宝塚市栄町 × ○ ○ ○ ×

⑤ 県道米谷昆陽尼崎線

９ 10 11 12 13測定局 年度

ＮＯ2 尼崎市砂田子供広場 ○ × ○ × ○

ＳＰＭ 尼崎市砂田子供広場 － ○ ○ ○ ×
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Ｂ 自動車騒音の状況

(A) 測定の実施状況

①から⑤の各路線における自動車騒音については、毎年度、県、市が測

定を実施（平成12年度からは騒音規制法に基づく常時監視として実施）し

ており、５路線の合計で平成12年度は32ヶ所で、平成13年度は38ヶ所で測

定を行った。

各路線毎の測定箇所数は表２－１－３のとおりである。

表２－１－３ 阪神地域の主要５幹線道路沿道における自動車騒音の測定状況
（単位：箇所）

路 線 12年度 13年度

① 国道43号及び阪神高速３号神戸線(国道43号との併走区間) 11 12

② 国道２号(尼崎市から神戸市の区間)及び阪神高速３号神戸線 11 12
(国道２号との併走区間)

③ 国道171号 ３ ４

④ 国道176号及び中国縦貫自動車道(川西市から宝塚市の区間) ４ ６

⑤ 県道米谷昆陽尼崎線 ３ ４

(B) 自動車騒音の測定結果と環境基準の達成状況

①から⑤の各路線の沿道における自動車騒音の測定結果は、表２－１－

４のとおりであり、平成12年度は32ヶ所中22ヶ所(69％)で、平成13年度は

38ヶ所中26ヶ所(68％)で環境基準を超過している。

表２－１－４ 阪神地域の主要５幹線道路沿道における自動車騒音の測定結果

① 国道43号及び阪神高速３号神戸線(国道43号との併走区間)

環境基準超過地 昼間最大値 夜間最大値
点／全測定地点 （LAeq） （LAeq）

平成12年度 ５／11 72db 69db

平成13年度 ６／12 72db 69db

② 国道２号(尼崎市から神戸市の区間)及び阪神高速３号神戸線(国道２号と
の併走区間)

環境基準超過地 昼間最大値 夜間最大値
点／全測定地点 （LAeq） （LAeq）

平成12年度 10／11 74db 76db

平成13年度 11／12 74db 73db
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③ 国道171号

環境基準超過地 昼間最大値 夜間最大値
点／全測定地点 （LAeq） （LAeq）

平成12年度 ３／３ 74db 74db

平成13年度 ４／４ 74db 72db

④ 国道176号及び中国縦貫自動車道(川西市から宝塚市の区間)

環境基準超過地 昼間最大値 夜間最大値
点／全測定地点 （LAeq） （LAeq）

平成12年度 ２／４ 75db 73db

平成13年度 ２／５ 75db 74db

⑤ 県道米谷昆陽尼崎線

環境基準超過地 昼間最大値 夜間最大値
点／全測定地点 （LAeq） （LAeq）

平成12年度 ２／３ 72db 69db

平成13年度 ２／４ 71db 68db

(ｲ) 当該課題に係る要因分析

Ａ 人口、産業、交通等の集中

対象道路周辺地域は、人口密集地域で沿岸部には、工業地帯、重要港湾が

立地している。また、神戸以西と大阪を東西に結ぶ交通の要衝で、南北に狭

い地域であるため、自動車交通の集中地域となっている。

Ｂ 各路線が相互に関連

国道43号は、阪神地域南部を尼崎市から神戸市中心部まで東西に走る幹線

道路で、上部には阪神高速３号神戸線が走っている。

国道２号は、尼崎市から国道43号と合流する神戸市中心部まで国道43号と

平行し、神戸市の垂水区から明石市に抜ける。この間、神戸市内の一部区間

で上部に阪神高速３号神戸線が走っている。

西宮市中心部から北東方向へ国道171号、尼崎市内から北へ県道米谷昆陽尼

崎線が走っており、伊丹市内で国道171号と県道米谷昆陽尼崎線が交差する。

国道176号は、阪神地域北部を東西に、川西市から伊丹市を経て宝塚市を走

り、西宮市北部に抜ける道路で、中国縦貫自動車道と併走している （図２。

－１－３参照 ）。

Ｃ 交通量が極めて多く、大型車の混入率も高い

平成11年度の道路交通センサスによると、国道43号の交通量は、尼崎東本

町で約８万５千台／日、西宮市浜脇町で約８万７千台／日、芦屋市精道町で
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1約７万台／日、神戸市東灘区御影塚町で約６万４千台／日となっており、阪

2神高速３号神戸線の交通量との合計では、15万台／日を超える。

3大型車混入率は、国道43号、阪神高速３号神戸線で約30％となっており、

4関西における物流の基幹道路であることを示している。

5また、国道２号が３万１千～５万３千台／日、国道171号が約４万６千台／

6日、国道176号が約６万台／日、県道米谷昆陽尼崎線が約３万５千台／日の交

7通量となっている。

8
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(ｳ) 過去の施策の実施状況及び評価

Ａ 過去の施策の実施状況

対象道路のうち、交通量が多い国道43号等の環境対策については、平成７

年７月の最高裁の判決を受けて「国道43号・阪神高速神戸線環境対策連絡会

」 、 、 、 、 、議 が国の地方機関 県 県警本部 関係市 阪神高速道路公団で設置され

当事者である国・公団はもとより関係機関が連携して対策を検討、実施して

きた。

また、尼崎公害訴訟については、平成12年１月31日に神戸地裁判決が出さ

れ､それを受けて、平成12年６月に関係５省庁（当時の警察庁、環境庁、通産

省、運輸省、建設省）で「国道43号等における道路交通環境対策の推進につ

いて＜当面の取り組み＞」が取りまとめられ、大気汚染対策のための新たな

施策を引き続き推進していくこととなった。

その後、平成12年12月８日に和解が成立した。具体的な対策については、

「国道43号・阪神高速神戸線環境対策連絡会議」等において、関係機関が連

携しつつ検討、実施している。

対象道路に関して、これまでに実施した具体的な対策の主なものは次のとお

りである。

(A) 自動車単体対策

自動車排出ガスについては 段階的に規制強化が図られるとともに 自、 、「

動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する

特別措置法」に基づく車種規制が実施されてきたところであり、中小企業

者等への低利融資により、最新規制適合車への代替を促進した。

、 「 」また 関係事業者団体や関係機関で構成する 低公害車普及促進協議会

を設置し、低公害車等の導入、燃料供給設備の設置を促進した。対象道路

周辺地域においては、県、市協調による民間事業者への低公害車導入補助

等を実施した。

表２－１－５ 兵庫県内のエコステーション設置状況（H14.3現在）
種類 名 称 所 在 地
電 気 西はりまＥＳ 佐用郡佐用町円応寺207-1

ひめじＥＳ 姫路市神子岡町1-9-23
伊丹レンタカーＥＳ 伊丹市船原2-3-23
ＨＡＴ神戸給油所 神戸市中央区脇浜海岸通１
生野ＥＳ 朝来郡生野町口銀谷2372
かさいＥＳ 加西市下道山町188-1
ＥＳちくさ 宍粟郡千種町黒土113-1

天 然 尼崎ＥＳ 尼崎市元浜町1-95
ガ ス 西宮ﾏﾘﾅﾊﾟｰｸｼﾃｨＥＳ 西宮市西宮浜3-6-2

尼崎東ＥＳ 尼崎市次屋3-3-15
石屋川ＥＳ 神戸市東灘区御影塚町4-3-20
姫路城の東ＥＳ 姫路市城東町清水8
長田北ＥＳ 神戸市長田区北町1-6
敏馬ＥＳ 神戸市灘区岩屋南町4-50

ﾒﾀﾉｰﾙ 西宮鳴尾浜給油所 西宮市鳴尾浜1-1
出典： 全国エコ・ステーションマップ （H14.3(財)エコ･ステーション推進協会、(社)日本ガス協会）「 」
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表２－１－６ 兵庫県内の低公害車普及状況
年度 車種 公用車 民間 総計

うち兵庫県
平成４年度 電気 19 0 11 30
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 20 14 8 28

天然ｶﾞｽ 0 0 9 9
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 1 0 0 1

計 40 14 28 68
平成５年度 電気 30 2 14 44
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 20 14 18 38

天然ｶﾞｽ 2 0 19 21
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 2 0 0 2

計 54 16 51 105
平成６年度 電気 35 5 28 63
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 21 14 19 40

天然ｶﾞｽ 5 1 25 30
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 2 0 1 3

計 63 20 73 136
平成７年度 電気 37 5 23 60
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 11 5 21 32

天然ｶﾞｽ 21 16 28 49
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 2 0 1 3

計 71 26 73 144
平成８年度 電気 39 5 32 71
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 8 3 20 28

天然ｶﾞｽ 31 20 61 92
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 2 0 1 3

計 80 28 114 194
平成９年度 電気 39 5 47 86
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 7 3 19 26

天然ｶﾞｽ 44 24 124 168
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 4 2 117 121

計 94 34 307 401
平成10年度 電気 45 5 73 118
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 6 2 15 21

天然ｶﾞｽ 53 27 223 276
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 20 12 791 811

計 124 46 1,102 1,226
平成11年度 電気 44 3 80 124
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 4 1 10 14

天然ｶﾞｽ 66 27 288 354
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 38 17 1,460 1,498

計 152 48 1,838 1,990
平成12年度 電気 39 0 86 125
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 1 1 6 7

天然ｶﾞｽ 99 35 420 519
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 69 27 2,039 2,108

計 208 63 2,551 2,759
平成13年度 電気 36 0 85 121
（累計） ﾒﾀﾉｰﾙ 1 1 3 4

天然ｶﾞｽ 130 39 619 749
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 98 31 2,930 3,028

計 265 71 3,637 3,902
（注）県県民生活部調べ
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(B) 人流、物流対策

鉄道等の公共交通機関の利用を促進するため、市街地再開発事業の中で

駅前広場、バスターミナルの整備を促進した （垂水駅西地区、阪神尼崎。

駅、宝塚駅、川西能勢口駅）

また、共同輸配送の積極的活用を促進するとともに、トラックターミナ

ルの整備、内航路フィーダーバースの整備促進を図った。

表２－１－７ 物流拠点の整備状況（平成13年３月末）

団地名 所在地 業種 備考

阪神流通センター 西宮市 卸、倉庫、運輸 稼働

神戸流通センター 神戸市 卸、倉庫、運輸 稼働

神戸船用品センタ 神戸市 卸 稼働

西宮運輸団地 西宮市 運輸 稼働

神戸リサーチパーク 神戸市 流通 稼働

Ｋ－ＡＣＴ 神戸市 流通 稼働

神戸複合産業団地 神戸市 卸、倉庫、運輸 造成中

（注）県産業労働部調べ

表２－１－８ 港湾整備事業（物流ﾀｰﾐﾅﾙ）実施状況（平成13年度末）

港名 地区名 事業目的 施設 事業年度

尼 崎 西 宮 尼崎地区 多目的国際ターミナルの整備 岸壁(-12m)2バース他 H 1～H23

芦屋港 国内物流ターミナルの整備 岸壁(-7.5m)１バース他 S62～H15

（注）県県土整備部調べ

(C) 交通流の分散円滑化

鉄道の立体交差化（阪神電気鉄道、阪急電気鉄道等）や道路の右折レー

ンの設置を進めるとともに、バイパスの整備を行った。

また、国道２号、国道43号、国道171号、国道176号において、光ビーコ

ンを整備するとともに、交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）の運用を開始

した。

表２－１－９ 単体立体交差化事業実施状況（平成13年度末）
事業年度線 名 道路路線名 所在地

阪急電鉄㈱今津線 都市計画道路鳴尾御影線 西宮市 S62-H9

阪急電鉄㈱神戸線 中野線他１線 神戸市 S60-

阪急電鉄㈱神戸線 都市計画道路尼崎伊丹線 尼崎市 S60-H15

西日本旅客鉄道㈱ 妙法寺川左岸線 神戸市 S63-山陽本線

西日本旅客鉄道㈱ 国魂線 神戸市 S63-東海道本線

都市計画道路長洲久知線 尼崎市 H13～H19西日本旅客鉄道㈱東海道本線

（注）県県土整備部調べ
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表２－１－１０ 連続立体交差化事業実施状況（平成13年度末）

工事延長 立体交差箇所数 踏切除去数 事業年度線 名 事業区間 (km)

[ - ( 4.4 28 19 S47-H15西宮市 弓場町 甲子園口浦風町 香櫨園

､ ､ ､ )]駅 西宮駅 今津駅 久寿川駅

[ 2.0 6 6 H15-阪神電気鉄道㈱ 西宮市 甲子園口浦風町－小松南町

( )]阪神本線 鳴尾駅

[ 1 - 1 3.9 35 11 H8-H18神戸市 住吉宮町 丁目 深江北町 丁目

( ､ )]青木駅 深江駅

[ - 2.6 35 11 S52-H9山陽電気鉄道㈱ 神戸市 長田区御船通 須磨区若宮町

･ ( ､ )]本線 神戸高速鉄道東西線 西代駅 板宿駅

[ - 1.8 9 8 S55-H9阪急電鉄㈱宝塚線、 川西市 阪急:小花２丁目 花屋敷１丁目、

- ( )]能勢電鉄㈱妙見線 能勢:栄町 小戸３町目 川西能勢口駅

（注）県県土整備部調べ

(D) 環境ロードプライシング

阪神高速２号神戸線から阪神高速５号湾岸線へ自動車交通を誘導するた

め、湾岸線の料金について神戸線に対して格差を設ける環境ロードプライ

シングの試行（平成13年11月１日開始）を実施している。

(E) 交通の状況等に応じた交通規制等

国道43号において、車両通行帯規制を実施するとともに、車両通行帯誘

導システム、車両通行帯違反警告システム、高速走行抑止システム及び交

通公害低減システム（ＥＰＭＳ）を整備した。

、 （ ） 。また 国道２号において公共車両優先システム ＰＴＰＳ を導入した

さらに、重要幹線道路における円滑な交通流を形成するため最高速度、

駐車禁止等交通規制の見直し等を実施した。

(F) 道路構造対策等

国道43号及び阪神高速３号神戸線等における遮音壁の設置、低騒音舗装

の敷設、高架裏面吸音板の設置、連続桁の採用、環境防災緑地の整備等、

沿道の土地利用等に応じた道路構造対策を行った。

また、阪神高速３号神戸線の沿道において、平成13年３月末までに14,2

66戸の民家防音工事を行った。

(G) 普及啓発

低公害車の必要性等を県民に理解してもらうため、低公害車の展示等を

中心としたフェアーを平成６年度から毎年開催するなど、普及啓発に努め

ている。

また 「兵庫県アイドリング・ストップ運動推進本部」を設置し、市町、

・事業者等と連携し、アイドリング・ストップ運動を推進している。
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Ｂ 過去の施策の評価分析

平成６年以降の各路線の交通量は、表２－１－１１に示すとおり、国道２

号は場所によって増減があるもののほぼ横ばい、国道43号は平成９年から11

、 。年にかけて増加しているものの 平成６年に比べて平成11年は減少している

阪神高速３号神戸線は平成６年から平成11年にかけて全体として減少してお

り、阪神地域南部を東西に走るこれらの３路線では、尼崎市、芦屋市断面交

通量でも平成６年と平成11年の比較では減少傾向にある。

一方、阪神地域北部では、国道176号及び中国自動車道の交通量が増加傾向

を示しており、この要因としては、平成９年12月に開通した山陽自動車道の

影響ではないかと考えられる。

大気汚染については、(ｱ)に記載の諸施策を実施した結果、二酸化窒素濃度

は、図２－１－４に示すとおり、自動車単体からの排出量の減少や交通量の

減少等により、国道43号が横ばいかやや減少傾向、国道２号がやや減少傾向

を示している。しかしながら、国道171号、国道176号、県道米谷昆陽尼崎線

においては、依然交通量が増加している等により濃度は横ばい傾向が続いて

いる。

また、浮遊粒子状物質濃度は、図２－１－５に示すとおり、全体として減

少傾向を示しているが、国道２号の神戸市垂水で平成12年度、13年度に高い

値を示している。

騒音については、図２－１－６①～②及び表２－１－１２に示すとおり、

概ね横ばいで推移しているが、国道43号沿道の夜間の騒音は、道路構造対策

の概成により低減され、継続測定している４地点全てで要請限度を達成し、

内２地点で環境基準も達成している。

表２－１－１１ 阪神地域の主要幹線道路における自動車交通量の推移(24 )時間交通量

路線 地点 平成６年 平成９年 平成11年

国道２号 尼崎市杭瀬北新町３ 34,421 35,274 32,062

芦屋市打出春日町 38,678 40,941 40,883

東灘区御影石町４ 33,023 39,449 37,991

中央区雲井通５丁目 54,985 49,122 52,557

中央区海岸通 33,433 28,732 30,771

須磨区一の谷町５ 37,519 35,716 33,939

垂水区泉が丘１丁目 30,617 29,674 31,342

国道４３号 尼崎市東本町 87,900 75,024 84,753

西宮市鳴尾町 82,100 63,415 68,856

西宮市浜脇町 95,580 65,425 86,902

芦屋市精道町 84,004 54,157 69,856

東灘区御影塚町１ 78,583 50,500 63,752
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路線 地点 平成６年 平成９年 平成11年

国道１７１号 伊丹市千僧３丁目 50,877 52,479 45,687

国道１７６号 川西市小戸２丁目 15,579 14,616 17,870

川西市東久代１丁目 50,185 57,097 60,237

尼崎市尾浜町 33,272 34,294 34,980県道米谷昆陽尼崎線

阪神高速 尼崎市南城内 78,232 68,240 68,245
３号神戸線

芦屋市精道町 101,929 97,120 89,678

中央区新港町 96,100 93,277 88,271

中国自動車道 県境～宝塚インター 76,148 90,679 88,790

出典：全国道路交通情勢調査（道路交通センサス）

図２－１－４ 阪神地域の主要５幹線道路沿道における二酸化窒素濃度の推移

① 国道43号及び阪神高速３号神戸線(国道43号との併走区間)
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（ ）② 国道２号(尼崎市から神戸市の区間)及び阪神高速３号神戸線 国道２号との併走区間

③ 国道171号
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④ 国道176号及び中国縦貫自動車道(川西市から宝塚市の区間)

⑤ 県道米谷昆陽尼崎線
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図２－１－５ 阪神地域の主要５幹線道路沿道における浮遊粒子状物質濃度の推移

① 国道43号及び阪神高速３号神戸線(国道43号との併走区間)

（ ）② 国道２号(尼崎市から神戸市の区間)及び阪神高速３号神戸線 国道２号との併走区間
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③ 国道171号

④ 国道176号及び中国縦貫自動車道(川西市から宝塚市の区間)
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⑤ 県道米谷昆陽尼崎線

図２－１－６① 主要５幹線道路沿道における自動車騒音の経年変化（昼間）

（注）１ 平成11年度に環境基準の評価方法が変更されているため、平成10年度以前と平成11年

度以降の単純な比較はできない。

２ 測定地点 国道２号：芦屋市春日町、国道171号：伊丹市高台、国道176号・中国自動

車道：伊丹市荻野、県道米谷昆陽尼崎線：尼崎市南塚口

SPM年間平均値
（県道米谷昆陽尼崎線）

0.020

0.040

0.060

0.080

H2 H4 H6 H8 H10 H12

年度

濃
度

（
m

g.
/
m

3
）

砂田子供
広場

SPM年間2%除外値
（県道米谷昆陽尼崎線）

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

H2 H4 H6 H8 H10 H12

年度

濃
度

（
m

g.
/
m

3
）

砂田子供
広場

主要５路線自動車騒音経年変化（昼間）

50

55

60

65

70

75

80

H9 H10 H11 H12 H13

ｄ
Ｂ

国道２号

国道４３号　阪神高速神戸
線

国道１７１号

国道１７６号　中国自動車道

県道米谷昆陽尼崎線

環境基準



- 28 -

図２－１－６② 主要５幹線道路沿道における自動車騒音の経年変化（夜間）

（注）１ 平成11年度に環境基準の評価方法が変更されているため、平成10年度以前と平成11年

度以降の単純な比較はできない。

２ 測定地点 国道２号：芦屋市春日町、国道171号：伊丹市高台、国道176号・中国自動

車道：伊丹市荻野、県道米谷昆陽尼崎線：尼崎市南塚口

表２－１－１２ 国道４３号沿道における夜間の騒音の推移

測定 H 6年6 H 9年6月 H13年6月 基 準
震災前 復旧後 道路構造 環境 要請 環境 要請

地点 道路構造 対策概成後 基準 限度 基準 限度
対策前 (旧) (旧) (新) (新)

L50 L50 L50 LAeq* L50 L50 LAeq LAeq

尼崎市 × ６８ × ６７ (６１) ○ ６３ ６０ ６５ ６５ ７０

西宮市 × ６６ × ６７ (６４) △ ６８ ６０ ６５ ６５ ７０

芦屋市 × ６９ × ６５ (６１) ○ ６５ ５０ ６０ ６５ ７０

神戸市 △ ６４ △ ６３ (５８) △ ６６ ６０ ６５ ６５ ７０

（注）測定地点：平成６年以降の継続測定地点
尼崎市；西本町（県測定） 西宮市；久保町（市測定）
芦屋市；精道町（市測定） 神戸市；東灘区御影塚町（市測定）

○：環境基準、要請限度ともに達成
△：環境基準は未達成であるが、要請限度は達成
×：環境基準、要請限度ともに未達成

（＊：平成11年度に環境基準、平成12年度に要請限度の評価方法が変更された ）。
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(ｴ) 今後講ずる施策及び達成目標

Ａ 達成目標

阪神地域の主要５幹線道路沿道における自動車排出ガスに係る大気汚染及

び騒音については、下記の施策を講じることにより、二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質に係る環境基準の概ね達成を図る。

また、騒音については、要請限度を超過している地点については、要請限

度以下のレベルとするとともに、要請限度以下のレベルであるものの、環境

基準を達成していない地点については、環境基準の概ね達成を図る。

Ｂ 個別施策

国道43号、阪神高速神戸線については、平成７年７月の最高裁の判決、尼

崎公害訴訟の神戸地裁判決を受けて平成12年６月に関係５省庁（当時の警察

庁、環境庁、通産省、運輸省、建設省）で取りまとめられた「国道43号等に

おける道路交通環境対策の推進について＜当面の取り組み＞」及び尼崎公害

訴訟の和解内容を踏まえ、具体的な対策を検討、推進する。また、その他の

路線についても、関係機関が連携して対策を推進する。

(A) 自動車単体対策

ａ ディーゼル車の黒煙対策

・ディーゼル車に対する集中自主点検等を推進する。

・ 使用過程ディーゼル車の黒煙対策」の重点期間の６月・10月を中心「

に、国道43号等における黒煙取締りを実施する。

・黒煙監視モニター（公募）制度を実施し、通報により自動車使用者を

指導する。

ｂ 低公害車導入の促進

低公害車導入補助の拡充等、支援策を強化するとともに、国道43号周

辺地域において、低公害車フェアーを開催するなど、普及啓発を強化す

る。

また、天然ガスの供給が限界に近づきつつある阪神南部地域や、天然

ガス供給施設のない阪神北部地域において、天然ガス供給施設の設置を

促進する。

ｃ 特殊車両通行許可違反、過積載車両の取締り

国道43号において、特殊車両通行許可違反、積載物重量制限超過、デ

ィーゼル車排気黒煙検査について、関係機関が合同で「尼崎地区ディー

ゼル車排気ガスクリーンキャンペーン」として指導・取締りを引き続き

推進する。

(B) 交通需要の調整・低減

ａ 新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の推進

・国道２号等の公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）は、導入路線延長等
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において全国規模であるが、今後、国道176号等への導入を進める。

・国道43号における交通公害低減システム（ＥＰＭＳ）の効果的な運用

を図る。

ｂ ＴＤＭ施策の推進

自動車交通から公共交通への転換など総合的な交通需要マネジメント

（ＴＤＭ）施策を進めるため、関係行政機関、地元市町、交通事業者を

含めた「阪神地域都市交通環境改善協議会」において、具体的な対策を

検討し、推進する。

(C) 交通流対策

ａ 道路ネットワークの整備等による交通流の分散、円滑化

・阪神高速７号北神戸線の整備 ：平成14年度完成予定

・阪神高速２号淀川左岸線の整備：平成16年度完成予定

・阪神高速湾岸線８期・９期：国・県・市など関係機関で、採算性、事

業手法等の諸課題について引き続き検討を進め、計画を推進する。

ｂ 交通円滑化のための道路改良等

・交通渋滞解消のため、国道２号等における交差点改良、国道176号、

県道米谷昆陽尼崎線等の道路拡幅を実施する。

・国道43号等道路改良計画に併せて信号機の運用の見直しを実施する。

・阪神電気鉄道（本線）の連続立体化を推進する。

表２－１－１３ 交差点改良の実施予定

路 線 地 点 内 容

国道2号 西宮市札場筋交差点 左折車線の増設

神戸市三宮東交差点 車線運用の変更

神戸市塩屋１丁目交差点 車線数の増設等

ｃ 環境ロードプライシング

・試行している環境ロードプライシングについて、交通量調査、モニタ

ー調査、環境調査等を行い、学識経験者等からなる検討会において、

試行の効果を評価する。この評価を踏まえ、環境ロードプライシング

の継続等について、関係機関で更なる協議・検討を行い、その結果を

踏まえ、適切な措置を講ずる。

ｄ ドライバーへの情報提供の強化

・交通流の分散・円滑化を促進するため、ドライバーに対する情報提供

の一層の充実を図る。

(D) 道路構造等対策

ａ 低騒音舗装、遮音壁等の整備
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・沿道における自動車騒音等を緩和するため、低騒音舗装や遮音壁の

設置等の整備を推進する。

ｂ 環境防災緑地等の整備

・国道43号において、買取要望に対応し用地買収を行い、広域防災帯を

構成する環境防災緑地・公園の整備を推進する。

ｃ 沿道地区整備

・国道43号に係る沿道法に基づく街づくりを、沿道住民の土地利用意向

調査を実施するなど、推進する。

ｄ 土壌脱硝及び光触媒のフィールド実験

・国道43号の尼崎市内及び西宮市内に土壌脱硝装置を設置し、除去能力

の検証や周辺の大気濃度の改善効果等の実験を継続的に行い、学識経

験者等で構成する委員会で、技術的評価を行う。

・芦屋市及び尼崎市域において光触媒塗布による改善効果を把握する。

(E) 調査・測定

・国道43号沿道においては、現在、県１局、市４局、国土交通省10局、阪

、 。神高速道路公団２局の計17局で測定しているが これをさらに充実する

また、国道２号においても、新たな測定局を設置する。

・県、市が所有する移動測定車を活用して、毎年測定を実施する。

・環境ロードプライシング試行の効果を検証するため、国道43号沿道の測

、 。定データ等を整理するほか 必要に応じて大気・交通量等の調査を行う

また、湾岸部の環境状況も把握する。

Ｃ 共通施策

「(2) 自動車交通公害に係る共通施策」参照。

イ 自動車交通公害に係る共通施策

(ｱ) 自動車単体対策

Ａ 自動車排出ガス規制、車種規制

自動車単体からの排出ガスの規制が段階的に強化されており、現在、ガソ

リン・ＬＰＧ車については平成12年～14年の間に、ディーゼル車については

平成14年～16年の間に、規制強化が行われている。

さらに、平成14年４月の中央環境審議会第５次答申で、平成17年度から窒

素酸化物及び粒子状物質を大幅に低減する許容限度目標値が示されたところ

である。

また、自動車ＮＯx・ＰＭ法に基づき、対策地域（阪神地域及び播磨南部地

域の11市２町）において、車種規制（自動車から排出される窒素酸化物及び

粒子状物質の排出基準が定められ、これに適合しない自動車は、対策地域内

で新車登録が受けられない。また、使用過程車についても、一定年数経過後
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は、登録更新できない ）が実施されている。。

これら規制の円滑な実施を促進するため、税の優遇措置、低利融資及び利

子補給、購入費の一部補助などの支援措置を行う。

なお、中央環境審議会第４次答申で、軽油中の硫黄分を平成16年末までに

低減(500PPm→50PPm)することとされたところであるが、できるだけ早期の低

硫黄軽油の提供を促進する。

Ｂ 低公害車導入の促進

(A) 低公害車の普及

低公害車の普及を支援するため、自動車税の優遇措置、低公害車導入の

際の低利融資等を実施するほか、低公害車の導入に関する補助を充実する

とともに、公用車への率先導入を推進する。

また、天然ガス自動車の普及については、燃料供給施設（天然ガススタ

ンド）が必要であるため、その設置を促進する。

(B) 低排出ガス車の普及

京阪神の３府県及び３指定都市で設置している「京阪神六府県市自動車

排出ガス対策協議会」において、市販されている自動車の中でも窒素酸化

物や粒子状物質の排出量の少ない車を「低排出ガス車 （ＬＥＶ－６）と」

して指定するなど、その普及に努める。

また、ディーゼル排ガス中の微粒子を除去する装置（ＤＰＦ装置）の普

及に努める。

(C) 普及啓発

低公害車等の必要性等を県民に理解してもらうため、低公害車等の展示

を中心としたフェアーを開催するなど、普及啓発に努める。

また 「兵庫県アイドリング・ストップ運動推進本部」を軸に、市町・、

事業所への啓発ステッカーや「手引き」の配付等により、アイドリング・

ストップ運動を推進する。

(ｲ) 交通需要の調整・低減

共同輸配送の推進、帰り荷の確保、営業用トラックの積極的活用、物流拠点

の整備等、物流の合理化や、海運・鉄道の利用等モーダルシフトを促進する。

また、公共交通機関の利用を促進するため、公共交通機関の利便性の向上、

公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）の整備をはじめとする新交通管理システム

（ＵＴＭＳ）の推進を図るとともに、歩道、自転車道、駐輪場の整備等を推進

する。

このため、学識経験者、関係交通事業者、道路管理者、警察、関係行政機関

で構成する阪神地域都市交通環境改善協議会及び播磨地域都市交通環境改善協

議会において協議し、交通需要マネジメント施策や公共交通機関の利便性向上
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策について具体的に推進する。

(ｳ) 交通流対策

交通の分散や道路機能の分化を図るため、バイパス道路の整備や迂回対策を

推進するとともに、交差点改良、立体交差化等を推進する。

また、交通管制システムの整備、交通情報通の提供等、新交通管理システム

（ＵＴＭＳ）の活用を図る。

(ｴ) 道路構造等対策

沿道における自動車騒音対策のため、遮音壁の設置、低騒音舗装の採用等を

推進する。

(ｵ) 調査・測定

沿道における大気汚染の状況を的確に把握するため、常時監視測定局及び測

定項目の充実、適正化を図るとともに、モニタリングボックス及び移動観測車

により機動的な調査・測定を行う。

沿道騒音については、面的評価の手法を導入し、県内の主要幹線道路沿道に

おいて、常時監視を行う。

また、自動車交通量等について、車種別交通量、速度等の適切な把握に努め

る。

自動車排出ガス規制、車種規制

自動車単体対策 ディーゼル車の黒煙対策

低公害車導入の促進

特殊車両通行許可違反、過積載車両の

取締り

交通需要の調整・ 新交通管理システム(UTMS)の推進

自 低減 ＴＤＭ施策の推進

動

車 道路ネットワークの整備等による交通流

交 の分散、円滑化

通 交通流対策 交通円滑化のための道路改良等

公 環境ロードプライシング

害 ドライバーへの情報提供の強化

対

策 低騒音舗装、遮音壁等の整備

道路構造等対策 環境防災緑地の整備

沿道地区整備

土壌脱硝及び光触媒のﾌｨｰﾙﾄﾞ実験

調査・測定 常時監視等

図２－１－７ 自動車交通公害対策の体系
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ウ 関連諸計画との関係

(ｱ) 新道路整備に関する中・長期計画

・道路整備緊急措置法の規定により、平成10年５月に閣議決定された新道路整

備五箇年計画に基づき道路整備を進めたところであり、引き続き平成15年度

を初年度とする新たな道路整備に関する中・長期計画が策定され、計画的な

道路整備を推進する。

(ｲ) 都市計画

・公害防止の観点から、市街化区域等に関する都市計画法の適切な運用を推進

する。

・大気汚染、騒音等の著しい道路の周辺においては、公園・緑地の設置や業務

系空間の配置等沿道周辺にふさわしい施設の誘導を図る。

(ｳ) 沿道地区整備計画

・幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づき、国道43号及び阪神高速３号神

戸線が沿道整備道路に指定されており、地区ごとに沿道地区整備計画を策定

し、緩衝建築物の建築、住宅の防音工事、住宅移転等を促進する。

(ｴ) 新兵庫県環境基本計画

・兵庫県における環境の保全と創造に関するとりくみ・施策のめざす方向と長

期的な目標を示した基本となる計画であり、本計画に基づき、総合的な大気

環境の保全施策を推進する。

(ｵ) 兵庫県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画

・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法に基づき、対策地域（兵庫県内においては阪神・

播磨南部の11市２町）を対象に、自動車排出ＮＯx・ＰＭの総量の削減に関す

る施策を総合的に推進する。
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(2) 山陽新幹線鉄道沿線における騒音対策

ア 当該課題に係る状況

(ｱ) 環境基準の達成状況及び暫定基準の超過状況

、 、 、当地域を通過する新幹線鉄道の延長は約82㎞で 東から西へ尼崎市 伊丹市

西宮市、芦屋市、神戸市、明石市、播磨町、加古川市、高砂市、姫路市の順に

９市１町を通っている。

平成13年度に県が実施した新幹線鉄道騒音の測定結果は、表２－１－１４の

とおりであり、当地域において測定した９側線（１側線当たり近接軌道中心か

ら12.5ｍ、25ｍ、50ｍ地点でそれぞれ３地点、合計27地点。芦屋市については

トンネル部のみで調査地点はない ）のうち、10地点で環境基準を超えていた。。

類型別では、Ⅰ類型では21地点中11地点で、Ⅱ類型では、６地点全ての地点

で環境基準を達成していた。

表２－１－１４ 山陽新幹線沿線における新幹線鉄道騒音・振動測定結果

（平成13年度）

地域 測定場所 測　定 騒音測定結果 振動測定結果
全測定

東京起点 測定地点
構造物の種類

軌道の
防　音　壁

（線路最寄り
（dB(A)） （d

本数
用途地域 の距離　

側の軌道
軌道面

レール
か

類型
地点の地名） 年月日 12.5

ｍ地
点

25ｍ
地点

50ｍ
地点

12.5
ｍ地
点

25ｍ
地点

50ｍ
地点 上り/

下り

( km ) の別 種　類 の高さ
（ｍ）

種　類 種類 らの高
さ(m)

尼崎市上食満 H10.3.17 74 71 69 61 58 55 11/9 第１中高 524.130 上り ラーメン 7.1 バラスト
ラムダ
吸音板
あり

2.95

伊丹市南野 H9.6.17 72 71 67 55 51 44 9/11 第２中高 526.830 上り ＰＣケタ 7.6 バラスト
ラムダ
吸音板
あり

2.95

* *
71 70 69 63 63 54

Ⅰ

明石市魚住町
金ヶ崎柳井

H9.5.14 73 70 64 63 57 55 11/9 第１住居 574.500 下り ラーメン 6.5 スラブ ラムダ 2.70

加古郡播磨町
野添

H9.8.8 69 68 64 55 51 41 9/11 第１住居 580.580 下り ラーメン 7.8 バラスト ラムダ 2.45

加古川市尾上町
長田

H9.8.16 71 71 68 60 53 43 10/10 第１住居 585.300 下り ラーメン 9.8 バラスト 直　型 2.45

高砂市松陽
１丁目

H9.6.19 73 71 69 58 57 49 10/10 第１住居 591.000 下り ラーメン 6.8 バラスト 直　型 2.25

Ⅱ

神戸市西区
伊川谷

H9.7.29 71 70 67 60 54 52 11/9 準工業 566.900 上り ラーメン 7.8 バラスト
ラムダ
吸音板
あり

1.45

姫路市四郷町
山脇

H9.7.25 73 72 71 52 47 44 10/10 準工業 598.000 下り ラーメン 6.1 バラスト 直　型 1.25

*  :
備考

２．騒音の基準値超過にはアンダーラインを示した。
３．振動の指針値は70ｄＢ以下である。

西宮市上大市
３丁目

第１中高

1．騒音の環境基準地域類型Ⅰは主として住居の用に供される地域で基準値は70dB以下、類型Ⅱは商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の
地域で基準値は75ｄＢ以下である。

2.45H9.5.7 530.500 上り ラーメン 11.8
ラムダ
吸音板
あり

9/11 バラスト

45m地点での測定結果
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(ｲ) 環境基準及び暫定基準の達成状況の推移とその考察

山陽新幹線の鉄道騒音に係る過去10年間の調査結果は図２－１－９①～③

のとおりであり、一部の地点では横ばいであるが、全体としては漸減する傾

向にある。

対象地域の騒音は全ての地点で暫定基準(75デシベル)を達成しているが、

環境基準(図中の神戸市及び姫路市の調査地点は75デシベル、他の調査地点は

70デシベル)については未達成の地点が多く残っている。

また、新幹線鉄道騒音・振動に係る苦情は、全国に比較して多く、13年度は

騒音関係で７件、振動関係では２件であった。

図２－１－９① 山陽新幹線沿線における新幹線鉄道騒音の推移(12.5ｍ地点)

図２－１－９② 山陽新幹線沿線における新幹線鉄道騒音の推移(25ｍ地点)
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図２－１－９③ 山陽新幹線沿線における新幹線鉄道騒音の推移(50ｍ地点)

イ 当該課題に係る要因分析

新幹線は、当地域の中央やや南よりを東西に横断し、全国の事業活動や国民生活

にとって欠くことのできない幹線鉄道となっている。

沿線は、一部のトンネル区間を除き概ね市街地であることから、これまでも騒音

や振動が大きな問題となってきた。

また、近年、目的地までの所用時間の短縮が図られた結果、列車の走行速度が上

昇している。走行速度の上昇は騒音の増大要因となることから、様々な騒音対策が

取られているにもかかわらず、その効果が弱められる結果となっている。

ウ 過去の施策の実施状況及び評価

(ｱ) 過去の施策の実施状況

Ａ 西日本旅客鉄道㈱による「75デシベル対策」

山陽新幹線沿線における騒音・振動対策としては、西日本旅客鉄道㈱によ

る「75デシベル対策」として、昭和60年から平成２年度まで住居が密集する

地域における第１次対策、平成４年から平成８年度末まで住居が集合する地

域における第２次対策、そして平成10年から平成14年度末までは住居が集合

する地域に準じる地域における第３次対策が実施されている。

これらの地域では、遮音壁の設置や、低騒音対策材の敷設等の沿線対策が

重点的に講じられている。

Ｂ 沿線の土地利用の適正化

新幹線鉄道騒音対策を進めるうえで、沿線の土地利用の適正化を図ること

が必要であるため、新幹線鉄道沿線の用途地域の変更の際には、新幹線鉄道
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騒音の影響に配慮するなどの土地利用の適正化に努めてきた。

Ｃ 個別家屋の障害防止対策

申し出のあった未対策対象家屋について 「新幹線鉄道騒音・振動障害防、

止対策要綱」に基づき、西日本旅客鉄道㈱において個別家屋の障害防止対策

を実施した。

Ｄ 発生源対策

、 、 、発生源対策として 西日本旅客鉄道㈱により 低騒音新型列車への切換

パンタグラフの改良等騒音対策を実施した （表２－１－１５参照）。

近年は、列車の軽量化など新たな技術開発に伴い、低騒音新型車両の導

入が進み、平成９年３月より300系、平成10年３月より500系、平成11年３

月より700系がそれぞれ運転を開始した。

従来からの０系は、低騒音新型列車の700系に置き換えられつつあり、そ

の結果、平成４年度に比べ平成13年度は低騒音新型列車数(700系)が大幅に

増加している （図２－１－１０参照）。

なお、０系は、平成18年度末までに廃止される予定である。

（注）列車数は県の新幹線騒音調査におけるもの

図２－１－１０ 新幹線列車車種構成の推移
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表２－１－１５ 発生源及び障害防止対策の実施状況

区 分 対策内容（平成13年度までの実績）

車両対策 ５００系及び７００系新型車両の導入
０系から７００系新型車両に順次置き換え実施

改良型防音壁・嵩上げ ５１．９㎞

バラストマットの敷設 ４５．３㎞

弾性枕木の敷設 １８．９㎞
地上対策

レール削正 １０６．９㎞／年

架線改良 １０６．７㎞

トンネル緩衝工設置 ２か所

， （ ）障害防止対策 騒音対策 ５ １０１戸 学校・病院を含む

（注）西日本旅客鉄道㈱調べ

Ｅ 調査研究・普及啓発・情報交換

調査研究・普及啓発・情報交換としては、環境基準達成状況を把握し、騒

音対策効果の把握を行うため、新幹線鉄道騒音振動定点調査を継続実施して

いる。

また、県と沿線市町で構成する新幹線公害対策連絡会の開催により、環境

対策等情報交換、騒音調査等実施内容の調整、国、西日本旅客鉄道㈱との連

絡調整、改善対策等の要望整理等が図られている。

沿線関係市町では新幹線公害対策協議会を組織しており、住民意見を反映

して、毎年、西日本旅客鉄道㈱等への騒音、振動防止対策の要望が行われて

いる。

(ｲ) 過去の施策の評価分析

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成状況は、表２－１－１６のとおりであ

、 、 「 」り 低騒音新型列車の導入が進むとともに 発生源対策及び 75デシベル対策

等沿線対策の推進により、騒音の水準は漸減傾向にある。

この結果、平成13年度は全ての地点で暫定基準を達成したが、環境基準につ

いては、依然半数近くの観測地点で環境基準を超過している。

平成14年度末には第３次75デシベル対策が終了することとなっており、今後

一層の取組が必要となっている。

表２－１－１６ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準達成状況

項目 年度 Ｈ８ Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13

環境基準達成地点数 13 18 17 17 21 17

暫定基準(75デシベル)達成地点数 26 27 27 27 27 27

全測定地点数 27 27 27 27 27 27

（注）県県民生活部調べ
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エ 今後講ずる施策及び達成目標

(ｱ) 達成目標

新幹線沿線における騒音については、下記の施策を講じることにより、環境

基準の早期達成をめざす。

(ｲ) 今後講ずる施策

Ａ 発生源対策

発生源車両対策については、低騒音新型列車の積極的導入及び旧型列車の

廃止、新型列車の速度調整等により騒音の低減を図る。

西日本旅客鉄道㈱においては、これまでパンタグラフの改良及びレール

の削正等の対策を実施してきたが、防音壁の改良、バラストマットの敷設

等を含め、今後とも発生源における防音及び防振のための総合的な対策を

促進する （表２－１－１６②参照）。

表２－１－１６② 発生源対策の実施計画

区 分 対策内容（平成14年度以降の計画）

車両対策 パンタグラフの改良 300系16両９編成完了（JR西日本所有）

改良防音壁新設・嵩上げ 平成14年度 2.4km 平成15年度以降未定

バラストマットの敷設 平成14年度 1.6km 平成15年度以降未定

弾性枕木の敷設 平成14年度 0.7km 平成15年度以降未定
地上対策

レール削正 106.9㎞／年

架線改良 106.7㎞／年

トンネル緩衝工設置 未定

（注）西日本旅客鉄道㈱調べ

Ｂ 沿線土地利用対策

新幹線鉄道騒音対策を進める上においては、沿線の土地利用の適正化を図

ることが必要である。このため、沿線の土地利用計画の決定又は変更に際し

ては、著しい騒音が及ぶ地域について新たな市街化の抑制を図る。また、具

体的な土地利用に際しては、地区計画制度を活用する等により、きめ細かな

配慮を行い、緩衝空間としての公共施設の整備や周辺環境にふさわしい建築

物の設置の誘導を図る。

Ｃ 新幹線公害対策連絡会等の開催

県と関係市町とで構成する「新幹線鉄道公害対策連絡会 、阪神地域の３」

市で構成する「阪神三市山陽新幹線公害対策連絡協議会」及び東播地域３市

１町で構成する「東播磨新幹線公害対策連絡会」を定期的に開催し、調査の

実施に係る調整、国等関係機関との連絡調整、西日本旅客鉄道㈱等に対する
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交渉、沿線住民の苦情の状況等について情報交換等を行い、今後一層の取組

を図る。

、 、新幹線沿線においては 依然として環境基準が達成されていないことから

県及び関係市町等においては、住民意見を反映して、西日本旅客鉄道㈱や国

に対し、継続的に対策の実施を要望していく。

Ｄ 調査研究・普及啓発

新幹線鉄道騒音低減新技術の開発・導入等を促進するため、発生源調査研

究体制の整備を図る。

また・騒音調査体制の整備、測定機器の精度向上を図る等調査方法の検討

を行う。

Ｅ 次期騒音対策の実施

環境省により、平成15年度に平成14年を最終年度とする第３次75デシベ

ル対策の効果等を把握するための調査が行われる予定であり、調査結果に

基づき環境基準達成に向けた次期対策内容の検討及び実施を図る。

低騒音新型列車の導入及び旧型車両の廃止

車両対策 新型列車の速度調整

パンタグラフの改良

新 発生源対策

幹 改良型防音壁新設・嵩上げ

線 地上対策 バラストマット、弾性枕木の敷設

鉄 レール削正

道 架線改良 等

騒

音 沿線土地利用対策 沿線の土地利用の適正化

対

策 新幹線公害対策連絡会等の開催

その他調査研究・普及啓発等 発生源調査研究体制の整備

騒音調査体制の整備、測定器の精度向上等

図２－１－１１ 山陽新幹線鉄道沿線における騒音対策の体系
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２ 河川の水質汚濁

（対象河川）

河川の水質汚濁対策については、当地域において、平成13年度にＢＯＤに係る環境基

準を達成していない猪名川下流(1)、喜瀬川及び別府川を対象とした。

なお、平成13年度には猪名川下流(2)も環境基準を達成していなかったが、同流域に

ついては、調査地点が大阪府域にあること、また、本県の流域において発生する汚濁負

荷がわずかであることから、第３節において記述することとした。

(1)－１ 猪名川下流(1)のＢＯＤに係る水質汚濁対策

ア 当該課題に係る状況

猪名川下流(1)は、箕面川合流点より下流（藻川を含む。ただし、藻川分岐点か

ら藻川合流点を除く ）を該当水域とし、その流域には尼崎市、伊丹市、川西市、。

宝塚市が含まれている。かって、工場排水、生活排水などの流入により汚濁した河

川であったが、下水道整備の推進などにより、近年、その水質は改善されている。

平成12年度までは環境基準を達成していたが、平成13年３月30日、猪名川下流(1)

に係る環境基準の類型が強化され、平成13年度は環境基準を達成していない。

猪名川下流(1)のＢＯＤの推移については、図２－１－１２のとおりであり、若

干の変動はあるものの、近年はほぼ横ばいで推移している。

図２－１－１２ 猪名川下流(1)の水質（ＢＯＤ）の経年変化
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イ 当該課題に係る要因分析

軍行橋下流から中園橋上流までの間の流域において発生するＢＯＤ汚濁負荷量を発

、 、 、 、 、生源別にみると 生活系 ％ 産業系１％ 畜産系 ％ その他系 ％であり65 16 18

生活系が最も大きな割合を占めている。

また、平成13年度は、平年より降雨量が少なかったことから調査時の流量も少な

く、このことが水質の悪化に影響を与えたとも考えられる。

ウ 過去の施策の実施状況及び評価

(ｱ) 過去の施策の実施状況

Ａ 生活排水対策

本流域において、県では、猪名川流域下水道の整備を推進している。

平成13年度末現在の処理人口は、行政人口869百人に対し850百人であり、

処理率は98％となっている。

Ｂ 工場・事業場排水対策

工場・事業場からの排出水については 「水質汚濁防止法」及び同法第３条、

第３項の「排水基準に関する条例 （上乗せ条例）に基づく濃度規制を行うと」

ともに、瀬戸内海の水質保全を図るため、ＣＯＤに係る水質総量規制により

汚濁負荷量の削減を行ってきた。

(ｲ) 過去の施策の評価分析

流域から発生する汚濁負荷量は、生活排水によるものが多く、平成８年度に

は97％であった下水道処理人口の割合は、平成13年度には98％となっており、

下水道処理率は若干上昇したが、水質はほぼ横ばいで推移している。

平成13年度には、環境基準に係る類型が強化されたため、環境基準点である

中園橋（Ｂ類型）において環境基準を達成していない。

エ 今後講ずる施策及び達成目標

(ｱ) 達成目標

猪名川下流(1)の環境基準点である中園橋において、環境基準の達成を図る。

(ｲ) 個別施策

Ａ 生活排水処理施設の整備

引き続き流域下水道の整備を進めることにより、下水道処理人口は平成13

年度の850百人から平成18年度には873百人、処理率は99％になる見込みであ

る。

Ｂ 工場・事業場対策

、 。流域下水道へ接続する事業場に対して 水質の監視・指導を徹底していく
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(ｳ) 共通施策

「(2) 河川の水質汚濁対策に係る共通施策」参照。

猪名川の水質汚濁対策 個 別 施 策

生活排水処理施設の整備

工場・事業場対策

（ ）共通施策 図２－１－１８

図２－１－１３ 猪名川のＢＯＤに係る水質汚濁対策の体系

(1)－２ 喜瀬川のＢＯＤに係る水質汚濁対策

ア 当該課題に係る状況

喜瀬川は、加古郡稲美町南西部に源を発し、稲美町、加古川市東部、播磨町を南

下し、播磨灘に注ぐ延長約4.9㎞の河川である。上流部は農業が盛んであり、中下

流部は市街地で工場が点在している。

喜瀬川のＢＯＤの推移については、図２－１－１４のとおりであり、近年、下水

道整備の推進などにより水質は改善されてきたが、なお環境基準を若干上回ってい

る。

図２－１－１４ 喜瀬川の水質（ＢＯＤ）の経年変化
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イ 当該課題に係る要因分析

、 、喜瀬川流域において発生するＢＯＤ汚濁負荷量を発生源別にみると 生活系81％

産業系５％、畜産系５％、その他系９％であり、生活系が最も大きな割合を占めて

いる。

ウ 過去の施策の実施状況及び評価

(ｱ) 過去の施策の実施状況

Ａ 生活排水対策

本流域において、県では、加古川下流流域下水道の整備を推進している。

平成13年度末現在の処理人口は、行政人口389百人に対し244百人であり、

処理率は63％となっている。

Ｂ 工場・事業場排水対策

工場・事業場からの排出水については、水質汚濁防止法及び同法第３条第

３項の上乗せ条例に基づく濃度規制を行うとともに、瀬戸内海の水質保全を

、 。図るため ＣＯＤに係る水質総量規制により汚濁負荷量の削減を行ってきた

Ｃ しゅんせつ事業

喜瀬川では、有機物質を多く含んだ汚泥による水質汚濁と悪臭を防止する

ため、表２－１－１７のとおり河川のしゅんせつを実施した。

表２－１－１７ 河川のしゅんせつ状況

（ ）事業主体 水系名 河川名 期 間 しゅんせつ土量 千m3

県 喜瀬川 喜瀬川 平成９年度～13年度 3.1

（注）１ 平成14年３月31日現在

２ 県県土整備部調べ

(ｲ) 過去の施策の評価分析

本流域における下水道処理人口の割合は、平成８年度は６％であったが、平

成13年度は63％となっており、下水道整備の進展に伴い、水質は改善されてい

る。

エ 今後講ずる施策及び達成目標

(ｱ) 達成目標

喜瀬川の環境基準点である野添橋において、環境基準の達成を図る。

(ｲ) 個別施策

Ａ 生活排水処理施設の整備

引き続き流域下水道の整備を進めることにより、下水道処理人口は平成13

年度の244百人から平成18年度には350百人、処理率は88％になる見込みであ
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る。

Ｂ 工場・事業場対策

、 。流域下水道へ接続する事業場に対して 水質の監視・指導を徹底していく

(ｳ) 共通施策

「(2) 河川の水質汚濁対策に係る共通施策」参照。

喜瀬川の水質汚濁対策 個 別 施 策

生活排水処理施設の整備

工場・事業場対策

（ ）共通施策 図２－１－１８

図２－１－１５ 喜瀬川のＢＯＤに係る水質汚濁対策の体系

(1)－３ 別府川のＢＯＤに係る水質汚濁対策

ア 当該課題に係る状況

別府川は、加古川の支流曇川から分派し、加古川市の中央部を縦断して播磨海域

へ注ぐ延長約９kmの都市河川である。

別府川のＢＯＤの推移については、図２－１－１６のとおりであり、近年、下水

、 。道整備の推進などにより水質は改善されてきたものの 環境基準は達成していない

図２－１－１６ 別府川の水質（ＢＯＤ）の経年変化
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イ 当該課題に係る要因分析

別府川流域において発生するＢＯＤに係る汚濁負荷量を発生源別にみると、生活

系89％、産業系３％、畜産系１％、自然系７％であり、生活系が最も大きな割合を

占めている。

ウ 過去の施策の実施状況及び評価

(ｱ) 過去の施策の実施状況

Ａ 生活排水対策

本流域において、県では、加古川下流流域下水道の整備を推進してきてい

る。

平成13年度末現在の処理人口は、行政人口526百人に対し317百人であり、

処理率は60％となっている。

Ｂ 工場・事業場排水対策

工場・事業場からの排出水については、水質汚濁防止法及び同法第３条第

３項の上乗せ条例に基づく濃度規制を行うとともに、瀬戸内海の水質保全を

、 。図るため ＣＯＤに係る水質総量規制により汚濁負荷量の削減を行ってきた

Ｃ しゅんせつ事業

別府川では、有機物質を多く含んだ汚泥の堆積による水質汚濁と悪臭を防

止するため、表２－１－１８のとおり河川のしゅんせつを実施してきた。

表２－１－１８ 河川のしゅんせつ状況

（ ）事業主体 水系名 河川名 期 間 しゅんせつ土量 千m3

県 加古川 別府川 平成９年度～13年度 4.0

（注）１ 平成14年３月31日現在

２ 県県土整備部調べ

(ｲ) 過去の施策の評価分析

本流域における下水道の処理人口の割合は、平成８年度は42％であったが、

平成13年度は60％となっており、下水道整備の進展に伴い、水質は改善されて

いる。

エ 今後講ずる施策及び達成目標

(ｱ) 達成目標

別府川の環境基準点である十五社橋において、環境基準の達成を図る。

(ｲ) 個別施策

Ａ 生活排水処理施設の整備

引き続き流域下水道の整備を進めることにより、下水道処理人口は平成13
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年度の317百人から平成18年度には400百人、処理率は76％になる見込みであ

る。

Ｂ 工場・事業場対策

、 。流域下水道へ接続する事業場に対して 水質の監視・指導を徹底していく

(ｳ) 共通施策

「(2) 河川の水質汚濁対策に係る共通施策」参照。

別府川の水質汚濁対策 個 別 施 策

生活排水処理施設の整備

工場・事業場対策

（ ）共通施策 図２－１－１８

図２－１－１７ 別府川のＢＯＤに係る水質汚濁対策の体系

(2) 河川の水質汚濁対策に係る共通施策

ア 生活排水対策の推進

近年は、生活水準の向上等に伴い、生活排水に係る汚濁対策が重要な課題になっ

ている。そのため、県では、2004年（平成16年）までに県下の生活排水の処理率を

99％まで高めることを目標に「生活排水99％大作戦」を展開し、各市町で策定され

た「生活排水処理計画」に基づき、下水道をはじめ農業集落排水施設、コミュニテ

ィ・プラント及び合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備を計画的に推進し

た。その結果、当地域における生活排水処理率は、平成９年度末の91.8％から平成

12年度末には95.2％に向上した。

また、富栄養化対策として、下水道整備、し尿処理等における高度処理施設の導

入、洗剤の適正使用に関する啓発などの対策を推進してきた。

今後も、生活排水処理施設の整備を計画的に推進するとともに、県民負担の軽減

や市町への財政的、技術的支援を積極的に実施する。

イ ひょうごの森・川・海再生プランの推進

自然再生や健全な水循環の構築の観点から、森林、河川、沿岸域等の各分野にお

ける環境再生について、森～川～海の水系で一貫した施策の推進を図るため 「ひ、

ょうごの森・川・海再生プラン」を平成14年５月に策定した。今後、このプランに

基づき、流域に暮らす人々の参画と協働のもと、モニタリング等を行いながら、流

域ぐるみでの特色ある取り組みを進めていく。
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ウ 工場、事業場の排水規制

工場・事業場の排水については、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法

及び環境の保全と創造に関する条例に基づき、排水基準の遵守状況、汚水発生施設

及び排水処理施設の管理状況などの立入検査を実施し、排水基準に違反している場

合には、特定施設の使用の一時停止命令、改善命令などの行政措置を行うなど監視

指導を行っているが、引き続きこれを徹底していく。

また、瀬戸内海の水質保全を図るため、これまで４次にわたるＣＯＤ総量規制を

実施し、ＣＯＤ汚濁負荷量の計画的な削減に努めてきたが、平成14年７月に第５次

水質総量規削減計画を策定したところであり、これまでのＣＯＤに加えて窒素及び

燐を含めた汚濁負荷量について総合的、計画的な削減を図っていく。
りん

エ しゅんせつ事業

神崎川、林田川等の河川では、有機物質を多く含んだ汚泥の堆積が著しく、河川

、 、及び周辺環境が悪化していたことから 水質汚濁の改善と悪臭の防止を目的として

表２－１－１９のとおり河川のしゅんせつを実施した。

また、昆陽川では、河川の水質浄化を図るため、平成７年度に礫間浄化施設を設

置した。

今後は、水質の悪化や悪臭の発生状況に応じて、しゅんせつ事業を実施する。

表２－１－１９ 河川のしゅんせつ状況

（ ）事業主体 水系名 河川名 しゅんせつ土量 千â

国 揖保川 揖保川 ８０．４
揖保川 林田川 ７．５

県 淀 川 神崎川 ５３．５
淀 川 昆陽川 １．６
淀 川 庄下川 ０．８
加古川 別府川 ４．０
加古川 水田川 ０．７
東 川 東 川 ６．２
堀切川 堀切川 ０．２
船場川 船場川 １．２
朝霧川 朝霧川 ２．０
明石川 明石川 ５．０
谷八木川 谷八木川 ０．９
赤根川 赤根川 １．７
喜瀬川 喜瀬川 ３．１
小仁川 小仁川 ０．５
西汐入川 西汐入川 ０．４
汐入川 汐入川 １．１
夢前川 夢前川 １．１

（注）１ 平成９年度～13年度までの実施状況
２ 近畿地方整備局、県県民生活部調べ
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オ 皮革排水対策

地場産業である皮革産業からの排水については、公共下水道などで処理する方針

のもとに、姫路市及び川西市の６地区で前処理場を整備しており、さらに前処理場

排水は下水終末処理場で処理している。

なお、姫路市の前処理場及び下水道終末処理場から発生する汚泥については、兵

庫西エースセンターで溶融処理し、資源利用を図っている。

カ 畜産排水等の処理対策

畜産に起因する水質汚濁等の環境汚染を解消し、地域社会と調和した畜産経営の

安定的な発展に資するため、平成６年度から「さわやか畜産確立対策」に基づき次

の事業を実施している。

引き続き、これら事業を推進し、畜産に起因する環境汚染を解消する。

(ｱ) さわやか畜産確立推進事業

家畜ふん尿処理施設設置基本計画に基づき、施設整備を総合的に調整してい

る。

(ｲ) さわやか畜産確立対策施設整備事業

家畜ふん尿処理施設設置基本計画に基づく計画的な施設整備を行う。

Ａ 環境保全型畜産確立対策事業

大規模な家畜ふん尿共同処理施設及び機械の整備を行う。

Ｂ 家畜ふん尿共同処理施設設置事業

中小規模の家畜ふん尿共同処理施設の整備を行う。

Ｃ 畜産環境整備リース利用促進事業

(財)畜産環境整備機構が行うリース事業の利用料を助成することにより、

個人利用の環境保全関連機械施設の導入を促進する。

(ｳ) 家畜ふん尿処理技術実用化調査事業

家畜ふん尿処理に関する新しい技術について、普及に際しての問題点の解明

並びにふん尿処理技術体系の確立を図る。

(ｴ) 堆きゅう肥総合利用促進事業

兵庫県堆きゅう肥総合利用促進協議会及び地域協議会等の組織を育成するこ

とにより、良質堆きゅう肥の生産指導及び堆きゅう肥の利用促進活動を行い、

有効利用を図る。

(ｵ) 畜産公害対策技術浸透事業

畜産環境保全に関する講習会の開催及び環境汚染防止のための知識、技術の

普及啓発を行う。

キ 水質環境基準の類型指定

現況の水質データ、流域の現在及び将来の利水状況並びに人口、開発等の背景調
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査データを収集し、未設定河川について類型指定を行うとともに、汚濁河川を優先

し、順次指定を行う。

ク 環境影響評価の推進

各種の開発計画等にあたっては、法令に基づく届け出等に対する指導はもちろん

のこと、必要に応じて環境影響評価を実施する。

ケ 河川環境保全思想の普及啓発の推進

水生生物調査等住民参加型の活動を増やし、また、各協議会のネットワーク化を

図ることにより水質汚濁防止協議会の活動の活発化を図る。

下水道の整備

農業集落排水施設の整備

生活排水対策 コミュニティ・プラントの整備

の実施 合併処理浄化槽の普及促進

し尿処理施設の高度化

生活排水処理施設整備への助成

河 市町への技術的支援

川 ひょうごの森・川・海再生プランの推進

の 工場、事業場 排水基準の遵守の指導

水 の排水規制 総量規制基準による規制・指導

質 しゅんせつの実施

汚 皮革排水対策の実施

濁 家畜ふん尿処理施設の整備

対 環境保全関連機械施設の導入促進

策 家畜排水対策 家畜ふん尿処理技術実用化調査の実施

堆きゅう肥の生産指導及び有効利用

知識、技術の普及啓発

水質環境基準の類型指定

環境影響評価の推進

河川環境保全思想の普及啓発

図２－１－１８ 河川の水質汚濁対策に係る共通施策の体系
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(3) 関連諸計画との関係

ア 第５次総量削減計画

水質汚濁防止法の規定により、ＣＯＤ、窒素及びりんに係る総量削減基本方針に

基づき、第５次水質総量削減計画を平成14年７月に策定した。

当計画の目標達成に向け、総量規制基準の遵守を図るため、排水規制とともに、

監視・指導の徹底を実施している。

当計画は、大阪湾及び播磨灘のＣＯＤ、窒素及びりんに係る総量削減計画である

が、公害防止計画の効果的かつ着実な実施は、河川の水質汚濁対策と併せ、当計画

の削減目標の達成に大きく寄与することを踏まえ、両計画の整合及びその円滑な実

施を図る。

イ 瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画

平成12年12月の瀬戸内海環境保全基本計画の変更を受け、また、第５次水質総量

規制にも対応するため、瀬戸内海環境保全特別措置法第４条に基づく兵庫県計画の

変更を平成14年７月に行った。

当計画は、瀬戸内海における環境基準の達成・維持をはじめ、これまでの開発等

に伴い失われた良好な環境を回復することを目途として、瀬戸内海の環境保全に関

する総合的な施策を推進するための計画であるが、公害防止計画の効果的かつ確実

な実施は、当計画の推進に大きく寄与するものであり、両計画の整合及びその円滑

な実施を図る。

ウ 流域別下水道整備総合計画

下水道法の規定により、大阪湾、播磨灘及び加古川流域においては、流域別下水

道整備総合計画が策定されている。なお、播磨灘については、加古川流域を含めた

播磨灘流域別下水道整備総合計画として、見直し調査を行っている。

公害防止計画の主要課題等を勘案しつつ、当計画に基づき、個別の下水道の整備

を効果的に実施する。
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３ 大阪湾及び播磨灘の水質汚濁

(1) 大阪湾及び播磨灘のＣＯＤ対策並びに大阪湾の富栄養化対策

ア 当該課題に係る状況

(ｱ) 大阪湾及び播磨灘の状況

大阪湾は、臨海部に工業地帯があり、後背地には人口集中地帯を抱えている

ため、流入する汚濁負荷が大きい。また、外洋水との交換が悪い閉鎖性水域で

あることから、富栄養化の状態となっている。

播磨地域は、温暖な気候や広い沖積平野があり、古くから農業を中心として

、 、 。栄えてきたが 現在は 臨海部に重化学工業主体の工業地帯が形成されている

東部の沿岸は、埋立などにより、海岸線の人工的改変が進んでいるが、西部に

は、地形の入り組んだ自然のままの海岸線が残っており、海水浴や潮干狩りな

どのレクリエーションにも利用されている。

(ｲ) 大阪湾及び播磨灘の水質の推移と考察

Ａ 大阪湾のＣＯＤ

平成13年度の測定結果では、当地域地先の大阪湾(1)（Ｃ類型）及び兵庫運

河（Ｃ類型）は環境基準を達成しているが、沖合部の大阪湾(2)（Ｂ類型 、）

大阪湾(3)（Ａ類型 、大阪湾(4)（Ａ類型）及び大阪湾(5)（Ａ類型）では環）

境基準を達成していない。

環境基準を達成していない水域の水質（ＣＯＤ75％値。以下同じ ）の経。

年変化は図２－１－１９①～④に示すとおりであり、横ばいないしやや悪化

の傾向となっている。

図２－１－１９① 大阪湾（２）海域におけるＣＯＤ濃度の推移
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図２－１－１９② 大阪湾（３）海域におけるＣＯＤ濃度の推移

図２－１－１９③ 大阪湾（４）海域におけるＣＯＤ濃度の推移
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図２－１－１９④ 大阪湾（５）海域におけるＣＯＤ濃度の推移

Ｂ 播磨灘のＣＯＤ

平成13年度の測定結果では、当地域地先の播磨海域(1)～(10)（Ｃ類型 、）

沖合部の播磨海域(12) Ｂ類型 は環境基準を達成しているが 播磨海域(11)（ ） 、

（Ｂ類型）及び播磨海域(13)（Ａ類型）では環境基準を達成していない。

環境基準を達成していない水域の水質の経年変化は図２－１－２０①～②

に示すとおりであり、横ばいないしやや悪化の傾向となっている。
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図２－１－２０① 播磨灘（11）海域におけるＣＯＤ濃度の推移

図２－１－２０② 播磨灘（13）海域におけるＣＯＤ濃度の推移
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Ｃ 大阪湾の全窒素及び全燐
りん

平成13年度の測定結果では、当地域地先の大阪湾(ｲ)（Ⅳ類型）は全窒素、

全燐とも環境基準を達成しているが、沖合部の大阪湾(ﾛ)（Ⅲ類型）及び大阪
りん

湾(ﾊ)（Ⅱ類型）では全窒素、全燐とも環境基準を達成していない。
りん

環境基準を達成していない水域の全窒素及び全燐の水質の経年変化は図２
りん

－１－２１①～④に示すとおりであり、横ばいの傾向となっている。

図２－１－２１① 大阪湾（ロ）海域における全窒素濃度の推移

図２－１－２１② 大阪湾（ハ）海域における全窒素濃度の推移
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図２－１－２１③ 大阪湾（ロ）海域における全りん濃度の推移

図２－１－２１④ 大阪湾（ハ）海域における全りん濃度の推移
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Ｄ 赤潮の発生状況

赤潮の発生状況は、表２－１－２０のとおりである。

表２－１－２０ 赤潮の水域別発生件数

大阪湾 播磨灘 計

昭和55年度 ４２ ２９ ７１

昭和60年度 ３９ ３１ ７０

平成２年度 ３０ １５ ４５

平成７年度 ２１ ２６ ４７

平成８年度 ２７ ２２ ４９

平成９年度 ２８ ４１ ６９

平成10年度 ２４ ２２ ４６

平成11年度 ２６ ２４ ５０

平成12年度 ２４ ２５ ４９

（注）水産庁瀬戸内海漁業調整事務所発行「瀬戸内海の赤潮」による

イ 当該課題に係る要因分析

ＣＯＤについては、水質総量規制の実施により着実に汚濁負荷量の削減が図られ

てきており、窒素及び燐についても、削減指導方針等により削減を図ってきた。し
りん

、 、 。 、かしながら 環境基準の達成状況は ほぼ横ばいの状況にある その要因としては

閉鎖性水域が持つ海水交換の悪さや、植物プランクトンの増殖によるＣＯＤの内部

生産、過去に堆積した底泥の影響等により、流入汚濁負荷の削減が水質改善に直ち

に結びつかなったものと考えられる。なお、中央環境審議会答申「第５次水質総量

規制の在り方について」では、内部生産によるＣＯＤが約４割を占めると推計され

ることから、ＣＯＤの抑制を図るためには、ＣＯＤの削減と併せて窒素・燐の負荷
りん

量を削減することが効果的であるとされており、引き続きＣＯＤ及び窒素、燐の汚
りん

濁負荷量を削減していく必要がある。

ウ 過去の施策の実施状況及び評価

(ｱ) 過去の施策の実施状況

Ａ ＣＯＤに係る水質総量規制の推進

瀬戸内海の水質保全を図るため、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別

措置法の規定に基づき、４次にわたるＣＯＤ総量削減計画を定め、削減目標

量達成のため、下水道の整備、総量規制基準の遵守等の諸施策を実施してき
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た。その結果、瀬戸内海に排出されるＣＯＤ汚濁負荷量は、昭和54年度の156

、 、 、 、t／日から 平成元年度には 114t／日 さらに平成６年度においては92t/日

平成11年度においては81t/日と削減が図られた。しかしながら、依然として

環境基準未達成の水域があるため、平成14年７月に「第５次水質総量削減計

画」を定め、平成16年度における汚濁負荷量を65t/日に削減するため、下水

道の整備やし尿浄化槽の維持管理等、生活排水対策に重点をおいた対策を実

施している。

また、水質総量規制を推進するにあたり、ＣＯＤ汚濁負荷量を把握するた

め、水質テレメータ監視システムや水質管理システムにより報告の徴収、集

計処理を行っている。

Ｂ 富栄養化対策

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき「燐及びその化合物に係る削減指導
りん

方針」を策定し、昭和55年度以降削減指導を実施してきた。第１期から第３

期の削減指導方針の目標については、それぞれ着実に達成してきた。これに

より瀬戸内海に排出される燐及びその化合物の量は、昭和54年度11.3t/日で
りん

あったものが、昭和59年度6.9t/日、平成元年度6.1t/日、平成６年度5.6t/日

に減少した。しかし、依然として富栄養化の状態となっていることから従来

の燐に窒素を加えた「窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削
りん りん

減指導方針」を平成８年７月に策定し削減指導を実施した結果、燐及びその
りん

化合物の量は、平成11年度5.3t/日に減少し、窒素及びその化合物の量は、平

成６年度95t/日から平成11年度82t/日に減少した。

また、平成10年５月に「兵庫県瀬戸内海富栄養化対策推進計画」を策定す

るとともに 「窒素及び燐に係る削減指導要領」を策定し、工場・事業場の、
りん

排出水に係る水質管理値（指導値）を定め、その遵守等による排出量の削減

指導を行っている。平成13年度においては、91工場・事業場について、窒素

、 、 、及び燐の排出状況調査を行い 併せて排水処理施設の整備 維持管理の徹底
りん

副原料の転換等による削減の指導を行った。

なお、従来のＣＯＤに窒素及び燐を加えた第５次水質総量削減計画では、
りん

平成16年度における汚濁負荷量を窒素については77t/日、燐については4.6t/
りん

日に削減するすることとしている。

Ｃ 生活排水対策の推進

ア 総合的な生活排水対策の推進

県では、2004年（平成16年）までに県下の生活排水処理率を99％まで高

めることを目標に「生活排水99％大作戦」を展開し、各市町で策定された

「生活排水処理計画」に基づき、下水道をはじめ農業集落排水処理施設、

コミュニティ・プラント及び合併処理浄化などの生活排水処理施設の整備

を計画的に推進した。

また、富栄養化対策として、下水道整備、し尿処理等における高度処理
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の導入、洗剤の適正使用に関する啓発などの対策を推進してきた。

表２－１－２１ 生活排水処理率

神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市

平成９年度末 98.9 82.5 99.9 81.7 97.5 99.4 98.4

平成13年度末 99.8 91.7 99.9 89.0 99.9 99.7 98.9

加古川市 宝塚市 高砂市 川西市 播磨町 地域計

平成９年度末 66.7 93.0 56.9 96.8 47.3 91.8

平成13年度末 80.9 98.6 75.3 98.7 74.6 96.1

（注）県県民生活部調べ

(ｲ) 下水道の整備

公共用水域の水質汚濁を防止し、都市環境の改善に資するため、当地域にお

いて、県では、４流域５処理区で流域下水道事業を実施中であり、市町の施工

する公共下水道事業については、全11市１町で整備推進を図っている。下水道

の整備状況は、表２－１－２２のとおりであり、当地域における平成13年度末

の下水道人口普及率は93.9％、播磨地域では81.7％である。

また、表２－１－２３のとおり８処理場において高度処理を行っている。

表２－１－２２ 下水道整備状況

行政人口 処理区域
市町名

（千人） 面積（ｈａ） 人口（千人）

神戸市 １，４７８．４ １６，１８４ １，４４９．６

姫路市 ４７５．９ ８，７５７ ４１１．０

尼崎市 ４６３．３ ３，９９９ ４６３．２

明石市 ２９１．６ ３，１５７ ２５３．１

西宮市 ４３６．９ ４，７１８ ４３５．６

芦屋市 ８６．５ １，０３０ ８６．２

伊丹市 １９０．６ １，９９９ １８８．６

加古川市 ２６５．９ ２，９５９ ２０１．０

宝塚市 ２１６．５ ２，３１９ ２１１．１

高砂市 ９７．５ ９１６ ６３．２

川西市 １５６．６ ２，１５２ １５３．７

播磨町 ３４．２ ３２９ ２３．７

計 ４，１９３．９ ４８，５１９ ３，９４０．０

（注）１ 平成14年３月31日現在
２ 行政人口は、住民基本台帳（県市町振興課）による
３ 処理区域（面積、人口）は、県県土整備部調べ
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表２－１－２３ 下水道終末処理場における高度処理導入状況

処 理 場 名 供用開始年度
（一部を含む）

猪名川流域下水道 原田処理場 平成10年度
武庫川上流流域下水道 武庫川上流浄化センター 平成４年度
神戸市（単独公共下水道）ポートアイランド処理場 平成10年度

〃 鈴蘭台処理場 平成13年度
〃 玉津処理場 昭和56年度

明石市（単独公共下水道）大久保浄化センター 平成８年度
西宮市（単独公共下水道）枝川浄化センター 平成３年度
芦屋市（単独公共下水道）南芦屋浜下水処理場 平成13年度

（注）１ 平成14年３月31日現在
２ 県県土整備部調べ

(ｳ) その他の生活排水処理施設の整備

Ａ 農業集落排水処理施設

農村地域における農業用水の水質保全や生活環境の改善を図るため、表２

－１－２４のとおり農業集落排水処理施設の整備を図ってきた。

表２－１－２４ 農業集落排水処理施設整備状況

事業主体 市町名 地区名 着手年度 供用開始年度 処理戸数 処理人口

神戸市 神戸市 大沢 平成４年度 平成９年度 141戸 840人

岩岡 平成５年度 平成９年度 371 1,710

西脇 平成５年度 平成９年度 357 1,690

北古 平成６年度 平成10年度 204 1,000

平野中村 平成７年度 平成10年度 73 330

萩原 平成６年度 平成11年度 144 840

広谷 平成７年度 平成11年度 404 2,260

吉生 平成９年度 平成12年度 119 470

屏風 平成10年度 平成13年度 71 470

姫路市 姫路市 太尾 平成５年度 平成９年度 148 820

岩屋 平成６年度 平成９年度 131 530

打越・毛野 平成６年度 平成10年度 214 2,050

牧野 平成７年度 平成11年度 117 770

上伊勢大堤 平成７年度 平成11年度 180 740

山田多田 平成８年度 平成12年度 218 930

細野 平成８年度 平成12年度 80 330

刀出 平成８年度 平成12年度 208 880

西山田 平成９年度 平成13年度 192 1,220

大釜 平成10年度 平成13年度 80 360

計 － 19地区 － － 3,452 18,240

（注）１ 平成14年３月31日現在（平成９年度～13年度に供用開始した事業）
２ 県農林水産部調べ
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Ｂ コミュニティ・プラント整備事業

地域単位で各家庭からの生活排水を処理するため、コミュニティ・プラン

トの整備を表２－１－２５のとおり図ってきた。

表２－１－２５ コミュニティ・プラント整備状況

区 分 施設数 処理能力

コミュニティ・プラント １ ９６０ｋ ／日ç

（注）１ 平成14年３月31日現在
２ 県県民生活部調べ

Ｃ 合併処理浄化槽の普及促進

し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽は、下水道未整備地域

における生活排水対策の柱として位置づけている。その普及については、昭

和62年度に国庫補助制度が新設され、平成13年度までに事業主体(５市)が補

助事業を実施している。

これらの補助事業を軸として、市町が策定した生活排水処理計画に基づき

、 、合併処理浄化槽の普及を図るとともに 適正な設置及び管理を促進するため

兵庫県合併処理浄化槽普及促進協会（平成元年設立）等と連携して、関係業

者に対する指導及び浄化槽管理者に対する啓発指導を行ってきた。

合併処理浄化槽の設置状況は、表２－１－２６のとおりである。

表２－１－２６ 合併処理浄化槽設置状況

合併処理浄化槽基数

１０，９７７

（注）１ 平成14年３月31日現在
２ 県県民生活部調べ

Ｄ し尿処理施設の整備

、 （ 。）し尿や浄化槽汚泥を衛生的に処理するため 市町等 一部事務組合を含む

は、し尿処理施設の整備を図り、水質汚濁等が発生しないように維持管理に

努めている。

し尿処理施設の整備状況は、表２－１－２７のとおりである。

表２－１－２７ し尿処理施設整備状況

区 分 施設数 処理能力

し尿処理施設 ８ １，３６１ｋ ／日ç

（注）１ 平成14年３月31日現在
２ 県県民生活部調べ
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Ｅ 底質汚染対策

しゅんせつ汚泥の処分地がないため、港湾区域においては、平成９年度以

降はしゅんせつ事業を実施していない。

Ｆ 流出油等の対策

、 （ 、 、当地域は 兵庫県石油コンビナート等特別防災区域 尼崎地区 神戸地区

東播磨地区及び姫路臨海地区）に指定されており、このため、兵庫県石油コ

ンビナート等防災計画等を策定し、関係行政機関及び事業者が共同防災組織

を設けている。緊急時の応急対策、予防及び復旧対策を確立するとともに、

オイルフェンス、展張船など資機材の充実に努めてきた。

Ｇ 赤潮防止対策

赤潮防止対策として次の事業を行ってきた。

(A) 赤潮対策調査

兵庫県では、瀬戸内海に多発する赤潮の発生機構について調査研究を行

ってきた。平成13年度は、対策が急がれているヘテロカプサプランクトン

、 、等の発生状況とその変動についての調査研究を行い 大量発生機構の解明

並びに予察技術の確立に努めた。

また、大阪湾及び播磨灘における富栄養化対策を検討するため、窒素及

び燐の構成比と植物性プランクトンの増殖量との関連について調査し、重

金属類の取り込みがこれらのプランクトンの増殖に大きくかかわっている

ことを見いだした。

(B) 赤潮対策連絡会議の開催

瀬戸内海における赤潮発生の防止を図るため、庁内関係部課及び関係機

関が協力して組織体制をつくり、①赤潮に関する情報の収集、②赤潮発生

要因の調査、究明等の準備・調整、③赤潮発生の防除等の施策の調整など

を行ってきた。

Ｈ 瀬戸内海浄化対策

(A) 瀬戸内海の環境保全に関する兵庫県計画の推進

平成12年12月の瀬戸内海環境保全基本計画の変更を受け、また、従来の

ＣＯＤに加えて窒素及びりんを対象とする第５次水質総量規制にも対応す

るため、瀬戸内海環境保全特別措置法第４条に基づく兵庫県計画の変更を

平成14年７月に行った。

(B) 瀬戸内海の環境保全に関する会議等

瀬戸内海の環境保全を図るため、兵庫県をはじめ沿岸域の知事・市長に

よる「瀬戸内海環境保全知事・市長会議」が昭和46年に設立され、瀬戸内

海環境保全憲章を採択し、その実現を目指して、広域的な相互協力のもと

に広域総合水質調査などの各種施策を推進してきた。平成13年度において

も７月30日に山口県宇部市で第31回知事・市長会議を開催し、瀬戸内海の

環境保全及び快適な生活環境の創造について協議を行うとともに、瀬戸内
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海の環境保全について、関係省庁に要望するなど、取組を進めている。

(C) 兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会

県下における瀬戸内海の環境保全の推進を図り、快適で人間性豊かな生

活ゾーンの確保に資することを目的として、昭和54年に設立された「兵庫

県瀬戸内海環境保全連絡会」は、県、関係市町、衛生団体、漁業団体、事

業場など398団体(平成14年５月現在)を会員として、クリーン兵庫運動の

実施(６月 、地域別研修会の開催、環境保全情報資料の提供など、瀬戸）

内海環境保全思想の普及啓発活動を実施してきた。

(D) (社)瀬戸内海環境保全協会への協力

瀬戸内海の環境保全に関する思想及び意識の高揚、調査研究などの推進

を図るため、昭和51年12月に設立された「(社)瀬戸内海環境保全協会」に

協力し、毎年６月の「瀬戸内海環境保全月間」事業などを展開している。

Ｉ 瀬戸内海環境保全特別措置法の施行

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、水質汚濁防止法の対象工場等のう

ち１日当たりの最大排水量50m3以上の規模のものについて、瀬戸内海の水質

保全を図るため、特定施設の設置・変更については、許可を受けることとさ

れている。

平成13年度に行った許可状況は表２－１－２８のとおりで、特に汚濁負荷

量が増加する工場などについて、強力な行政指導を行っている。

表２－１－２８ 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく設置許可等状況

区分
設置許可 変更許可

許可主体

県 ５３ ５８

神戸市 ２ ９

姫路市 ７ １０

計 ６２ ７７

（注）県県民生活部調べ

(ｲ) 過去の施策の評価分析

４次にわたるＣＯＤ総量規制が実施され、着実にＣＯＤ汚濁負荷量の削減が

図られた。また 「窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指、
りん

導方針」等に基づき窒素及び燐の汚濁負荷量の削減が図られた結果、大阪湾及
りん

び播磨灘の水質は改善効果が見られ一応の成果が上がっているが、依然として

一部の海域では環境基準が未達成である。
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このため、引き続きＣＯＤ及び窒素、燐の汚濁負荷量の削減が必要であるこ
りん

とから 「第５次総量削減計画 （平成14年７月）に基づき、下水道の整備等生、 」

活排水対策を中心とした施策を推進する必要がある。

エ 今後講ずる施策及び達成目標

(ｱ) 達成目標

大阪湾及び播磨灘のＣＯＤ、大阪湾の窒素及び燐について、環境基準の達成
りん

を図る。

このため、ＣＯＤ及び窒素、燐に係る水質総量規制、富栄養化対策等の対策
りん

を総合的に推進する。

また、広域的な環境問題に対しては、瀬戸内海環境保全知事・市長会議等と

協力し、関係機関との連携を図りながら対策の推進に努める。

(ｲ) 今後講ずる施策

Ａ 第５次水質総量削減計画の推進

平成16年度を目標とする「第５次水質総量削減計画」に基づき、瀬戸内海

関係13府県とともにＣＯＤ及び窒素、燐の負荷量の計画的な削減を図る。
りん

(A) ＣＯＤ及び窒素、燐の負荷量の削減目標
りん

平成16年度を目標年度とする発生源別の削減目標量は表２－１－２９の

とおりである。

表２－１－２９ 発生源別の削減目標量

削減目標量（ｔ/日） 〔参考〕平成11年度における
量（ｔ/日）

ＣＯＤ 窒素 燐 ＣＯＤ 窒素 燐
りん りん

生活排水 ３４ ３０ ２．２ ４３ ３１ ２．３

産業排水 ２５ ２８ １．８ ２６ ２９ １．８

その他 ６ １９ ０．６ １２ ２２ １．２

合 計 ６５ ７７ ４．６ ８１ ８２ ５．３

（注）県県民生活部調べ

(B) ＣＯＤ、窒素及び燐の負荷量の削減対策
りん

① 生活排水処理施設の整備等

2004年（平成16年）に生活排水処理率99％を目指して、下水道の整備

の一層の促進を図るほか、地域の実情に応じて農業集落排水処理施設、

合併処理浄化槽等の生活排水処理施設及び汚泥再生処理センターの整備

を促進するとともに、排水処理の高度化の促進並びに適正な維持管理の

徹底等の生活排水処理対策を計画的に推進する （表２－１－３０～３。
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２参照 。）

このため、生活排水処理施設の整備を計画的に推進するとともに、県

民負担の軽減や市町への財政的、技術的支援を積極的に実施する。

さらに、下水道の高度処理について、流域別下水道整備総合計画に基

づき実施を図る。

併せて、下水道処理区域の拡大により、産業系排水の処理を進める。

表２－１－３０ 下水道整備計画

平成13年度 平成18年度

市町名

行政人口 処理区域人口 行政人口 処理区域人口

（千人） （千人） （千人） （千人）

神戸市 1,478.4 1,449.6 1,565.0 1,543.6

姫路市 475.9 411.0 489.6 452.4

尼崎市 463.3 463.2 463.3 463.3

明石市 291.6 253.1 295.2 285.6

西宮市 436.9 435.6 462.6 461.7

芦屋市 86.5 86.2 92.1 92.1

伊丹市 190.6 188.6 193.6 192.2

加古川市 265.9 201.0 266.0 229.3

宝塚市 216.5 211.1 222.5 218.0

高砂市 97.5 63.2 97.5 81.5

川西市 156.6 153.7 159.2 159.1

播磨町 34.2 23.7 34.7 32.7

計 4,193.9 3,940.0 4,341.3 4,211.5

（注）１ 13年度末行政人口は、住民基本台帳（県市町振興課）による

２ 13年度末処理区域人口、18年度末人口は、県県土整備部調べ



- 69 -

表２－１－３１ 農業集落排水処理施設整備計画

事業主体 市町名 地区名 ( ) 処理戸数 処理人口着手 予定 年度 供用開始予定年度

神戸市 神戸市 勝雄 平成11年度 平成14年度 90戸 450人

中山・野瀬 平成15年度 平成16年度 218 1,070

寺谷 平成13年度 平成16年度 83 400

僧尾 平成14年度 平成16年度 162 630

姫路市 姫路市 下垣内 平成９年度 平成15年度 531 2,520

宮脇 平成９年度 平成16年度 797 3,680

加古川市 加古川 八幡 平成10年度 平成14年度 224 1,150

市 磐東 平成13年度 平成15年度 38 170

磐西 平成14年度 平成16年度 65 220

志方中部 平成15年度 平成16年度 222 800

志方西部 平成15年度 平成16年度 424 1,330

計 － 11地区 － － 2,546 12,420

（注） 県農林水産部調べ

表２－１－３２ 合併処理浄化槽の整備推進計画

区 分 年 度 基数・処理能力

合併処理浄化槽 平成14～18年度 １，７８５基

（注）１ 平成14～18年度に実施が予定されている事業を示す。
２ 県県民生活部調べ

② 水質総量規制基準の遵守

水質総量規制基準の遵守・徹底を図ることにより、汚濁負荷量の削減

を図る。

③ 小規模排水対策の指導等

総量規制基準が適用されない小規模事業場等排水、畜産排水などの汚

濁負荷量を削減するため必要な指導等を行う。

④ 普及啓発等の促進

瀬戸内海の水質保全について、一般県民の広範な理解と協力を得るた

めにパンフレット等の広報手段及び水環境フォーラム等各種会議を通
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じ、家庭でできる生活雑排水対策についての啓発を行い、県民が地域ぐ

るみで取り組める実践活動の促進を図る。

⑤ 廃棄物処理施設の整備

、 、廃棄物の処理を進め 播磨灘へ流入する汚濁負荷量の削減を図るため

新たな一般廃棄物最終処分場を整備する。

⑥ その他

汚濁負荷量を削減するため、底質改善対策、監視体制の整備、調査研

究体制の整備等を実施する。

Ｂ 富栄養化防止対策

水質汚濁防止法に基づく窒素及び燐の排水基準並びに「窒素及び燐に係る
りん りん

削減指導要領」に基づく水質管理値の遵守の徹底、第５次水質総量削減計画

に基づく排出負荷量の削減等、計画的、総合的な富栄養化対策を推進する。

さらに、下水道の高度処理について、流域別下水道整備総合計画に基づき

実施を図る。

Ｃ 失われた良好な環境の回復・創造の推進

尼崎港における人工干潟や生物共生護岸等による水質浄化・環境修復の実

証試験の成果も踏まえながら、開発等に伴い失われた藻場、干潟の回復を図

、 、るとともに 神戸空港島等における緩傾斜護岸や人工海水池等の設置により

良好な環境や多様な生態系の創出に努め、水質のより一層の改善を図る。

また、県民が気軽に海辺と触れ合える「瀬戸内なぎさ回廊づくり」を推進

する。

Ｄ しゅんせつの推進

しゅんせつ、覆砂等を表２－１－３３に示すとおり行う。

（千 ）表２－１－３３ しゅんせつ、覆砂等計画（平成14～18年度） â

港 名 地 区 しゅんせつ 覆砂等 全体計画期間

尼崎西宮芦屋港 尼崎 23（46） 0（27） H16～H21年度

東播磨港 伊保 20（75） －－ H18～H21年度

姫路港 浜田 76（281） －－ H17～H20年度
網干 H18～H20年度

合 計 119（402） 0（27）

（注）１ （ ）内は全体計画を示す。
２ 県県土整備部調べ

Ｅ 流出油対策

オイルフェンス、吸着剤等を保管し、流出油が発生した場合に備える。

また、船舶廃油については、海洋汚染の防止対策として、それぞれが民間

の廃油処理業者等へ処理を委託してきており、今後も適正処理の徹底を図る
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とともに、関係行政機関と協議し、不法投棄防止のための指導徹底を図るほ

か、監視、取締りに努める。

下水道の整備

下水道の高度処理の導入

生活排水処理 農業集落排水施設の整備

施設の整備等 合併処理浄化槽等整備

大 生活排水処理施設の維持管理の徹底

阪 水質総量規制 総量規制基準による規制・指導

湾 第５次水質総量 基準の遵守

及 削減計画の推進 小規模排水対 小規模事業場等の指導

び 策の指導等 畜産排水対策 等

播 普及啓発等の促進

磨 廃棄物処理施設の整備

灘 底質改善対策

の その他 監視体制の整備

水 調査研究体制の整備 等

質 水質汚濁防止法に基づく排水基準の遵守徹底

汚 窒素及び燐に係る削減指導要領に基づく水質管理値

濁 富栄養化防止対 の遵守徹底

対 策 第５次水質総量削減計画に基づく排出負荷量の削減

策 下水道の高度処理の導入

失われた良好な環境の回復・創造の推進

しゅんせつの推進

流出油対策

図２－１－２２ 大阪湾及び播磨灘における水質汚濁対策の体系
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(2) 関連諸計画との関係

ア 第５次総量削減計画

「第１節 主要課題への対応 ２ 河川の水質汚濁 (3) 関係諸計画との関係」

参照。

イ 瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画

「第１節 主要課題への対応 ２ 河川の水質汚濁 (3) 関係諸計画との関係」

参照。

ウ 流域別下水道整備総合計画

「第１節 主要課題への対応 ２ 河川の水質汚濁 (3) 関係諸計画との関係」

参照。
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４ トリクロロエチレン等揮発性有機塩素化合物による地下水汚染

(1) 当該課題に係る状況

ア 測定の実施状況

地下水の水質測定計画に基づき、地下水質の監視を行っている。

(ｱ) 概況調査及び定点調査

当地域内の全体的な地下水質の状況を把握するため、平成13年度は、94地点

で調査を実施した。

(ｲ) 定期モニタリング調査

過去に汚染が発見された井戸周辺地区等の継続的監視のため、13年度は、21

地区66地点において調査を実施した。

イ 揮発性有機塩素化合物による地下水汚染の状況

(ｱ) 概況調査及び定点調査

平成13年度の概況調査及び定点調査結果では、環境基準を超過した地点はな

かった。

(ｲ) 定期モニタリング調査

平成13年度の定期モニタリング調査において、環境基準を超過している地点

は表２－１－３４のとおり13地区19地点であった。

ウ 揮発性有機塩素化合物による地下水汚染の推移と考察

、 、平成９年度以降 13年度までに新たに３地区で環境基準を超える汚染が確認され

地域内において汚染が確認された地区は、平成13年度で21地区となった。

このうちの４地区については、平成９年度以降は各年度とも環境基準を下回って

おり、２地区については、平成10度以降は各年度とも環境基準を下回っていた。こ

れらの地区については、汚染は解消しつつあるように考えられるが、引き続き汚染

状況の監視を行い、推移を見守ることとしている。
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表２－１－３４ 平成13年度トリクロロエチレン等揮発性有機塩素化合物に係る地下水定期モニタリング調査（汚染地区）結果
（環境基準を超過した地区）

市町名 地区名 四塩化炭素 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

mg/l a/ b mg/l a/ b mg/l a/ b mg/l a/ b mg/l a/ b mg/l a/ b mg/l a/ b

神戸市 長田区菅原通 － － 0.005 0/ 1 － － － 0.019 1/ 1

姫路市 飾磨区野田町 － － － － － ND 0/ 3 0.0043 2/ 3
～0.0059 ～0.082

六角 － － － － － 0.022 0/ 1 0.029 1/ 1

神田 － － 0.074 1/ 1 － － 0.064 1/ 1 －

尼崎市 東塚口町 ND 0/ 2 ND 0/ 2 0.027 1/ 2 ND 0/ 2 － ND 0/ 2 ND 0/ 2
～0.007 ～0.45 ～0.0005 ～0.006 ～0.0079

明石市 大久保町 － ND 0/ 4 ND 0/ 4 － － ND 0/ 4 ND 3/ 4
～0.018 ～0.012 ～0.71

藤江 － ND 0/ 5 ND 1/ 5 ND 0/ 5 － ND 2/ 5 ND 0/ 5
～0.061 ～0.51

西宮市 段上 － ND 0/ 3 ND 0/ 3 ND 0/ 3 ND 0/ 3 ND 0/ 3 ND 1/ 3
　 ～0.002 ～0.020

－ ND 0/ 3 ND 1/ 3 ND 0/ 3 ND 0/ 3 ND 1/ 3 ND 1/ 3
～0.002 ～0.85 ～0.053 ～0.63

下大市 － ND 0/ 1 ND 0/ 1 ND 0/ 1 ND 0/ 1 ND 0/ 1 ND 0/ 1

－ ND 0/ 2 ND 1/ 2 ND 0/ 2 ND 0/ 2 ND 1/ 2 0.0017 1/ 2
～0.003 ～2.2 ～0.25 ～1.2

加古川市 野口町水足 － ND 0/ 4 ND 1/ 4 ND 0/ 4 － ND 1/ 4 ND 0/ 4
～0.066 ～0.049

芦屋市 茶屋之町 － ND 0/ 6 ND 0/ 6 ND 0/ 6 － ND 0/ 6 ND 1/ 6
～0.015

伊丹市 東野 － ND 0/ 4 ND 0/ 4 ND 0/ 4 － ND 1/ 4 ND 0/ 4
～0.027 　 ～0.15 ～0.001

下河原 － ND 2/ 4 ND 0/ 4 ND 0/ 4 － ND 0/ 4 ND 1/ 4
～0.054 ～0.004 ～0.3 ～0.009 ～0.031

合　　　　計 0/ 2 2/ 38 6/ 40 0/ 34 0/ 9 7/ 43 12/ 43
（備考）ND:検出されないものｂ：総地点数　　ａ：基準超過地点数
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(2) 当該課題に係る要因分析

平成９年度から平成13年度にかけて、環境基準を超える汚染が確認された17地区

について汚染原因の調査を行ったところ、10地区については、トリクロロエチレン

、等揮発性有機塩素化合物を使用する工場・事業場が原因であることを特定できたが

７地区については原因の特定に至っていない。

(3) 過去の施策の実施状況及び評価

ア 過去の施策の実施状況

トリクロロエチレン等の有害物質による地下水汚染については、一旦汚染が進む

とその影響が長期間継続すること、家庭で地下水がそのままあるいは簡易処理後に

飲用に使用された場合、直接健康影響を受けること等から早期にこれを発見し、適

切な対策をとることが重要である。このため 「トリクロロエチレン等の排出に係、

る暫定指導指針（昭和59年８月環境庁 」及び「トリクロロエチレン等による地下）

水汚染防止のための指導指針（昭和60年９月兵庫県 」により、トリクロロエチレ）

ン等使用事業場に対し指導を行ってきた。

その後、平成元年６月に「水質汚濁防止法」が改正されトリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレンが有害物質に指定され、有害物質を含む水の地下への浸透が禁

止されるとともに、地下水質の常時監視が規定され、平成５年12月にはジクロロメ

タン等13物質が有害物質に追加指定されており、同法に基づく事業場の規制、指導

及び地下水の監視を徹底している。

また、平成８年６月に水質汚濁防止法が改正され、有害物質を含む水を地下に浸

透させたことにより健康被害を生ずるおそれ等を生じている場合の汚染原因者に対

する浄化措置命令の規定が設けられた。このため、汚染地区であって汚染原因者が

不明な地区について汚染原因者を特定する等の調査を行うとともに、原因が特定さ

れた場合は、原因者に対して、改善指導を行うとともに継続監視を行っている。

なお、汚染原因が特定できた10地区の改善対策は、土壌ガス吸引処理が３地区、

揚水ばっ気処理が１地区、土壌ガス吸引及び揚水ばっ気処理が４地区、使用薬品の

変更等が２地区である。

イ 過去の施策の評価分析

、 、汚染原因が特定できた10地区については 原因者に対する改善指導を行った結果

平成13年度は、４地区で環境基準を達成しており、一定の効果はあがっていると考

えられる。しかし、６地区では、依然として環境基準を超過しており、今後とも汚

染状況を監視していく必要がある。また、原因が不明の７地区については、２地区

で環境基準を達成しているものの、今後も監視を継続していく必要がある。
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(4) 今後講ずる施策及び達成目標

ア 達成目標

新たな汚染が発見された場合には原因究明を行い、原因者に対して改善指導を行

うとともに、既存の汚染地区については、環境基準の達成を図る。

イ 今後講ずる施策

水質汚濁防止法の規定に基づき、工場・事業場に対し、有害物質の地下浸透規制

等を徹底するとともに、引き続き地下水の水質を把握するため、概況調査及び定期

モニタリング調査により、常時監視を実施していく。

平成８年６月に同法の一部改正が行われ、地下水汚染の原因者に対する浄化措置

、 、命令が規定されたことから 既に地下水汚染等が発見されている汚染地区であって

未だに原因が把握できていないものについては、原因究明を行うとともに、原因が

明らかになった地区については、汚染原因者に対する浄化対策の指導等を行ってい

く。

また、新たに地下水汚染が発見された場合は、井戸水等の飲用指導を行うととも

に、その原因を究明するための汚染井戸周辺地区調査を行うことにより、汚染範囲

の把握及び原因究明を行い、汚染原因者に対して浄化対策の指導等を行っていく。

さらに、汚染地区として定期モニタリング調査を実施し、地下水の水質保全を図

っていく。

なお、平成14年５月に公布された土壌汚染対策法に基づき、工場・事業場等の敷

地内での土壌汚染により、人の健康被害が生じることのないよう、同法の適切な施

行を行うこととしている。

汚濁状況の監視 常時監視の実施

地

下 既存の汚染発見地区 汚染原因究明

水 における対策 汚染原因者への浄化対策の指導 等

汚

染 井戸水等の飲用指導

対 新たな汚染発見地区 汚染範囲の把握及び原因究明

策 における対策 汚染原因者への浄化対策の指導 等

人の健康被害の防止 土壌汚染対策法の適正施行

図２－１－２３ 地下水汚染対策に係る施策の体系
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第２節 大気汚染対策

１ 大気汚染の概況

当地域の大気環境は、公害防止に関する諸施策の推進により長期的にみて全般的には

、 。改善の傾向がみられるものの 環境基準の全局達成にはさらに改善を要する状況にある

・測定局の設置状況

本計画地域の大気汚染測定局の設置状況及び測定項目は、表２－２－１及び図２－

２－１のとおりで、一般環境大気測定局52局、自動車排出ガス測定局27局（うち、車

道局１局）で測定を行っている。

・大気汚染の状況等

平成13年度における大気汚染の状況は以下のとおりである。

二酸化硫黄については、一般大気測定局47局、自動車排出ガス測定局11局のすべて

において長期的評価環境基準を達成している。短期的評価では、一般大気測定局12局

において三宅島の噴火の影響により３日間１時間ないし２時間程度基準を超過した。

二酸化窒素については、一般大気測定局においては49局のすべてにおいて環境基準

を達成している。自動車排出ガス測定局においては25局中４局で環境基準を達成して

いない。

、 、 、浮遊粒子状物質については 一般大気測定局において 長期的評価は49局中10局で

短期的評価は48局で環境基準を達成していない。自動車排出ガス測定局においては長

期的評価は17局中10局で、短期的評価は全局で環境基準を達成していない。

光化学オキシダントについては、43測定局全局で環境基準を達成していない。

一酸化炭素については、一般大気測定局２局、自動車排出ガス測定局21局のすべて

において環境基準を達成している。
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表２－２－１ 大気汚染測定局設置状況

（平成13年４月１日現在）【一般環境大気測定局】

測 定 項 目
所在 地 測定局名 所在地 用 設
市町名 図 途 二 窒 浮 一 光 炭 ベ ト テ ダ 気 テ

上 地 酸 素 遊 酸 化 化 ン リ ト イ 象 レ 置
の 域 化 酸 粒 化 学 水 ゼ ク ラ オ メ・
番 硫 化 子 炭 オ 素 ン ロ ク キ 風 主

ー

号 黄 物 状 素 キ ロ ロ シ 向 タ
物 シ エ ロ ン 装 体
質 ダ チ エ 等 置

ン レ チ
ト ン レ

ン

神戸市 1 深江 2 住 ○ ○ ○ ○ ○ 市東灘区深江北町

2 東灘 5 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市東灘区住吉東町

3 灘 ﾉ 3 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市灘区神 木通

4 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 6 住 ○ ○ ○ ○ ○ 市東灘区向洋町中

5 葺合 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市中央区熊内町

6 兵庫南部 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市兵庫区御崎町

7 長田 3 工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市長田区北町

8 須磨 3 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市須磨区行幸町

9 白川台 5 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市須磨区白川台

10 垂水 2 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市垂水区大町

11 西神 未 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市西区平野町宮前

12 押部谷 5 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市西区桜が丘町東

13 北 1 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市北区鈴蘭台西町

14 北神 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市北区藤原台北町

15 ﾎﾟｰﾄﾀﾜｰ 5 ○ ○ 市中央区波止場町 臨港

16 六甲山 未 ○ ○ 市灘区六甲山町北六甲

姫路市 17 八代 779 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市八代

18 広畑 1 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市広畑区正門通

19 飾磨 1 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市飾磨区玉地

20 白浜 396 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市白浜町甲

21 御国野 1142 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市御国野町御着

22 網干 120 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市網干区垣内中町

23 飾西 728-5 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市飾西

24 豊富 1443 未 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市豊富町御蔭

25 林田 15 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市林田町林田



- 79 -

測 定 項 目
所在 地 測定局名 所在地 用 設
市町名 図 途 二 窒 浮 一 光 炭 ベ ト テ ダ 気 テ

上 地 酸 素 遊 酸 化 化 ン リ ト イ 象 レ 置
の 域 化 酸 粒 化 学 水 ゼ ク ラ オ メ・
番 硫 化 子 炭 オ 素 ン ロ ク キ 風 主

ー

号 黄 物 状 素 キ ロ ロ シ 向 タ
物 シ エ ロ ン 装 体
質 ダ チ エ 等 置

ン レ チ
ト ン レ

ン

尼崎市 26 立花北 2 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市小学校 栗山町

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 国
27 国設尼崎 4東難波町

住 ○ ○ ○ 市

○ ○ ○ ○ ○ 市
28 城内高校 47-1 住北城内

○ 県

29 小田南 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市中学校 長洲中通

明石市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市
30 王子 2 住王子

○ 県

31 二見 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市二見町東二見４５７

32 大久保 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市大久保町大窪６１２

西宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市
33 市役所 10 商六湛寺町

県

○ ○ ○ ○ ○ ○ 市
34 鳴尾支所 3 住鳴尾町

○ 県

35 瓦木公民館 8 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市瓦林町

36 甲陵中学校 2 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市上甲東園

37 山口小学校 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市山口町下山口２３

38 浜甲子園 2 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市浜甲子園

芦屋市 39 朝日ヶ丘 ｹ 10 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県小学校 朝日 丘町

伊丹市 40 市役所 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県千僧

加古川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市
市 41 市役所 住加古川町北在家３０６

○ 県

42 尾上 住 ○ ○ ○ ○ ○ 市尾上町長田５１９

43 志方公民館 住 ○ ○ ○ ○ ○ 市志方町志方１７５８

44 別府 住 ○ ○ ○ ○ ○ 市別府町西町１

45 神野 未 ○ ○ ○ ○ ○ 市神野町石守１０３６

46 東神吉 未 ○ ○ ○ ○ ○ 市東神吉町神吉１５９０

47 平荘 未 ○ ○ ○ ○ ○ 市平荘町山角２６６

宝塚市 48 ｾﾝﾀｰ 3 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県老人福祉 小林
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測 定 項 目
所在 地 測定局名 所在地 用 設
市町名 図 途 二 窒 浮 一 光 炭 ベ ト テ ダ 気 テ

上 地 酸 素 遊 酸 化 化 ン リ ト イ 象 レ 置
の 域 化 酸 粒 化 学 水 ゼ ク ラ オ メ・
番 硫 化 子 炭 オ 素 ン ロ ク キ 風 主

ー

号 黄 物 状 素 キ ロ ロ シ 向 タ
物 シ エ ロ ン 装 体
質 ダ チ エ 等 置

ン レ チ
ト ン レ

ン

高砂市 49 市役所 1 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県荒井町千鳥

50 高砂消防 商 ○ ○ ○ 県分署 高砂町南本町９１４

川西市 51 市役所 12 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県中央町

播磨町 52 町役場 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県東本荘
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【自動車排出ガス測定局】

測 定 項 目
所在 地 測定局名 所在地 用 設
市町名 図 途 二 窒 浮 一 光 炭 ベ ト テ ダ 気 交

上 地 酸 素 遊 酸 化 化 ン リ ト イ 象 通 置
の 域 化 酸 粒 化 学 水 ゼ ク ラ オ 量・
番 硫 化 子 炭 オ 素 ン ロ ク キ 風 主
号 黄 物 状 素 キ ロ ロ シ 向

物 シ エ ロ ン 体
質 ダ チ エ 等

ン レ チ
ト ン レ

ン

神戸市 １ 東部 4 住 ○ ○ ○ ○ ○ 市東灘区青木

２ 西部 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市須磨区中島町

３ 垂水 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市垂水区平磯

４ 西神 未 ○ ○ ○ ○ 市西区平野町宮前

５ 北部 4 住 ○ ○ ○ 市北区鈴蘭台南町

６ 三宮( ) 8 商 ○ ○ ○ 市車道局 中央区小野柄通

姫路市 ７ 船場 35 商 ○ ○ ○ ○ 市小姓町

８ 飾磨 商 ○ ○ ○ ○ 市飾磨区細江４４４

尼崎市 ９ 浜田 5 住 ○ ○ 市大庄北

10 武庫川 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市武庫川町

11 武庫工業 8 住 ○ ○ 市高校 武庫之荘

12 砂田 広場 7 住 ○ ○ ○ ○ ○ 市こども 南塚口町

13 上坂部西 2 住 ○ ○ 市公園 東塚口町

14 園和小学校 4 住 ○ ○ 市東園田町

明石市 15 林崎 1 住 ○ ○ ○ ○ ○ 市林崎町

16 小久保 1 商 ○ ○ ○ 市小久保町

西宮市 17 六湛寺 10 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市六湛寺町

18 津門川 6 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市津門川町

19 河原 1 住 ○ ○ ○ ○ 市河原町

20 甲子園 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市甲子園七番町１５

21 塩瀬 1 商 ○ ○ ○ ○ 市名塩新町

芦屋市 22 打出 2 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県打出町

伊丹市 23 緑ヶ丘 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県高台 準工

24 平岡 住 ○ ○ ○ ○ ○ 市加 古 川 市 平岡町新在家１８０１

宝塚市 25 栄町 1 商 ○ ○ ○ ○ ○ 県栄町

高砂市 26 中島 2 住 ○ ○ ○ ○ ○ 県中島

川西市 27 加茂 5 ○ ○ ○ 県加茂 準工
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注）兵庫県県民生活部調べ�
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２ 窒素酸化物対策

(1) 窒素酸化物に係る大気汚染の状況

・測定局数

当地域における窒素酸化物濃度の測定は、平成13年度には一般環境大気測定局

49局、自動車排出ガス測定局26局の計75局で実施した。

・測定局における濃度の推移、達成状況

当地域内の二酸化窒素に係る測定濃度の高い測定局における１時間値の１日平

均値の年間98％値の推移は、図２－２－２～３のとおりであり、一般環境大気測

定局及び自動車排出ガス測定局とも過去５年程度概ね改善ないし横ばい傾向にあ

る。

また、当地域内の二酸化窒素に係る環境基準達成局数の推移は、図２－２－４

～５のとおりであり、未達成局数は減少傾向にある。

一方、平成13年度の二酸化窒素に係る環境基準の達成状況については、図２－

２－６のとおりであり、一般環境大気測定局においては、全測定局において環境

基準を達成しているが、自動車排出ガス測定局においては、26局中0.06ppm超過が

５局、0.04ppmから0.06ppmまでの基準ゾーン内の局が21局、0.04ppm 未満の局は

０局となっている。
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図２－２－２ 二酸化窒素濃度の推移（一般環境大気測定局）

図２－２－３ 二酸化窒素濃度の推移（自動車排出ガス測定局）

二酸化窒素濃度の推移（一般環境大気測定局）       （注）県民生活部調べ
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（ ）図２－２－４ 二酸化窒素に係る環境基準達成局数の推移 一般環境大気測定局

（ ）図２－２－５ 二酸化窒素に係る環境基準達成局数の推移 自動車排出ガス測定局

二酸化窒素環境基準達成局の経年変化（自動車排出ガス測定局）
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(2) 当該課題に係る過去の施策の実施状況及び講ずる施策等

二酸化窒素については、自動車排出ガス測定局においてのみ環境基準を超過して

いる。自動車排ガスに係る過去の施策の実施状況及び講ずる施策等については、主

要課題（第１節１(1)）を参照。

３ 浮遊粒子状物質対策

(1) 浮遊粒子状物質に係る大気汚染の状況

・測定局数

当地域における浮遊粒子状物質濃度の測定は、平成13年度には、一般環境大気

測定局49局、自動車排出ガス測定局17局の計66局で実施した。

・測定局における濃度の推移、達成状況

当地域内の測定濃度の高い測定局における浮遊粒子状物質濃度の推移は、図２

－２－７～８のとおりであり、平成11年度までは概ね改善傾向にあったが、平成

12年度以降、測定濃度はやや高まる傾向にある。

また、当地域内の浮遊粒子状物質に係る環境基準達成局数の推移は、図２－２

－９～１０のとおりであり、平成12年度以降、環境基準の達成局数は減少してい

るが、これは主として短期的評価で環境基準を超過（２日連続で日平均値が0.10

mg/m3を超過）した局が増加したことによるものである。

一方、平成13年度の浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成状況については、図

２－２－１１のとおりであり、一般環境大気測定局においては、長期的評価で49

局中10局で超過し、短期的評価では49局中48局で超過している。また、自動車排

出ガス測定局においては、長期的評価で17局中10局で超過し、短期的的評価では

17局中全局で環境基準を超過している。

なお、平成13年度の環境基準の超過については、黄砂の影響が著しい日及び著

しい逆転層が出現した日があるなど、気象の影響が大きいと考えられる。
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図２－２－７ 浮遊粒子状物質濃度の推移（一般環境大気測定局）①

図２－２－７ 浮遊粒子状物質濃度の推移（一般環境大気測定局）②

 浮遊粒子状物質濃度の推移（一般環境大気測定局）      （注）県民生活部調べ
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図２－２－８ 浮遊粒子状物質濃度の推移（自動車排出ガス測定局）①

図２－２－８ 浮遊粒子状物質濃度の推移（自動車排出ガス測定局）②

 浮遊粒子状物質濃度の推移 （自動車排出ガス測定局）        （注）県民生活部調べ
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図２－２－９ 浮遊粒子状物質に係る環境基準達成局数の推移

（一般環境大気測定局）

図２－２－１０ 浮遊粒子状物質に係る環境基準達成局数の推移

（一般環境大気測定局）
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図２-２-１１　浮遊粒子状物質に係る環境基準達成状況（平成１３年度）�
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(2) 当該課題に係る要因分析及び過去の施策の実施状況

ア 当該課題に係る要因分析

浮遊粒子状物質は、工場・事業場のばい煙発生施設及び一般粉じん発生施設にお

、 、いて発生するばいじん及び一般粉じん 自動車から排出される粒子状物質のほかに

海塩粒子、土壌、黄砂等の自然起源のもの、二次的に生成するものなど多岐にわた

ると考えられるが、現在、その汚染機構が明らかでない部分が多い。

イ 過去の施策の実施状況

浮遊粒子状物質対策として、大気汚染防止法に基づき、一般粉じん発生施設に係

る構造、使用及び管理に関する基準を順守させるほか、環境の保全と創造に関する

条例により、規制対象施設の拡大、許可制度の導入並びに敷地境界及び地上到達点

における濃度規制を行っており、これらを的確に運用することにより、一般粉じん

の発生の低減に努めてきた。

(3) 講ずる施策及び達成目標

浮遊粒子状物質の発生に係る因果関係の解明、監視測定体制の整備に努めるとと

もに、浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成に向けて、当面は、発生原因が明らか

である工場・事業場の固定発生源及び自動車等の移動発生源を中心に対策を講じる

ことによりばいじん及び粉じんの排出量低減に努める。

ア 固定発生源対策

ばいじん対策として、大気汚染防止法に基づく排出基準及び環境の保全と創(ｱ)

造に関する条例に基づく排出基準の遵守徹底を図るとともに、燃焼管理及び処

理施設の保守管理の適正化について指導する。

また、使用燃料の良質化、省エネルギー化等の対策を推進するとともに、特

に廃棄物の焼却に伴う的確な規制、指導を進める。

、 、(ｲ) 粉じん対策として 法及び条例に基づく規制基準の遵守徹底を図るとともに

必要に応じて堆積場への散水、工場内の緑化等適切な対策を進めるよう指導す

る。

イ 移動発生源対策

主要課題（第１節１(1)ア(ｴ)）参照。
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固定発生源対策 工場・事業場に対 法・条例に基づく立入検査

する監視・指導 施設使用状況

ばい煙排出量

燃料中の硫黄分

浮 ばい煙発生施設・

遊 粉じん発生施設

粒 の保守管理状況

子 自主測定実施状況

状

物 公害防止(環境保全)協定

質 に基づく指導

対 (燃料の良質化等)

策

自動車単体対策 (発生源対策)

移動発生源対策 自動車交通対策(交通流・量対策) 主要課題参照

道路対策

環境監視 テレメータシステムによる常時監視

移動観測車、モニタリングボックスによる監視測定

普及啓発 大気汚染防止推進月間、

自動車公害防止月間の推進

自動車公害防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの推進

エコドライビング運動の推進

図２－２－１２ 浮遊粒子状物質対策の体系
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４ 光化学オキシダント対策

(1) 光化学オキシダントに係る大気汚染の状況

・測定局数

当地域における光化学オキシダント濃度の測定は、平成13年度には、一般環境

大気測定局43局で実施した。

・測定局における濃度の推移、達成状況

当地域内の測定濃度の高い測定局における光化学オキシダント濃度の推移は、

図２－２－１３のとおりであり、平成11年度以降やや悪化傾向にある。

一方、平成13年度の光化学オキシダントに係る環境基準の達成状況は、図２－

２－１４のとおりであり、一般環境大気測定局43局の全局で環境基準が未達成と

なっている。

なお、平成11年度には、昭和52年以来23年ぶりに光化学スモッグによると思わ

れる被害が発生した。

また、大気汚染防止法第23条に基づき定められた「兵庫県広域大気汚染緊急時

対策実施要綱」及び「光化学スモッグ緊急時対策実施要領」に基づき平成13年度

は、光化学スモッグ注意報を５回発令した。

図２－２－１３ 光化学オキシダント汚染状況の推移①
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図２－２－１３ 光化学オキシダント汚染状況の推移②
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

昼
間
の
１
時
間
値
が
０
．
０
６
p
p
m

を
超
え
た
日
数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

昼
間
の
１
時
間
値
が
０
．
１
２
p
p
m

を
超
え
た
日
数

葺合（神戸市）   昼間の１時間値が0.06ppmを超えた日数

西神（神戸市）   昼間の１時間値が0.06ppmを超えた日数

北（神戸市）   昼間の１時間値が0.06ppmを超えた日数

市立立花北小学校（北部）（尼崎市）   昼間の１時間値が0.06ppmを超えた日数

葺合（神戸市）   昼間の１時間値が0.12ppm以上の日数

西神（神戸市）   昼間の１時間値が0.12ppm以上の日数

北（神戸市）   昼間の１時間値が0.12ppm以上の日数

市立立花北小学校（北部）（神戸市）   昼間の１時間値が0.12ppm以上の日数

（日） （日）



神戸市�

明石市�

高砂市�

播磨町�

姫路市�

加古川市�

川西市�

伊丹市�

尼崎市�

西宮市�

芦屋市�芦屋市�

宝塚市�

2

43

175

372

428

176

171

312

250

2

29

阪神高速道路湾岸線�
阪神高速道路神戸線�

中央自動車道西宮線�
（名神高速道路）�

中国縦貫自動車道�

神戸淡路鳴門自動車道�

第2神明道
路

播但連絡道路�

ト
ン
ネ
ル

新
神
戸

第2神明道
路

山陽自
動車
道

山陽自動
車道

山陽自動
車道

加古川バイパス
加古川バイパス

姫路バイパス�

阪神
高速
道路
�

北神
戸線
�

27
2929

3838

34

26

35

40

26

40

51

48

37

14

2

35

6

35

6

8

7

9

1312

11

30
8

30
10

32

3152

42

41

31

41

46

52

46
49

2020

19

17

19

17

21

2424

23

25

22

18

45

36

39

2

39

33 27

35

33

環境基準達成局� 環境基準未達成局�

一般環境大気測定局�

（注）１ 図中の番号は表２-２-１の番号と同じ�
　　　２ 兵庫県県民生活部調べ�

図２-２-１４　光化学オキシダントに係る環境基準達成状況（平成１３年度）�
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(2) 当該課題に係る要因分析及び過去の施策の実施状況

ア 当該課題に係る要因分析

光化学オキシダントは、工場・事業場や自動車から排出された窒素酸化物や炭化

水素類が太陽光の紫外線の作用を受けて二次的に生成した汚染物質であるが、その

反応プロセスがきわめて複雑であり、今後とも調査研究が必要である。

イ 過去の施策の実施状況

光化学オキシダントについては、その原因物質と考えられている窒素酸化物及び

炭化水素類の排出量を削減するため、固定発生源対策として、工場・事業場から排

出される窒素酸化物については、大気汚染防止法に基づく排出基準の遵守徹底を図

るとともに 「大規模工場・事業場に係る窒素酸化物総量指導指針（平成５年11月、

策定 」を定め、排出削減指導を実施してきた。）

また、窒素酸化物の排出濃度が高く、設置基数の増加が著しい固定型内燃機関に

ついては、昭和63年９月に「工場等における固定型内燃機関設置に係る当面の指導

指針」を定め、排出抑制指導を実施してきた。

さらに、大気汚染物質の排出量が大きく、地域の環境に著しい影響を及ぼすおそ

れのある工場については、関係市町とともに公害防止協定を締結し、個別工場の実

態に即したきめ細かな指導を実施してきた。

移動発生源対策としては 「兵庫県自動車排出窒素酸化物総量削減計画」等に基、

づき、各種対策を総合的に推進してきた。

また、炭化水素系物質対策として、工場・事業場から排出される炭化水素系物質

については、環境の保全と創造に関する条例に基づく排出基準及び構造等の基準の

遵守を徹底するため、監視・指導を実施してきた。

(3) 講ずる施策及び達成目標

光化学オキシダントの原因物質であると考えられている窒素酸化物及び炭化水素

類に係る発生源対策及び環境監視結果に基づく調査研究を実施するとともに 「兵、

」 「 」庫県広域大気汚染緊急時対策実施要綱 及び 光化学スモッグ緊急時対策実施要領

に基づき緊急時対策の徹底を図る。

また、光化学オキシダントによる大気汚染はその発生が広範囲に及ぶことなどか

ら、県下市町はもとより近隣府県とも緊密な連絡を図り情報交換に努める。

ア 発生源対策

(ｱ) 固定発生源対策

工場・事業場については、大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条

例に基づく規制の徹底を図るほか、次に掲げる対策を推進する。

Ａ 窒素酸化物対策

低ＮＯxバーナーの導入や適切な燃焼管理を徹底するほか、都市ガス等の良

質燃料への転換を図る。
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また、大規模工場・事業場における窒素酸化物総量の削減を指導するとと

もに、近年、窒素酸化物排出量に占める割合が増加してきている固定型内燃

機関の設置・変更に際しては、脱硝装置の設置等積極的な対策を推進する。

さらに、窒素酸化物総量削減の実効を期するためには、事業者及び県民一

人ひとりが、大気保全に関する認識を深め、大気汚染防止のための行動を実

践することが必要であるので、次の点に留意して啓発を行う。

県民に対しては、新聞、テレビ、パンフレット等の各種の広報手段によ(A)

り大気汚染防止についての正しい知識の普及に努め、県民の実践活動の促

進を図る。

事業者に対しては、各種団体や講習会等を通じ、これらの削減対策の内(B)

容の周知徹底を図り、窒素酸化物排出量削減のための努力を求める。

これらの事業の実施に当たっては、関係市と連携を図り、兵庫県大気環(C)

境保全連絡協議会等関係団体と協力して行う。

Ｂ 廃棄物処理施設の整備

ＮＯxの固定発生源の一つである廃棄物処理施設の機能向上を進め、ＮＯx

の排出抑制を図るため、新たな施設の整備を推進する （第10節２ 表２－。

１０－１参照）

Ｃ 炭化水素類対策

工場・事業場における使用状況及び排出状況の把握に努め、また、ベンゼ

ンについては、環境基準の遵守を徹底するため、監視を行うとともに、必要

に応じて法令に基づき報告徴収及び勧告を行う。

(ｲ) 移動発生源対策

交通公害に係る主要課題（第１節１(1)ア(ｴ)）参照。

イ 緊急時対策

昭和46年11月に定めた「兵庫県広域大気汚染緊急時対策実施要綱」及び「光化学

スモッグ緊急時対策実施要領」に基づき、段階に応じた措置事項を表２－２－２の

とおり講じる。
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表２－２－２ 光化学スモッグ緊急時発令基準及び措置事項

発令の基準 措 置発令区分

予報 測定局におけるオキシダント濃度 １ あらかじめ定める工場・事業場は、燃

が、気象条件等から注意報の発令 料使用量の削減並びに低窒素燃料への転

基準に達する恐れがあると判断し 換等により、窒素酸化物排出量を通常の

たとき。 20％以上削減すること。

２ 有機溶剤等炭化水素類の使用は可能な

限り抑制すること。

３ 不用不急の自動車の運転を自粛するこ

と。

注意 測定局におけるオキシダント濃度 上記措置の徹底及び確認

報 の１時間値が0.12ppm 以上にな

り、気象条件からみて、その濃度

が継続すると認められるとき。

警報 測定局におけるオキシダント濃度 上記措置の徹底及び確認

の１時間値が0.24ppm 以上にな

り、気象条件からみて、その濃度

が継続すると認められるとき。

重大 測定局におけるオキシダント濃度 １ 工場・事業場は、窒素酸化物排出量を

警報 の１時間値が0.40ppm 以上にな 通常の40％以上削減すること。

り、気象条件からみて、その濃度 ２ 有機溶剤等炭化水素類の使用は可能な

が継続すると認められるとき。 限り抑制すること。

３ 自動車運転者は、公安委員会の指示に

従うこと。

（注）県県民生活部調べ
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固定発生源対策 工場・事業場に対 法・条例に基づく立入検査

する監視・指導 及び法抑制基準指導

施設使用状況

ばい煙発生施設

の保守管理状況

自主測定実施状況

炭化水素類使用・

排出状況

光化学 排ガス処理の設置

オキシ 等

ダント

対策 公害防止（環境保全）協定

に基づく指導

(燃料の良質化等)

大規模工場に係る窒素酸化

物の総量削減指導

固定型内燃機関に係る窒素

酸化物排出量の削減指導

廃棄物処理施設の整備

移動発生源対策 主要課題参照

緊急時対策 光化学スモッグ緊急時対策実施要領に基づく

窒素酸化物排出抑制措置

環境監視 テレメータシステムによる常時監視

移動観測車、モニタリングボックスによる監視測定

環境監視結果に基づく調査研究

啓発活動 自動車公害防止月間の推進

自動車公害防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの推進

エコドライビング運動の推進

図２－２－１５ 光化学オキシダント対策の体系
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第３節 水質汚濁対策

１ 水質汚濁の概況

当地域において環境基準の類型指定がされている公共用水域は、18河川(25水域)、１

湖沼(１水域)及び海域(生活環境項目に係るもの19水域、窒素及び燐に係るもの7水域)
りん

である。

河川については、ＢＯＤの指標でみると、長期的には良化傾向にあり、武庫川、加古

川、市川及び揖保川等の主要河川では環境基準を達成しているが、猪名川下流及び別府

川、喜瀬川において環境基準を達成していない。

湖沼に係る環境基準類型指定がされている千苅水源池では、ＣＯＤの指標でみると、

環境基準を達成していない。

海域については、ＣＯＤの指標でみると、経年的にみると、水質は横ばいであり、大

阪湾(2)、(3)、(4)、(5)及び播磨海域(11)、(13)では、環境基準を達成していない。

また、窒素・りんについても経年的にみると、水質は横ばいであり、大阪湾(ロ)、(ハ)

において環境基準を達成しておらず、赤潮の発生等富栄養化の現象がみられる状況にあ

る。

表２－３－１公害防止計画策定地域に係る水域類型の指定状況（H13.4.1）
区 水 域 環境基準点 指定年月日 備 考該 当 達 成

類型 期間分 名称 範囲

河 猪名川上流 箕面川合流点より B ハ 銀橋、軍行橋 昭和45年9月1日 川 西 市 、

川 上流 国閣議決定 宝塚市

武庫川中流 三田市大橋より仁 B イ 百間樋 神 戸 市 、

（

生 川合流点まで 西 宮 市 、

活 宝 塚 市 、

環 伊丹市

境 武庫川下流 仁川合流点より下 C イ 甲武橋 神 戸 市 、

保 流 西 宮 市 、

全 宝 塚 市 、

項 伊丹市、

目 尼崎市

加古川下流 山陽線鉄橋より下 B ロ 加古川橋 昭和46年5月25日 神 戸 市 、

）

流 国閣議決定 加古川市

揖保川下流 林田川合流点より B ハ 王子橋 昭和48年5月1日 姫路市

下流 兵庫県告示第699号

明石川上流 伊川合流点より上 B イ 上水源取水口 昭和48年9月4日 神戸市

流 兵庫県告示第1415号

明石川下流 伊川合流点より下 C ロ 嘉永橋 神 戸 市 、

流 明石市

市川上流 仁豊野橋より上流 A イ 仁豊野橋 昭和48年9月4日 姫路市

市川下流 仁豊野橋より潮止 B ロ 工業用水取水点 兵庫県告示第1415号 姫路市

えん堤まで

夢前川上流 蒲田橋より上流 A イ 蒲田橋 姫路市

夢前川下流 蒲田橋から潮止え B イ 京見橋 姫路市

ん堤まで

福田川 全域 E ロ 福田橋 昭和60年3月22日 神戸市

伊川 全域 C ロ 二越橋 兵庫県告示第451号 神戸市
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区 水 域 環境基準点 指定年月日 備 考該 当 達 成

類型 期間分 名称 範囲

河 谷八木川 全域 E ハ 谷八木橋 昭和60年3月22日 明石市

川 志染川 呑吐ダム上流端よ B ロ 坂本橋 兵庫県告示第451号 神戸市

り上流

（

、生 喜瀬川 全域 D ハ 野添橋 平成元年3月22日 加古川市

活 兵庫県告示第435号 播磨町

環 庄下川 全域 C ハ 尾浜大橋 平成3年3月29日 伊 丹 市 、

境 兵庫県告示第579号 尼崎市

保 昆陽川 全域 C ハ 尾浜橋 平成3年3月29日 伊 丹 市 、

全 兵庫県告示第579号 尼崎市

項 夙川 全域 C ハ 夙川橋 西宮市

目 船場川上流 保城橋より上流 B イ 保城橋 姫路市

船場川下流 保城橋より下流 C イ 加茂橋 姫路市

）

、別府川 本流全域 C ハ 十五社橋 平成6年3月1日 加古川市

兵庫県告示第289号 播磨町

猪名川下流(1) 箕面川合流点より B ロ 中園橋 平成13年3月30日 川 西 市 、

下流 藻川を含む 環境省告示第17号 宝 塚 市 、（ ）。

ただし、藻川分岐 伊 丹 市 、

点から藻川合流点 尼崎市

を除く

猪名川下流(2) 藻川分岐点から藻 D イ 利倉橋 川 西 市 、

川合流点まで 宝 塚 市 、

伊 丹 市 、

尼崎市

神崎川 安威川・猪名川を B ロ 辰巳橋 川 西 市 、

除く神崎川 宝 塚 市 、

伊 丹 市 、

尼崎市

湖 千苅水源池 全域 A イ 昭和53年3月24日 神 戸 市 、

沼 兵庫県告示第652 宝塚市

号

海 播磨海域(1) 明石港内 C イ Ｎ 34°38′23″ 昭和46年5月25日

域 Ｅ134°59′41″ 国閣議決定

播磨海域(2) 別府港内 C イ Ｎ 34°42′30″
（

生 Ｅ134°50′44″

活 播磨海域(3) 高砂本港内 C ロ Ｎ 34°43′43″

環 Ｅ134°48′05″

境 播磨海域(4) 高砂西港港口先 C ロ Ｎ 34°44′05″

保 Ｅ134°47′17″

全 播磨海域(5) 大塩港内 C イ Ｎ 34°45′24″

項 Ｅ134°45′57″

目 播磨海域(6) 東部工業港内 C イ Ｎ 34°45′58″

Ｅ134°41′11″

）

播磨海域(7) 飾磨港内１ C イ Ｎ 34°46′28″

Ｅ134°39′06″

播磨海域(8) 広畑港内 C イ Ｎ 34°46′07″

Ｅ134°37′56″

播磨海域(9) 網干港内 C イ Ｎ 34°46′18″

Ｅ134°36′35″

播磨海域(10) 材木港内 C イ Ｎ 34°45′30″

Ｅ134°34′30″

播磨海域(11) 二見港沖、 B ロ Ｎ 34°40′30″

Ｅ134°53′12″

別府港沖、 Ｎ 34°41′00″

Ｅ134°50′26″
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区 水域 環境基準点 指定年月日 備考該 当 達 成

類型 期間分 名称 範囲

海 高砂西港沖、 Ｎ 34°44′03″ 昭和46年5月25日

域 Ｅ134°45′50″ 国閣議決定

白浜沖、 Ｎ 34°45′28″

（

生 Ｅ134°42′27″

活 飾播港沖、 Ｎ 34°45′22″

環 Ｅ134°39′16″

境 網干港沖 Ｎ 34°45′34″

保 Ｅ134°36′06″

全 播磨海域 明石港沖 B イ Ｎ 34°38′00″

項 (12) Ｅ135°00′00″

目 播磨海域 明石林崎沖、 A イ Ｎ 34°38′46″

(13) Ｅ134°56′30″

）

別府港沖合、 Ｎ 34°38′51″

Ｅ134°48′30″

東部工業港沖合 Ｎ 34°43′48″

Ｅ134°41′10″

大阪湾(1) 神戸市東部沖１ C イ Ｎ 34°39′45″ 昭和46年12月28日

Ｅ135°15′45″ 環境庁告示第60号

西宮市沖１ Ｎ 34°40′58″

Ｅ135°20′00″

大阪湾(2) 神戸市東部沖２ B ロ Ｎ 34°38′48″

Ｅ135°15′12″

西宮市沖２ Ｎ 34°38′02″

Ｅ135°18′22″

大阪湾(3) 神戸市東部沖３ A ハ Ｎ 34°35′52″

Ｅ135°15′37″

大阪湾(4) 神戸市中央部沖 A ロ Ｎ 34°36′48″

Ｅ135°10′57″

神戸市東部沖４ Ｎ 34°34′12″

Ｅ135°12′58″

大阪湾(5) 神戸市西部沖１ A イ Ｎ 34°35′00″

Ｅ135°05′15″

神戸市西部沖２ Ｎ 34°31′57″

Ｅ135°06′42″

兵庫運河 新川運河を含む C ロ Ｎ 34°39′23″

Ｅ135°10′09″

海 大阪湾イ 神戸市東部沖１ Ⅳ ニ Ｎ 34°39′45″ 平成7年2月28日

域 Ｅ135°15′45″ 環境庁告示第5号

西宮市沖１ Ｎ 34°40′58″

（

窒 Ｅ135°20′00″

素 大阪湾ロ 神戸市東部沖２ Ⅲ ニ Ｎ 34°38′48″

・ Ｅ135°15′12″

燐 西宮市沖２ Ｎ 34°38′02″

Ｅ135°18′22″

）

神戸市東部沖３ Ｎ 34°35′52″

Ｅ135°15′37″

大阪湾ハ 神戸市中央部沖 Ⅱ ニ Ｎ 34°36′48″

Ｅ135°10′57″

神戸市東部沖４ Ｎ 34°34′12″

Ｅ135°12′58″

神戸市西部沖１ Ｎ 34°35′00″

Ｅ135°05′15″
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区 水域 環境基準点 指定年月日 備考該 当 達 成

類型 期間分 名称 範囲

海 大阪湾ハ 神戸市西部沖２ Ｎ 34°31′57″ 平成7年2月28日

域 Ｅ135°06′42″ 環境庁告示第5号

播磨灘イ 明石港沖 Ⅲ イ Ｎ 34°38′00″ 平成8年6月4日

（

窒 Ｅ135°00′00″ 兵庫県告示第854

素 播磨灘ロ 二見港沖 Ⅲ イ Ｎ 34°40′30″ 号

・ Ｅ134°53′12″

燐 別府港沖 Ｎ 34°41′00″

Ｅ134°50′26″

）

高砂西港沖 Ｎ 34°44′03″

Ｅ134°45′50″

播磨灘ハ 飾磨港沖 Ⅲ イ Ｎ 34°45′22″

Ｅ134°39′16″

網干港沖 Ｎ 34°45′34″

Ｅ134°36′06″

播磨灘ニ 明石林崎沖 Ⅱ イ Ｎ 34°38′46″

Ｅ134°56′30″

別府港沖合 Ｎ 34°38′51″

Ｅ134°48′30″

東部工業港沖合 Ｎ 34°43′48″

Ｅ134°41′10″

白浜沖 Ｎ 34°45′28″

Ｅ134°42′27″

注）１ 達成期間の分類は、次による。

２(1) 「イ」は、水域類型指定時点において直ちに達成

(2) 「ロ」は、水域類型指定時点から起算して５年以内で可及的速やかに達成

(3) 「ハ」は、水域類型指定時点から起算して５年を超える期間で可及的速やかに達成

３ 備考欄には、当該水域のに水質に影響を与えている公害防止計画地域内の市町名を記入してい

る。
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生活環境に係る類型�
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図２-３-３　水域の環境基準達成状況（平成１３年度）�

Ａ～Ｅ�
, ,
注）兵庫県県民生活部調べ�
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２ 河川の水質汚濁対策

(1) 河川の水質汚濁の概況

当地域では、18河川25水域について環境基準の類型指定がされており、環境基準

点は26地点である。

これらの河川は、神崎川、庄下川、武庫川、阪神地区都市河川、神戸市内都市河

川、明石川、東播磨地区都市河川、加古川、市川、西播磨地区都市河川、夢前川及

び揖保川水系に大別され、その水質の状況は、表２－３－２のとおりである。

平成13年度におけるこれらの河川の水質汚濁の状況をＢＯＤの指標でみると、主

要課題となっている河川を除くと猪名川下流(2)において環境基準を達成していない

が、それ以外の河川では環境基準を達成している。

（注）猪名川下流(1)、喜瀬川及び別府川の水質汚濁対策については 「第１節 主、

要課題２河川の水質汚濁」参照。

表２－３－２ 当地域の河川及びその水質の状況
水域名 類 水質と環境基準達成状況 備 考

適否 適否型 平成８年度水質 平成13年度水質

猪名川上流 Ｂ 銀橋 ○ ○2.3 1.5
軍行橋 ○ ○1.6 1.2

※平成 年度までＥ類型猪名川下流 Ｄ 利倉橋 × ×(2) 13 10 12
※平成 年度までＥ類型神崎川 Ｂ 辰巳橋 ○ ○3.8 2.0 12

庄下川 Ｃ 尾浜大橋 ○ ○3.4 2.3
昆陽川 Ｃ 尾浜橋 × ○5.8 4.6
武庫川中流 Ｂ 百間樋 ○ ○2.0 2.0
武庫川下流 Ｃ 甲武橋 ○ ○2.3 1.6
夙川 Ｃ 夙川橋 × ○14 1.3
福田川 Ｅ 福田橋 ○ ○2.6 1.7
明石川上流 Ｂ 上水源取水口 ○ ○1.6 1.1
明石川下流 Ｃ 嘉永橋 ○ ○4.6 2.0
伊川 Ｃ 二越橋 ○ ○2.4 1.4
谷八木川 Ｅ 谷八木橋 × ○25 7.5
加古川下流 Ｂ 加古川橋 ○ ○2.2 2.5
志染川 Ｂ 坂本橋 ○ ○1.5 1.2
市川上流 Ａ 仁豊野橋 ○ ○1.4 1.4
市川下流 Ｂ 工業用水取水点 ○ ○1.6 1.5
船場川上流 Ｂ 保城橋 ○ ○1.5 1.3
船場川下流 Ｃ 加茂橋 ○ ○4.0 4.4
夢前川上流 Ａ 蒲田橋 × ○2.2 1.0
夢前川下流 Ｂ 京見橋 ○ ○2.0 0.9
揖保川下流 Ｂ 王子橋 上川原 ○ ○（ ） 1.2 1.2
（注）１ 猪名川下流(1)、喜瀬川及び別府川を除く。

２ 水質は、当該年度のＢＯＤ ％値で、単位は㎎ 。75 /l
３ 県県民生活部調べ
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、 、猪名川下流(2)におけるの水質の経年変化は 図２－３－３に示すとおりであり

下水道整備の推進などにより、近年、水質は改善されてきているが、13年度はやや

悪化した。

なお、本水域は平成13年3月30日に環境基準の類型が強化された。

図２－３－３ 猪名川下流(2)におけるＢＯＤ濃度の経年変化

(2) 当該課題に係る要因分析及び過去の施策の実施状況

主要課題（第１節２）参照。

猪名川下流(2)については、調査地点が大阪府域にあり、流域は本県と大阪府にま

たがっている。本県の流域において発生する汚濁負荷はわずかであり、大阪府域か

ら発生する汚濁負荷による影響であると考えられるため、大阪府や県の関係機関と

連携しながら基準達成に向けての対策を協議している。
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３ 海域の水質汚濁対策

(1) 海域の水質汚濁の概況

当地域に面する海域については、ＣＯＤについて大阪湾６水域及び播磨灘13水域

の計19水域（環境基準点30地点）において環境基準の類型指定がなされている。

また、窒素・及びりんについては、大阪湾３水域、播磨灘４水域の計７水域にお

いて環境基準の類型指定がなされている。

播磨灘海域における全窒素及び全りんの濃度は、全水域で環境基準を達成してい

る。

（注）大阪湾・播磨灘のＣＯＤに係る水質汚濁対策及び大阪湾の窒素・りんによる富栄

養化対策については 「第１節 主要課題 ３ 大阪湾・播磨灘の水質汚濁」参照。、

(2) 当該課題に係る要因分析及び過去の施策の実施状況

主要課題（第１節３）参照。
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４ 湖沼の水質汚濁対策

(1) 湖沼の水質汚濁の概況

千苅水源池は、上下層での水質特性が異なることから、環境基準点である取水塔

前地点で表層(水面下0.5m 、下層(水面下10m)の２層で水質調査を行っている。）

ＣＯＤ濃度（75％値）の推移は、図２－３－４のとおりであり、近年は環境基準

を達成していない。

これは、夏から秋にかけての高水温により植物プランクトンが増殖し、有機物が

増加したためと考えられる。

また、千苅水源池については、平成14年４月にりんについて環境基準の類型指定

（Ⅱ類型、暫定目標0.019mg/ （平成17年度 ）を行った。ç ）

窒素・りんの濃度の推移は、図２－３－５～６のとおりである。

図２－３－４ 千苅水源池におけるＣＯＤ濃度の推移（75％値・全層）

(注)全層とは、表層と下層を平均したもの
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図２－３－５ 千苅水源池における全窒素濃度の推移（年平均値・表層）

図２－３－６ 千苅水源池における全りん濃度の推移（年平均値・表層）
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(2) 当該課題に係る要因分析及び過去の施策の実施状況

千苅水源池におけるＣＯＤに係る汚濁負荷量を発生源別にみると、生活系46％、

産業系24％、畜産系16％、その他系14％であり、生活系が最も大きな割合を占めて

いる。

生活系の割合が大きいことから、表２－３－３のとおり、生活排水対策を中心と

した各種水質保全対策や河川の美化対策の推進を行った。

また、水源池内においても、底泥浚渫、底層水循環装置の設置による貧酸素化の

低減、魚体捕獲等の湖内対策を行った。

表２－３－３ 千苅水源池において講じた施策

生 活 系 農業集落排水処理施設・合併処理浄化槽の整備促進、単独処理浄化槽

の合併処理化の推進、適正な維持管理の徹底

産 業 系 規制基準等の遵守の徹底、小規模事業場に対する負荷量の削減指導

普及啓発 家庭でできる生活雑排水対策等の啓発

(3) 講ずる施策及び達成目標

ＣＯＤに係る環境基準を達成するとともに、新たに類型指定を行ったりんに係る

環境基準の達成を図るため、各種の水質保全対策を実施する。

主な対策は、表２－３－４のとおりである。

表２－３－４ 千苅水源池において今後講ずる施策

生 活 系 農業集落排水処理施設・合併処理浄化槽の整備促進、単独処理浄化槽

、 、の合併処理化の推進 農業集落排水処理施設等の高度処理の導入促進

適正な維持管理の徹底

畜 産 系 家畜ふん尿の堆肥化の促進

産 業 系 規制基準等の遵守の徹底、小規模事業場に対する負荷量の削減指導

湖内対策 底層水曝気循環、魚体捕獲、浚渫

普及啓発 家庭でできる生活雑排水対策等の啓発
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第４節 地下水汚染対策

※トリクロロエチレン等揮発性有機塩素化合物による地下水汚染対策については 「第１節、

主要課題への対応 ４ トリクロロエチレン等有機塩素化合物による地下水汚染」参照。

１ 地下水汚染の概況

(1) 概況調査及び定点調査

当地域において、地下水質の状況を把握するため、平成13年度は、概況調査（調

査機関：姫路市）を20地点で、定点調査（調査機関：近畿地方整備局、兵庫県、神

戸市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市）を74地点で行った。

このうち、平成13年度に新たに環境基準を超過した地点は、鉛１地点、硝酸性窒

素及び亜硝酸性窒素１地点であり、これらの地点は、平成14年度から定期モニタリ

ング調査により、汚染の推移を把握することとしている。

なお、平成11年2月に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準項目に追加された。

(2) 定期モニタリング調査

また、過去に汚染された井戸周辺地区等の継続的な把握のため、当地域において

は、平成13年度は、表２－４－１のとおり調査を行った。

ア 砒素

６市８地区(20地点)で調査を行った。その結果、３市３地区(７地点)で環境基準

を超過している。

イ ふっ素

３市９地区(12地点)で調査を行った。その結果、２市４地区(４地点)で環境基準

を超過している。

ウ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

４市６地区(12地点)で調査を行った。その結果、２市４地区(４地点)で環境基準

を超過している。
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表２－４－１ 地下水定期モニタリング調査(汚染地区)結果(平成13年度)

硝酸性窒素及び
市町名 地区名 ﾒｯｼｭ 鉛 砒  素 亜硝酸性窒素 ふっ素

番号 mg/l a/ b mg/l a/ b mg/l a/ b mg/l a/ b

神戸市 長田区名倉町 0405 － 0.006 0/ 1 － －

中央区栄町通 0407 － － － 0.3 0/ 1

中央区加納町 0417 － 0.022 1/ 1 － －

北区有野町 0488 － 0.010 0/ 1 － －

姫路市 東山 0979 － 0.010 0/ 1 － －

青山 1005 － － 12 1/ 1 －

尼崎市 築地地区 0126 － ND 0/ 1 － －

西宮市 甲子園 0124 － － － 　 　 0.8 0/ 1
　 　

越木岩 0152 － － － 　 　 0.6 0/ 1

段上 0164 － － － 0.8 0/ 1

生瀬 0183 － － － 0.9 1/ 1

山口東 0190 － － 15 1/ 1 －

名塩西 0191 － － 17 1/ 1 －

名塩東 0192 － － － 0.1 0/ 1

下山口 0499 － － － 0.9 1/ 1

山口北 0509 － － 24 1/ 1 －

加古川市 別府町新野辺 0633 － 0.002 0/ 6 － －
・西脇 ～0.003

0634 － ND 0/ 2 － －

宝塚市 　 高松 0174 － 　 　 － － 0.42 1/ 4
　 ～0.88

武庫山 0183 － －   － 3.3 1/ 1

川面 0184 － －   0.077 0/ 2 －
～5.2

高砂市 曽根町 0660 － 0.011 4/ 4 － －
～0.024

高砂町 0642 － － 0.27 0/ 6 －
～10

川西市 　 東畦野 0226 － 0.002 2/ 3 － －
～0.043

合　　　　計 0/ 0 7/ 20 4/ 12 4/ 12

（備考）ND:検出されないもの b:総地点数　　a：基準超過地点数
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２ 地下水汚染対策

(1) 当該課題に係る要因分析及び過去の施策の実施状況

当地域において地下水に係る環境基準を超過した項目のうち鉛、砒素及びふっ素

の汚染原因は自然由来と考えられる。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、乳幼児のメトヘモグロビン血症の原因

物質となるなどの有害性が認められるため、平成11年２月に新たに環境基準項目に

追加された。

また 平成13年７月にはこれら物質による地下水汚染について 環境省により 硝、 、 「

酸性窒素及び亜硝酸性窒素にかかる水質汚濁対策マニュアル」が作成された。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、工場排水、生活排水、施肥等の人為的

なものと考えられるため、原因究明等を行っていく。

(2) 講ずる施策及び達成目標

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素にかか、

る水質汚濁対策マニュアル」に基づき、発生源を特定するための調査を実施するこ

とにより原因究明を行うとともに、その結果を踏まえて汚染対策を推進し、汚染の

解消を図る。
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第５節 土壌汚染対策

１ 土壌汚染の概況

市街地の土壌汚染としては、地下水調査及び土地改変を契機とした土壌調査により、

平成９年度から平成11年度の間に14箇所（神戸市４、尼崎市８、芦屋市１、伊丹市１）

で土壌の汚染に係る環境基準を超える汚染（汚染物質：テトラクロロエチレン、トリク

ロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン、鉛、砒素、六価クロム、セレ

ン）について、県及び政令市が確認した。

なお、当地域内には 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく農用地土、

壌汚染対策地域として指定されている地域はない。

２ 土壌汚染対策

、 「 （ ）」汚染土壌については これまで 土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針 環境省

に基づいて汚染区域の土地所有者等に指導を行い、汚染土壌の除去、土壌ガス吸引法等

の現地の状況に応じた汚染回復対策が実施されてきた。

一方、近年、土地開発等の際に工場等の跡地で汚染が判明したり、地下水常時監視に

より判明する事例が多くなっていることから、土壌汚染による人の健康被害の防止を図

るため、土壌汚染対策法が平成14年５月に公布され、平成15年１月に施行される予定と

なっている。

今後は、同法に基づく土壌汚染状況調査や健康被害対策等が確実に行われるよう、土

地所有者等に対する指導等を適切に行っていく。
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第６節 騒音・振動対策

１ 騒音・振動の概況

当地域の騒音は、工場・事業場、建設作業、自動車、鉄道、航空機等から発生するも

のが多く、振動は、工場・事業場、道路交通、鉄道、建設作業等を原因とするものが多

い。

騒音は、住民にとって最も身近な公害である。そのため、平成13年度の苦情件数は、

605件と典型７公害のうち最も多く、全公害苦情件数の約30％を占めている。当地域に

おける騒音規制は、住民の生活環境を保全する必要があることから、騒音規制法及び環

境の保全と創造に関する条例に基づき、当地域のほぼ全域を規制対象地域として指定し

ている。

、 、 、また 振動規制についても 振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づき

当地域のほぼ全域を規制対象地域として指定している。

当地域における環境騒音の状況を、平成13年度の測定結果でみると、環境基準は、道

路に面する地域では、216地点中112地点で達成していない。

また、道路に面する地域以外の地域では、AA地域が５地点中３地点で、Ａ地域が66地

点中15地点で、Ｂ地域が33地点中８地点で達成していない。

２ 騒音・振動対策

(1) 自動車騒音・振動対策

ア 自動車騒音・振動の状況

幹線道路における自動車騒音については、騒音規制法の改正により、平成12年度

から県、市による県下の常時監視体制を整備している。

測定地点は、平成12年度は153地点、平成13年度は156地点であった。沿道におけ

る自動車騒音の測定結果は、表２－６－１～２のとおりである。

平成12年度の環境基準の達成状況は、昼間のみ達成は、22地点(14％)、夜間のみ

達成は、８地点(５％)、昼夜とも達成は、63地点(41％)で昼夜とも未達成は60地点

(39％)であった。

また、平成13年度の環境基準の達成状況は、昼間のみ達成は、18地点(12％)、夜

間のみ達成は、５地点(３％)、昼夜とも達成は、82地点(52％)で昼夜とも未達成は

51地点(33％）であった。

表２－６－１ 幹線道路における自動車騒音の環境基準達成状況

調査年度 環境基準達成地点 昼間最大値 夜間最大値

／全測定地点 （Ｌｅｑ） （Ｌｅｑ）

平成１２年度 ６３／１５３ ７６ ７６

平成１３年度 ８２／１５６ ７５ ７４

（注）県県民生活部調べ
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表２－６－２ 幹線道路における自動車騒音の環境基準達成地点数

環境基準の達成地点数，達成率（％）

調査年度 測定地点数 昼夜間とも 昼間のみ 夜間のみ 昼夜間とも

に未達成 達成 達成 に達成

平成１２年度 １５３ ６０（３９） ２２（１４） ８（５） ６３（４１）

平成１３年度 １５６ ５１（３３） １８（１２） ５（３） ８２（５２）

（注）県県民生活部調べ

イ 当該課題に係る要因分析及び過去の施策の実施状況

(ｱ) 当該課題に係る要因分析

県南部の阪神・播磨地域には、東西に国土軸を担う名神高速道路、中国自動

車道、山陽自動車道などの高規格道路、国道２号、国道43号等の一般国道、都

市高速道路として阪神高速道路があり、南北には明石海峡大橋・神戸淡路鳴門

自動車道、播但連絡道路などがこれらに連絡している。阪神地域を東西に走る

自動車交通量は、中国自動車道、阪神高速３号神戸線、国道２号、国道43号等

の西宮市～芦屋市の断面で30万台／日を超え、また、播磨地域については、国

道２号、国道２号バイパス・国道250号の加古川市～高砂市の断面で約18万台／

日となっている。このため、これらの幹線道路を中心に自動車騒音・振動の著

しい状況が生じている。

(ｲ) 過去の施策の実施状況

、 、鉄道等公共交通機関の利用促進 共同輸配送の積極的活用の促進などの人流

物流対策、立体交差化や右折連の設置、バイパスの整備等の交通流の分散円滑

化、交通の状況等に応じた交通規制、遮音壁の設置、低騒音舗装の敷設等の対

策を実施した （主要課題(第１節１(1)ア(ｳ))参照 ）。 。

表２－６－３ 連続立体交差化事業実施状況（平成13年度末）
（主要課題に記載した以外のもの）

工事延長 立体交差箇所数 踏切除去数 事業年度線 名 事業区間 (km)

[ - ( ､ ､ 3.8 19 18 S53-山陽電気鉄道㈱本線 明石市 大蔵町 貴崎町 人丸駅 明石駅

)]西新町駅

[ - 3.5 15 13 H4-H17西日本旅客鉄道㈱ 加古川市 山陽線:野口町 加古川町、

､ ( )]山陽本線 加古川線 加古川線:加古川町 加古川駅

[ - 6.6 12 7 S63-西日本旅客鉄道㈱ 姫路市 山陽線:市之郷 岡田、姫新線:

､ ､ -( )]山陽本線 播但線 姫新線 駅前町 姫路駅西延未

（注）県県土整備部調べ
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表２－６－４ 単体立体交差化事業実施状況（平成13年度末）
（主要課題に記載した以外のもの）

事業年度線 名 道路路線名 所在地

山陽電気鉄道㈱本線 都市計画道路加古川別府線 加古川市 H3-H7

山陽電気鉄道㈱本線 都市計画道路大蔵朝霧線 明石市 H4ｰH11

西日本旅客鉄道㈱山陽

本線

山陽電気鉄道㈱本線 都市計画道路別府野口線 加古川市 H10ｰH13

山陽電気鉄道㈱本線 都市計画道路沖浜平津線 高砂市 H9ｰH14

（注）県県土整備部調べ

表２－６－５ 主要道路の遮音壁設置状況( 13 3 )Ｈ 年 月末現在
（主要課題に記載した以外のもの）

道路名 県内延長(km) 設置延長(km)

中国縦貫自動車道 117.9 89.0

第二神明道路 29.9 30.1

山陽自動車道 103.4 56.5

播但連絡道路 65.1 26.2

（注）１ 設置延長にはランプ、ＩＣを含む

２ 県県土整備部調べ

表２－６－６ 民家防音工事助成の実施状況
（主要課題に記載した以外のもの）

路線 世帯数（戸数）

名神高速道路 １８３

中国縦貫自動車道 ５

第二神明道路 １３６

（注）県県民生活部調べ
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ウ 講ずる施策及び達成目標

(ｱ) 交通需要の調整低減

共同輸配送の推進、帰り荷の確保、営業用トラックの積極的活用、物流拠点

の整備等、物流の合理化や、海運・鉄道の利用等モーダルシフトを促進する。

また、公共交通機関の利用を促進するため、公共交通機関の利便性の向上、

公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）の整備をはじめとする新交通管理システム

（ＵＴＭＳ）の推進を図るとともに、歩道、自転車道、駐輪場の整備等を推進

する。

このため、学識経験者、関係交通事業者、道路管理者、警察、関係行政機関

で構成する「阪神地域都市交通環境改善協議会」及び「播磨地域都市交通環境

改善協議会」において協議し、交通需要マネジメント施策や公共交通機関の利

便性向上策について具体的に推進する。

(ｲ) 交通流対策

交通の分散や道路機能の分化を図るため、バイパス道路の整備や迂回対策を

推進するとともに、交差点改良、立体交差化等を推進する。

また、交通管制システムの整備、道路交通情報の提供等、新交通管理システ

ム（ＵＴＭＳ）の活用を図る。

表２－６－７ 交差点改良の実施予定
（主要課題に記載した以外のもの）

路 線 地 点

国道2号 姫路市中地ランプ交差点

姫路市市川ランプ交差点

加古川市平岡町高畑交差点

加古川市平岡町新在家交差点

加古川市野口町野口交差点

国道250号 姫路市網干区大江島交差点

国道312号 姫路市野里大日交差点

主要地方道大沢西宮線 西宮市鷲林寺交差点

主要地方道宗佐土山線 加古川市八幡町宗佐交差点

主要地方道姫路大河内線 姫路市横関交差点

主要地方道小野寺線 姫路市船津交差点

（注）県県土整備部調べ



- 121 -

表２－６－８ 連続立体化の実施予定
（主要課題に記載した以外のもの）

線 名 事業区間

姫路駅周辺
西日本旅客鉄道㈱

加古川駅周辺

山陽電気鉄道㈱ 明石～林崎松江海岸

（注）県県民生活部調べ

(ｳ) 道路構造等の改善

沿道における自動車騒音対策のため、遮音壁の設置、低騒音舗装の採用等を推

進する。

表２－６－９ 低騒音舗装の敷設予定
（主要課題に記載した以外のもの）

対象道路 低騒音舗装敷設の区間

（国）２５０号 加古川市 3,000ｍ

（国）２５０号 明石市 5,900ｍ

（国）２号 姫路市北宿 3,500ｍ

（国）３１２号 姫路市本郷 1,600ｍ

（国）３１２号 姫路市御着 1,000ｍ

（一）砥堀本町線 姫路市砥堀 5,800ｍ

（一）和久今宿線 姫路市岡田 1,500ｍ

（注）県県土整備部調

(2) 鉄道騒音・振動対策

主要課題（第１節１(2)）参照。

(3) 空港環境対策

ア 大阪国際空港周辺における航空機騒音の状況

大阪国際空港は、国土交通省が設置管理する第１種空港で、兵庫県と大阪府の境

に位置し、面積は317ha（うち兵庫県側205ha 、滑走路を２本有している。）

大阪国際空港周辺は、昭和51年７月に航空機騒音に係る環境基準の地域類型のあ

てはめを行った。
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平成13年に実施した空港周辺の常時測定結果では、固定測定局12局のうち８局の

WECPNLが環境基準を達成した。しかし、未だ全ての地点で環境基準を達成するま

でには至っていない。

イ 当該課題に係る要因分析及び過去の施策の実施状況

(ｱ) 当該課題に係る要因分析

大阪国際空港は、人家の密集した市街地に立地していることから、これまで

も航空機による騒音が大きな環境問題になってきた。

平成６年９月には関西国際空港が開港し、同空港へ国際線が移転したことに

、 （ ）、より 航空機の発着回数が減少し 平成13年は関西国際空港開港前の８割程度

騒音は大きく改善されたが、その後は概ね横ばいの状況にある。

また、平成10年７月から低騒音ジェット機の発着回数について、ＹＳ代替枠

として日30回の増加が行われたが、騒音値に大きな変化は見られていない。

(ｲ) 過去の施策の実施状況

大阪国際空港周辺における空港環境対策としてこれまでに実施してきた施策

は、以下のとおりである。

Ａ 発生源対策

発生源対策としては、国及び航空会社によって機材改良、便数調整、運航方

式の改良などが進められてきた。特に効果の大きい機材改良について、騒音基

準に適合した低騒音大型機が昭和52年より順次導入され、現在では全てが低騒

音型機材の運航となっている。

また ジェット機発着回数は 年末年始及び夏期を除き１日当たり250便 リ、 、 （

ージョナルジェット機を除く。総発着便数370便) 以内で運航されており、定

期便の発着時間は、旧運輸省と地元等との協定の中で「当面午後９時以降翌日

午前７時まで発着するダイヤ設定を認めないこととする」とされている。

、 、 、 、さらに 騒音軽減運航方式として 離陸時の急上昇方式 優先飛行経路方式

着陸時のディレイド・フラップ進入方式、低フラップ角着陸方式などが採用さ

れている。

Ｂ 空港構造の改良

バイパス誘導路の設置、防音提、防音林、防音壁、ブラストフェンスの設置

などを行っている。

Ｃ 空港周辺対策

昭和49年に兵庫県及び大阪府は 「大阪国際空港周辺整備計画」を策定し、、

この計画を基礎としながら国、地元自治体は、昭和52年以来周辺地域における

望ましい土地利用の方向づけ及び特に緊急を要する騒音等激甚地区の整備計画

の検討を進めている。

Ｄ 空港周辺整備機構の設置

昭和49年に国、兵庫県及び大阪府の共同出資により大阪国際空港周辺整備機

構を設立した。その後、昭和60年に福岡空港周辺整備機構と統合され、空港周
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辺整備機構として再編され、再開発整備事業、代替地造成事業及び共同住宅建

設事業をはじめとした移転補償、緑地造成事業並びに民家防音事業を行ってき

た。

平成13年度までの事業の実績は、表２－６－１２のとおりである。

表２－６－１２ 空港周辺整備機構事業実施状況（平成14年３月31日現在）

移転補償事業実績（兵庫県側）①

伊 丹 市 川 西 市

種 別 件 数 面 積 金 額 件 数 面 積 金 額
（ ） （ ）（㎡） 百万円 （㎡） 百万円

土 地 330 238,832.84 30,530 565 121,233.76 11,049

建 物 184 68,574.60 9,194 538 70,240.81 8,711

借家人 232 －－－ 324 165 －－－ 266

計 746 307,407.44 40,048 1,268 191,474.57 20,026

民家防音工事進捗状況②
民家防音工事（兵庫県側）

対象世帯数 実施済世帯数 実施率

計 約40,014 39,275 98.2％ ※( )内は区域縮小後
(11,660) (11,411) (97.9％) (H12.4.1施行)

空調機器機能回復工事 告示後住宅防音工事③ ④

実施台数 実施件数

52,998台 ※再更新を含む 2,669件

(注)県県土整備部調べ

Ｅ 住居等移転対策及び営業者対策

「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」

（以下、騒防法という ）に定める第２種区域内において住居等を移転する者。

に対し利子補給を行うとともに、住居移転の進捗により経営に支障が生じてい

る小規模企業者に対し、資金のあっせん融資、融資に伴う信用保証料の助成及

び利子補給を行っている。

Ｆ 周辺環境基盤施設整備事業

騒防法に定める第２種区域内（旧第２種区域内を含む）において、住環境の

改善などを目的として、移転跡地の利用などにより公園、緑道、細街路、防火

水槽等の整備を周辺環境基盤施設整備事業により行っている。
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(ｳ) 過去の施策の評価分析

大阪国際空港に離発着する航空機による周辺地域での騒音については、表２

－６－１３に示すとおりであり、環境基準を達成していない地点が12地点のう

ち、４地点となっている。

表２－６－１３ 航空機騒音の環境基準の達成状況

年度 平成８ 平成９ 平成10 平成11 平成12 平成13

環境基準達成地点数 9 9 9 8 8 8

（達成率％） (75.0) (75.0) (75.0) (66.7) (66.7) (66.7)

測定地点数 12 12 12 12 12 12

（注）県県民生活部調べ

ウ 講ずる施策及び達成目標

大阪国際空港周辺における空港環境対策については、発生源である航空機の機材

改良と併せ、周辺の土地利用の改善や民家・学校等の防音工事等を推進し、空港周

辺における地域住民の生活環境の一層の改善を図る。

(ｱ) 発生源対策

発生源対策としては、国及び航空会社によって機材改良、便数調整、運航方

式の改良などが進められてきたが、特に効果の大きい低騒音型航空機材の導入

の促進を今後も図っていく。

(ｲ) 空港周辺対策

空港周辺対策は、発生源対策と併せて空港環境対策における車の両輪を成す

ものであり、騒防法に基づき、表２－６－１４のとおり騒音の大きさに応じた

各種事業を一層推進する。

さらに、第２種区域内において、国土交通省の補助事業である周辺環境基盤

施設整備事業についても、公園、緑道、細街路、防火水槽等の整備を積極的に

推進する。特に、伊丹市中村地区における住居の移転に際しては、生活環境の

改善に配慮する。

、 、 、 、また 空港周辺整備機構による 再開発整備事業 代替地造成事業をはじめ

移転補償、緑地造成事業、民家防音事業を今後も行っていく。

(ｳ) 住居等移転対策及び営業者対策

県は、住居等を移転する者に対し利子補給を行うとともに、移転補償事業の

、 、進捗により経営に支障が生じている小規模企業者に対し 資金のあっせん融資

融資に伴う信用保証料の助成及び利子補給を今後も行っていく。
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表２－６－１４ 大阪国際空港における周辺対策事業の概要

区域等（騒音レベル） 実施する事業

第３種区域（WECPNL95以上） 緩衝緑地帯等造成事業

第２種区域（WECPNL90以上） 移転補償、
周辺環境基盤施設整備事業

ジェット機の離着陸回数の多い空港で概ねWECPNL75以上 テレビ受信障害対策助成

第３種区域を除く第１種区域（WECPNL75～95） 再開発事業

騒音測定の結果必要のあるもの（概ねWECPNL70以上） 学校・病院等の防音工事及
び共同利用施設整備の助成

騒音の影響のない地域 代替地造成事業、
共同住宅建設事業

(4) その他の騒音・振動対策

ア その他の騒音・振動に係る発生源別の状況

(ｱ) 工場騒音・振動

当地域における平成13年度末の騒音規制法、振動規制法及び環境の保全と創

、 （ 、造に関する条例に基づく届出工場等の延数は 7,173工場 騒音：法4,661工場

条例342工場、振動：法2,165工場、条例５工場）である。

また、平成13年度における騒音・振動に係る苦情のうち工場・事業場に関す

る苦情は、騒音関係が189件（31％ 、振動関係が11件(13％) と大きな割合を）

占めている。苦情の対象となる工場は経営規模が小さく、住工混在地域に立地

していることが多いことから、抜本的な対策が困難となっている。

(ｲ) 建設作業騒音・振動

当地域における平成13年度の特定建設作業届出状況は、騒音関係5,192件、振

動関係で2,102件である。

また、平成13年度の建設作業による苦情は、騒音関係が185件、振動関係では

51件あった。

(ｳ) その他の騒音

営業騒音や家庭生活騒音等のいわゆる近隣騒音による苦情が、騒音に係る苦

情件数の相当部分を占めている。

このうち深夜営業騒音については、環境の保全と創造に関する条例により、

深夜における音響機器の使用の制限を行っている。



- 126 -

イ 当該課題に係る過去の施策の実施状況

(ｱ) 工場騒音・振動対策対策

騒音防止対策の技術指導及び公害防止施設設置等資金融資制度の活用を積極

的に推進することにより、法及び条例に基づく規制・指導の徹底を図った。

また、新設の工場等が立地する場合、必要に応じて事前指導を行った。

(ｲ) 建設作業騒音・振動対策

工事施工業者に対して、低騒音工法を採用するよう施工法の改善及び作業時

間等の見直しなどの指導を強化し、法及び条例に基づく規制の徹底を図った。

また、建設作業開始前に必要に応じて事前指導を行った。

ウ 講ずる施策

(ｱ) 工場騒音・振動対策対策

引き続き騒音防止対策の技術指導及び公害防止施設設置等資金融資制度の活

用を積極的に推進することにより、法及び条例に基づく規制・指導の徹底を図

る。

また、新設の工場等が立地する場合、必要に応じて事前指導を行う。

(ｲ) 建設作業騒音・振動対策

引き続き工事施工業者に対して、低騒音工法を採用するよう施工法の改善及

び作業時間等の見直しなどの指導を強化し、法及び条例に基づく規制の徹底を

図る。

また、建設作業開始前に必要に応じて事前指導を行う。
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第７節 地盤沈下対策

１ 地盤沈下の概況

当地域のうち、大阪平野については、最近では年間最大沈下量は１㎝前後となり、海

岸付近以外の地域ではほとんど沈下はみられない。

播磨平野については地盤沈下は特に認められない。

２ 地盤沈下対策

地下水の利用については極力抑制することとし、工業用水採取の自主規制の継続、地

下水の代替水源の確保、工業用水事業及び上水道事業の整備、推進などを実施する。
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第８節 悪臭対策

１ 悪臭の概況

当地域における平成13年度の悪臭に係る苦情件数は、248件で、これを発生源別にみ

ると、サービス業への苦情が全体の47.2％を占めており、その中でも野外焼却への苦情

が多い。

２ 悪臭対策

(1) 発生源別悪臭の状況

悪臭苦情件数の発生源別内訳は表２－８－１とおりである。

平成13年度の悪臭苦情件数は412件であり、市町別にみると神戸市が114件と最も

多く、当地域内の悪臭苦情全体の約28％を占めている。また、発生源別にみるとサ

ービス業その他が178件と最も多く、全体の約43％を占めている。

表２－８－１ 悪臭の発生源別苦情件数

15 4 25 20 45 136 1 28 15 0 46 67 402
18 4 23 37 54 280 2 23 10 0 38 91 580
15 13 19 33 41 183 0 25 6 0 34 88 457
15 6 11 29 45 219 1 26 22 1 33 87 495
17 9 15 25 41 178 1 19 14 0 19 74 412

神戸市 2 1 7 8 11 46 0 9 0 0 2 28 114
姫路市 3 5 2 9 5 10 0 0 0 0 0 5 39
尼崎市 1 0 2 1 10 15 1 0 2 0 4 14 50
明石市 1 0 3 2 1 3 0 0 1 0 0 0 11
西宮市 0 0 1 1 1 26 0 3 1 0 4 4 41
芦屋市 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 6 18
伊丹市 1 0 0 0 5 10 0 0 0 0 1 1 18
加古川市 7 0 0 2 2 22 0 0 1 0 2 5 41
宝塚市 1 0 0 0 2 33 0 3 8 0 2 5 54
高砂市 0 1 0 2 3 3 0 0 1 0 0 3 13
川西市 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 7
播磨町 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6
計画地域計 17 9 15 25 41 178 1 19 14 0 19 74 412
※平成９～１２年度結果は各市町への照会、平成１３年度は法施行状況調査結果に
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(2) 当該課題に係る要因分析及び過去の施策の実施状況

ア 要因分析

悪臭苦情件数のうち最も多いのが、サービス業・その他であるが、その中でも

野外焼却が最も多く、86件であり、全体の約21％を占めている。

市町別にみると宝塚市が29件と最も多い。野外焼却の内容は多岐にわたるが、

資材置場での焼却が12件で最も多く、その他、植木葉刈りのごみ焼却、個人住宅

等でのごみ焼き等で苦情が多い。これは焼却に伴って発生するばいじん、臭気及

び有害ガスに対する不安感、嫌悪感によるものと考えられる。

イ 過去の施策の実施状況

悪臭防止法等に基づき、工場・事業場への立入検査を実施し、監視指導を行っ

た。また、神戸市、尼崎市、加古川市では嗅覚測定法の調査による工場・事業場

への指導も実施した。

野外焼却に対しては苦情処理として、即時に原因者に注意、野外焼却の中止を

指導している。

(3) 講ずる施策及び達成目標

当地域については、すべての市町の全域が、悪臭防止法に基づく規制地域になっ

ている。また、環境の保全と創造に関する条例により悪臭関係業種を指定し、これ

の工場等には悪臭の状況について届出を義務づけている。

このため、今後とも立ち入り検査、苦情処理等により、規制基準の遵守、施設管

理の指導及び野外焼却の禁止等適正な廃棄物の処理等指導を図っていく。

また、関係機関と連絡を密にし、指導の強化に努めるとともに、悪臭防止施設の

整備等については、公害除去施設資金等の融資制度の活用を促し、対策の促進を図

る。
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第９節 化学物質対策

ダイオキシン類対策１

(1) ダイオキシン類汚染の概況

ア ダイオキシン類に係る大気汚染の状況

ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視を

実施しており、平成13年度のダイオキシンに係る大気環境モニタリングは、地域内

10箇所で年間４回実施し、全ての測定局において環境基準（0.6pg-TEQ/m3）を満た

している。

イ ダイオキシン類に係る水質汚濁の状況

水質については、平成13年度は河川11地点、海域９地点で調査を実施しており、

すべての地点でダイオキシン類に係る水質環境基準を満たしている。

底質については、平成13年度は河川11地点で調査を実施しており、すべての地点

でダイオキシン類に係る底質環境基準を満たしている。

(2) 講ずる施策

環境汚染の状況を把握するため、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき常時監視

を実施する。

また、同法に基づき、廃棄物焼却炉等が大気基準対象施設として、また、廃棄物焼

却炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設等が水質基準対象施設として定めら

れており、施設の設置者には、設置の届出、排出基準の遵守、排出ガス・燃え殻・ば

いじん・排出水の測定の義務が課せられている。そのため、施設の設置の届出時にダ

イオキシン類の発生抑制等を指導するとともに、立入検査を実施し、施設の管理状況

や排出基準への適合状況等の確認を行い、排出規制基準の徹底、施設の改善指導等を

行う。

２ 外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)対策

(1) 外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の概況

ア 大気

平成13年度は、９地点において、ＰＣＢ、ヘキサクロロベンゼン、クロルデンの

３物質について調査を実施し、全地点において３物質が検出された。

環境省調査結果と比べると、ＰＣＢについてはやや高い地点も見られたが、他の

物質については全て範囲内であった。

イ 水質及び底質

、 、 、 、 、 、平成13年度は ６河川 12地点で ＰＣＢ トリブチルスズ トリフェニルスズ

4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノール、ビスフェノールＡ、フタル酸ジ-2-

エチルヘキシル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジ-n-ブチル、アジピン酸-2-
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エチルヘキシルの10物質について調査を実施した。

(ｱ) 水質

トリブチルスズ等７物質については、全地点において定量限界未満であり、

ＰＣＢは0.00033 g/㍑、ビスフェノールＡは＜0.01～0.01 g/㍑、フタル酸ジ-2μ μ

-エチルヘキシルは＜0.5～0.9 g/㍑の濃度範囲であり、いずれも環境省調査結μ

果の範囲内であった。

(ｲ) 底質

トリフェニルスズについては、全地点において定量限界未満であり、4-t-オ

クチルフェノール、ビスフェノールＡについては、環境省調査結果と比べると

やや高い地点も見られたが、ＰＣＢ等７物質については環境省調査結果の範囲

内であった。

(2) 講ずる施策

国が優先してリスク評価に取り組むとした物質等について、引き続き環境調査を

実施する。

３ ゴルフ場で使用される農薬等による水質汚濁対策

(1) ゴルフ場で使用される農薬等による水質汚濁の概況

平成２年５月に環境庁から「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止

に係る暫定指導指針」が示されたことに伴い、平成２年度からの県内の全ゴルフ

場を対象に、毎年度春及び秋に排水口等での流出実態を把握し、農薬等による環

境汚染の防止を図っている。

平成13年度は、調査を行ったすべてのゴルフ場において、暫定指導指針に定め

られた35成分すべて暫定指導指針値に適合していた。

また、河川の監視として、ゴルフ場が多数立地している加古川、武庫川等の10

地点で、毎年度春及び秋に水質調査を実施している。

平成13年度は、調査を行ったすべての調査地点において、暫定指導指針に定めら

れた35成分のいずれも検出されなかった。

(2) 講ずる施策

「ゴルフ場における農薬等の安全指導に関する指導要綱 （平成元年４月１日」

県要綱）に基づき、農薬の適正使用や使用量の削減について指導を行うとともに、

水質調査を実施する。

４ ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）対策

(1) ＰＣＢ廃棄物処理の概況

ＰＣＢ廃棄物の処理については、平成13年にＰＣＢ廃棄物処理特別措置法が制定

され、環境事業団が事業主体となって広域的な処理施設を設置し、15年以内（平成2
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7年度まで）に安全に処理を完了することとされている。

(2) 講ずる施策

兵庫県では、ＰＣＢ廃棄物の保管量が多いこと、県内にＰＣＢを製造した工場を

抱えていること、液状ＰＣＢ廃棄物を初めて処理した経験があること等を踏まえ、

近畿圏において既に施設整備を表明している大阪市とも連携しつつ、広域的なＰＣ

Ｂ廃棄物処理施設の整備について検討していく。

５ 化学物質総合管理の推進

当地域は、工業集積が高い地域であり、産業活動の多様化、高度化及び科学技術の進

展等により、化学物質による環境汚染への対応が必要となっている。

このため、平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び

」（ ） 、管理の改善の促進に関する法律 ＰＲＴＲ法 に基づく事業者からの届出を受け付け

、 、国に送付するとともに 国における集計データを基に県においても集計・公表を実施し

以下の施策を展開し、化学物質の管理の促進を図る。

化学物質の有害性等の情報収集及び科学的知見の充実ア

化学物質の有害性等のデータベースの整備と利用の促進イ

事業者に対する技術的助言ウ

化学物質の排出・管理状況等についての県民理解の増進エ
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第10節 廃棄物・リサイクル対策

これまでの高度成長・消費型社会は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動

を続けてきた結果、大気環境、水環境、土壌環境等への負荷が自然の浄化能力を超えて増

大し、自然の物質循環を阻害するとともに、公害や自然破壊をはじめとする環境問題を引

き起こしている。

このため、廃棄物の発生量を抑制し循環資源の適正な利用を推進するなど、環境と共生

した社会経済システムへと転換することにより、環境への負荷を可能な限り低減し、循環

を基調とする社会システムを構築することが不可欠である。

１ 廃棄物の発生抑制及び循環資源の適正利用の促進

(1) 環境と調和した県民のライフスタイルの実現への支援

循環型社会の実現のためには、財やサービスの購入主体である県民、あるいはそ

の集合体である地域、団体等の取組を根本的に見直すことが必要である。また、県

民は、物質循環における動脈部分と静脈部分をつなぐ結節点として、両者に対する

影響力を行使する立場にあることから、循環型社会の必要性を認識し、現在の大量

生産・大量消費を前提としたライフスタイルを自ら改め、いわゆる３Ｒ(reduce、re

use、recycle)に、refuse(不要なものを受け取らない)、repair(修理して長期間使

う)を加えた５Ｒに配慮したライフスタイルに切り替えていく。

また、県民や地域の意識や行動レベルは一様ではないために、様々な機会・段階

を通じた情報提供や啓発活動を行うとともに、５Ｒ生活を支える受け皿の整備を促

進する。

(2) 都市と農村・産業間の連携による物質循環の推進

物質循環の促進にあたっては、５Ｒを基本原則としつつ、都市、農村を問わず、

まずその地域内での物質循環を目指すこととする。

その上で、地域内では循環が完結しない場合は、都市と農村が近接し、臨海部に

製造業の拠点を有するという本県の特性を生かし、都市と農村、又は産業間の連携

による物質循環の促進を図る。

(3) 循環型産業の育成と施設立地の推進

５Ｒのうち、特にリユース、リペア、リサイクルの推進にあたっては、産業界の

主体的な取組が不可欠であり、サービス業を含むこれらの循環型産業の新規創出を

支援するとともに、臨海部の重厚長大型産業等の構造転換を促進し、本県の産業構

造をより環境効率の高い循環型産業に改革していく。こうした新たな産業は、新た

な雇用の創出を図るものでもある。

また、循環型産業が経済的に成立しにくいことから、処理、リサイクル費用の適
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正化など健全な物質循環への誘導を図り、経済的側面での持続可能性を確保する。

(4) 事業者の自主的な取組の推進

廃棄物処理法の規定に基づき、多量の排出事業者は、自ら産業廃棄物の減量化等

の計画を策定し、県又は政令市に報告することとされていることから、これらの事

、 、 。業者への指導を通じて 産業廃棄物の排出量の削減 有効利用の促進を図っていく

また、環境の保全と創造に関する条例に基づく再生資源利用促進基準遵守の徹底

を図り、産業廃棄物の有効利用、再生原材料の利用を促進していく。

(5) 個別品目ごとのリサイクルの推進

ア 容器包装廃棄物

容器包装廃棄物については、容器包装リサイクル法に基づく取組が平成９年度よ

り進められているところであり、市町及び住民の理解と協力を求めながら、分別収

集品目及び収集量の拡大を図っていく。

また、市町の分別収集と並行して、子供会やＰＴＡ等による集団回収、大型量販

店等による店頭回収も併せて推進する。

イ 廃家電

廃家電については、家電リサイクル法が平成13年度から施行されているところで

あるが、特に本県では、兵庫県電機商業組合が中心となって、販売店に引取義務の

ない廃家電も、販売店で引き取るという兵庫方式を導入し、県民の利便性に配慮し

た取組を行っている。

今後とも、県として同方式を継続して支援し、円滑な廃家電のリサイクルを推進

するとともに、国に対して処理料金の前払い方式の検討等を要望するほか、不法投

棄の防止に努めていく。

ウ 建設廃棄物

建設廃棄物については、従前より「兵庫県建設リサイクル行動計画（平成10年６

月 」を策定する等、積極的な取組を進めてきたところであるが、平成12年度に制）

定された建設リサイクル法を受けて 「兵庫県における特定建設資材に係る分別解、

体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針 （平成14」

年４月）を策定し、平成22年度の特定建設資材の再資源化率を95％～99％と定め、

再生資源の有効な利用及び廃棄物の減量等を促進する。

エ 食品廃棄物

飲食店や食品工場等から発生する食品廃棄物について、平成12年に制定された食

品リサイクル法に基づき、事業者による発生抑制及び再資源化を図っていく。

また、平成14年３月に策定した「ひょうご食のゼロエミッション推進基本計画」
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、 。に基づき 総合的フードシステムの確立と複合バイオマスの利用促進を図っていく

(6) 広域リサイクル拠点整備の促進

健全な物質循環を促進し、循環型社会を構築していくためには、使用済み製品等

の資源をリサイクルするための受け皿施設の確保が不可欠である。

このため、県の提唱により、平成12年10月に「広域リサイクル拠点整備協議会」

を設置し、民間企業の参加のもと検討を進め、臨海部の遊休地や既存インフラと民

。間活力を積極的に活用した広域的なリサイクル拠点の整備を進めることとしている

特に新規性・先導性に優れた事業については、経済産業省及び環境省が推進するエ

コタウン事業の枠組みによる中核事業として財政的な支援を行っていく。

また、これ以外の事業についても、国等の支援制度を活用し、健全な物質循環に

向けた取り組みがなされるよう積極的な支援策を講じていく。

２ 廃棄物の適正な処理の推進

廃棄物の不適正処理に起因する大気汚染、水質汚濁等の公害の防止を図るため、環境

への配慮を十分に行いながら、廃棄物の収集から最終処分にいたる処理機能の整備拡充

を図る必要がある。また、必要に応じて、広域的かつ公共関与による適正処理を推進し

ていく。

なお、本計画において公害防止施策として掲げられている一般廃棄物処理施設整備計

画は表２－１０－１のとおりである。
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表２－１０－１ 一般廃棄物処理施設整備計画

区分 事業主体 計画年度 処理能力等 対象となる対策

ごみ処理 姫路市 平成17年度 600t/日 ＮＯx対策、光化学オキシダ
施設 ～20年度 ント対策

尼崎市 平成12年度 480t/日 ＮＯx対策、光化学オキシダ
～16年度 ント対策

川西市 平成13年度 75t/日 ＮＯx対策、光化学オキシダ
～14年度 ント対策

加古川市 平成11年度 432t/日 ＮＯx対策、光化学オキシダ
～14年度 ント対策

猪名川上流広 平成16年度 285t/日 ＮＯx対策、光化学オキシダ
域ごみ処理施 ～18年度 ント対策
設組合

粗大ごみ 猪名川上流広 平成16年度 70t/日 ＮＯx対策、光化学オキシダ
処理施設 域ごみ処理施 ～18年度 ント対策

設組合

一般廃棄 姫路市 平成15年度 180,000m ＮＯx対策、光化学オキシダ3

物最終処 ント対策、播磨灘ＣＯＤ対策
分場

明石市 平成16年度 400,000m ＮＯx対策、光化学オキシダ3

～18年度 ント対策

その他の 神戸市 平成14年度 90t/日 ＮＯx対策、光化学オキシダ
ごみ処理 ～15年度 ント対策
施設（再
生利用施 姫路市 平成17年度 100t/5h ＮＯx対策、光化学オキシダ
設等） ～20年度 ント対策

西宮市 平成17年度 21t/日 ＮＯx対策、光化学オキシダ
～18年度 ント対策

宝塚市 平成17年度 ＮＯx対策、光化学オキシダ
～18年度 （ ） ント対策余熱利用設備

（注）１ 平成14年７月現在
２ 県県民生活部調べ
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第11節 土地利用対策

交通の過度な集中による自動車交通公害、人口の集中、市街地の無秩序な拡大等に伴う

自然浄化機能の低下による汚濁負荷の増大など、不適正な土地利用は、様々な公害を引き

起こすおそれがある。このため、発生源に対する規制や公害防止施設の整備改善のみなら

ず、公害の未然防止、良好な生活環境の保全等の観点から適切な土地利用対策が不可欠で

ある。

本県の土地利用においては、今後、社会経済諸活動の成熟化等に伴い、全体としては土

地利用転換圧力が低下するものと見通されるものの、当地域が自然的、経済的条件に恵ま

れ、人口、産業等の高度集積地域であることから、農用地や森林の住宅等への転換が進ん

でいくことが見込まれる。このようなことから、今後、当地域の土地利用にあたっては、

兵庫県国土利用計画、兵庫県土地利用基本計画 「ひょうご都市整備基本方針」等県土の、

利用について定めた基本方針に沿って、各種土地利用関係法令等の的確な運用を図り、適

正かつ合理的な土地利用に努めるとともに、公害を防止し、良好な生活環境を保全するた

め適切な土地対策を講じる。

１ 土地利用の規制・誘導

(1) 市街化区域における対策

市街化区域は、計画的に市街化を図るべき区域であることにかんがみ、住宅地、

商業地及び工業地を適正に配置し、用途地域の効果的な運用により土地利用の純化

を図り、住工混在化等に起因する公害の防止に努める。

特に住宅系地域については、公害の防止を図り、緑豊かな安全かつ良好な住環境

に資するため、下水道、公園・緑地等の都市施設の整備充実を図る。

(2) 市街化調整区域における対策

市街化調整区域は、原則的に市街化を抑制すべきことにかんがみ、開発許可制度

等の運用にあたっては、内陸部などに残されている優良農地や緑豊かな丘陵が無秩

序な開発によって蚕食されることのないよう、自然環境の保全に十分配慮する。

また、集落及びその周辺区域の土地利用を整序し、環境の保全が図られるよう、

市町及び住民組織が策定する土地利用計画に基づく開発許可制度等の運用を図る。

(3) 工場の集団化

住工混在地区における工場の集団化・移転については、主に中小企業の工場等の

集団化事業を西宮浜等で実施しており、公害防止等に寄与してきた。今後も引き続

、 、きこれらを促進するとともに 環境事業団の建設譲渡事業及び資金貸付事業の活用

中小企業事業団の活用等により、産業の適正配置を促進し、生産環境と生活環境の

調和した土地利用を進める。
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２ 自動車交通公害対策としての土地利用

(1) 幹線道路沿道等における土地利用の適正化

交通量の多い主要幹線道路や鉄軌道沿いは、原則として住居専用地域の指定を行

わないものとし、交通量の多い交差点では、土地利用計画と整合を図り用途地域を

指定するなど、沿道の土地利用の適正化に努める。

また、国道43号及び阪神高速３号神戸線については、沿道の土地利用の適正化、

合理的な整備誘導を目的とした「幹線道路の沿道整備に関する法律」に基づき沿道

地区計画の推進を図る。

(2) コンパクトな市街地形成や都市機能配置の適正化

都市計画などを通じて、県民がマイカーに依存する度合いを減らすため、自転車

道や公共交通機関の拡充、パーク・アンド・ライド施設の整備、さらには職住近接

型・買物等利便型などの“人間サイズのまちづくり “環境にやさしいまちづく”、

り”を進める。

(3) 都市構造や住環境の保全に配慮した土地利用の適正化

幹線道路沿道地域のうち、都市構造上、業務の利便の増進を図ることが適当な地

域においては、中心商業地との連続性や既成市街地周辺部における拠点性に配慮し

た土地利用を図り、商業・業務機能の適正な配置を誘導する。

また、後背地が住宅地である地域においては、後背地への緩衝帯及び生活利便施

設整備を考慮した土地利用を図るとともに、自動車交通量の多い幹線道路に面した

地域にあっては、特別用途地区や地区計画によって適切に土地利用を誘導し、道路

交通騒音等にかかる環境の保全を図る。

３ 航空機騒音防止対策としての土地利用

大阪国際空港周辺の土地利用については 「公共用飛行場周辺における航空機騒音に、

よる障害の防止に関する法律」に基づく周辺整備計画を進める。

４ 港湾埋立地の利用

尼崎西宮芦屋港、神戸港、姫路港等における港湾埋立地については、埠頭用地及び港

湾関連用地のほか、背後市街地における生活環境改善のための都市再開発用地、下水処

理場や公園等の都市機能用地や中小企業移転用地等を確保するなど質の高い港湾空間の

形成を図る。

５ 緑化の推進

緑地は公害対策上、非常に有効であるため、緩衝緑地としての機能を持つ既存農地、
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林地の確保、公園緑地等の整備を促進する。

また 「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、道路、学校、官公庁、工場等に、

おける敷地や屋上等の緑化を推進する。

さらに、産業構造の変化等によって遊休地化した工場跡地等を、水と緑豊かな環境に

回復・創造し、ゆとりと潤いに満ちた快適な生活環境を創出するとともに、環境関連産

業の集積による地域経済の活性化を図る「尼崎２１世紀の森」を推進する。
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第12節 監視・観測体制の整備及び調査研究等の充実

１ 監視・観測体制の整備

(1) 発生源の監視

ア 大気汚染

大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条例に基づき、工場・事業場に対

し、ばい煙測定、燃料使用量の調査、重油の抜き取り検査等の立入検査等を行うと

ともに、ばい煙発生施設及び粉じん発生施設の構造及び使用方法並びに処理施設の

維持管理についても、随時立入検査を実施し、監視・指導を徹底する。

また、主要工場等について実施しているテレメータシステムによる常時監視を引

き続き行うこととする。

イ 水質汚濁

工場等には水質汚濁防止法等に基づく立入検査を行うことにより、排水監視と排

水処理施設の適正化、有害物質の地下浸透防止等について指導を行っており、今後

とも監視・指導を徹底する。

また、主要工場等については、ＣＯＤ総量規制の実効をあげるため、水質テレメ

ータ監視システムによる汚濁負荷量の監視を引き続き行い、効率的な規制業務を推

進する。

(2) 環境の監視

ア 大気汚染

大気汚染の常時監視網の整備については、昭和42年度に硫黄酸化物及び浮遊粉じ

んの監視を開始し、年々その拡大を図ってきた。平成13年度末現在の測定局数は、

一般環境大気測定局が50局、自動車排気ガス測定局が27局であり、内12局は県が、

65局は関係市町（内１局は国設局）が常時監視を行なっている。

今後とも、これらの監視を継続していくとともに、必要に応じて新たな体制整備

を行い、適切な監視体制の維持に努める。

イ 水質汚濁

公共用水域については、計画的に水質測定を実施しており、平成13年度は当地域

の河川162地点、湖沼１地点及び海域68地点において実施し、地下水についても測

定計画を定めて監視を実施している。

なお、海域においては、水質常時監視のほか、赤潮調査や緊急時の水質等の調査

を水質調査船「こんぺき」により効果的に行っており、今後も必要に応じて新たな

調査を実施するなど適切な調査監視体制の維持に努める。
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２ 調査研究の充実

(1) 調査研究、監視・観測等の充実

環境保全及び公害防止施策を推進するためには、複雑化した公害発生メカニズム

の解明、公害防止技術の開発等が必要である。

このため、当地域においては、県立健康環境科学研究センターをはじめ市の研究

機関等においても公害に関する調査研究を集中的に行っている。

このほか、県立工業技術センター、県立農林水産技術総合センター等においても

調査研究や技術開発に努めている。

今後、これらの調査研究の拡充、強化を図っていくとともに、県及び市の各研究

機関の連携を密にし、効果的な調査研究体制を整備する。

(2) 適正な技術の振興

環境保全に関する研究は、関連する科学技術分野が広範で、相互に密接に関連し

あっていることから、国や他府県の公害関係試験研究機関と緊密な連携を図るとと

もに、環境保全に関する技術動向や科学技術情報などを整備していく。

(3) 成果の普及等

調査研究、監視・観測等の成果については、これを適切に公表し、その活用に努

めるとともに、環境情報としての活用を図る。

また、すぐれた環境保全技術の普及が進社会システムの円滑な普及のため、環境

保全技術に関する情報の整備、活用を推進する。
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第13節 環境影響評価等

、 、環境保全上の支障を未然に防止するため 環境に影響を及ぼすと認められる事業の立案

、 、 。実施に当たっては 環境保全の観点から検討を行い 適切な配慮を行うことが必要である

特に大規模な各種の開発行為については、生物の多様性や大気環境、水環境などへの影

響を及ぼす可能性があることから、極力慎重に行われる必要がある。このため、規模が大

、「 」きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業の実施に当たっては 環境影響評価法

及び「環境影響評価に関する条例」に基づく環境影響評価制度の適正な運用を図る。

、 、 （ 、 、 、なお 環境影響評価に当たっては ミティゲーション 環境影響の回避 最小化 修正

軽減及び代償）の考え方に基づき、適切な対策を講ずる。

また、個別の事業の上位にある計画や施策の立案段階において、環境への配慮を組み入

れる仕組みである「戦略的環境アセスメント」の導入を検討する。

本計画期間中に実施又は予定されている事業のうち、環境影響評価法等の対象となる事

業の状況は、表２－１３－１のとおりである。

表２－１３－１ 環境影響評価等の実施状況（兵庫県実施分）

開発の種類 開発の名称 開発主体 位　置 開発事業の内
容・規模

開発に必要な
手続きの（予
定）年度

着工（予
定）年月

竣工(予
定)年月

環境影響
評価の実
施状況

法・条例の区分

道路の建設 神戸国際港都建設計画道路
1.3.4号 西神戸線

日本道路公団神戸市垂水区～
明石市

14.3km ６車線 S.63.2. 5 （都市
計画決定）

S.63 － S.63.2. 5 
（完了）

国・県・神戸市要綱

阪神高速道路神戸山手線 阪神高速道路
公団

神戸市長田区、
須磨区

2.3km、2.4km 
４車線

H.2.11.20（都市
計画決定）

H.3 H.19 H.2.11.20
（完了）

県・神戸市要綱

阪神高速道路北神戸線 阪神高速道路
公団

神戸市北区～西
宮市

6.5km ４車線  
1.6km ４車線

H.5.1.5（都市計
画決定）

H.5 H.14 H.5. 1. 5
（完了）

県・神戸市要綱

阪神高速湾岸線（垂水～長
田）

神戸市 神戸市 6.4km ４車線 H10.12 （施行
命令）

－ － H6,8.30   
（完了）

国・県・神戸市要綱

第二名神自動車道 日本道路公団川西市～神戸市 21.1km ６車線 H.7.7.14（都市
計画決定）

H.10 － H.7.7.14
（完了）

国・県・神戸市要綱

東播南北道路 兵庫県 加古川市 7.7km ４車線 H.12.6.20（都市
計画決定）

－ － H.12.6.20
（完了）

県条例

廃棄物処理施設
の建設

尼崎市クリーンセンター第２
工場

尼崎市 尼崎市 焼却能力　　
560t/日

H.12.8.18（都市
計画決定）

H.14 H.17 H.12.8.18
（完了）

県条例

公有水面の埋立 六甲アイランド南建設事業 神戸市他 神戸港内 埋立面積286haH.9（埋立免許） H.9 － H.9.2.13
（完了）

国・県・神戸市要綱

空港島埋立事業 神戸市 神戸港内 埋立面積272haH.11(埋立免
許）

H.11 － H.10.10.7
（完了）

国要綱・神戸市条例

土地区画整理事
業

学園南土地区画整理事業 都市基盤整備
公団

神戸市垂水区 108ha H.13.2.20（都市
計画決定）

－ － H.13.2.20
（完了）

法

住宅団地の造成 西神第２地区新住宅市街地
開発事業

神戸市 神戸市西区 81ha H.13.2.20（都市
計画決定）

－ － H.13.2.20
（完了）

法

飛行場の建設 神戸空港整備事業及び空港
関連整備事業

神戸市 神戸港内 滑走路2500m H.11 － H.8. 5. 1 
（完了）

国・県・神戸市要綱
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表２－１３－１　環境影響評価等の実施状況（神戸市分）
開 発 の

種類

開発の名称 開発主体 位置 開発事業の

内容・規模

ｱｾｽﾒﾝﾄ完

了年月日

開発に必要

な手続の（予

定）年度

着工（予

定 ） 年

月

竣工（予

定 ） 年

月

備考

道 路 の

建設

新神戸トンネル有

料道路（２期）事

業

神戸市道

路公社

中央区 北行：0.8km
南行：1km

H9年1月7
日

H9年12
月

阪神電鉄住吉～芦

屋間連続立体交差

化事業

神戸市 東灘区 3.9km S59年7月
25日

H9年10
月

神戸電鉄三田線線

路増設事業

神戸電気

鉄道株式

会社

北区 4.9km S60年11
月14日

S59年3
月

S60年11月よ

り一部供用

鉄 道 及

び 軌 道

の建設

神戸新交通ポート

アイランド線延伸

事業

神戸市 中央区 6.7km（複線

化1.0km，新

線5.7km）

H13年4月
3日

都市計画法

事業認可：H
13

H14年4
月

発 電 所

の建設

神鋼神戸発電所 株式会社

神戸製鋼

所

灘区 発電出力：1
40万kW

H10年11
月11日

H11年3
月

H14年4月より

一部供用

神戸複合産業団地

建設事業

神戸市 西区 250ha 市要綱：S
63年8月2
5日

H1年11
月

H10年4月より

一部供用

西神流通業務団地

及び西神第３地区

工業団地工業団地

造成事業

245ha 国要綱：

H3年7月2
日

工 業 団

地 の 造

成等

神戸国際港都建設

計画西神第３地区

工業団地造成事業

（複合産業団地）

の変更及び２０世

紀博物館群公園事

業

団地：24.8h
a
公園：62.2h
a

H13年2月
20日

H13年6
月

宅 地 の

造 成 ，

工 業 団

地 の 造

成

神戸国際港都建設

事業　北神戸第

二・第三土地区画

整理事業

住宅・都

市整備公

団

北区 277.1ha H4年8月2
7日

S58年10
月

H8年12月より

一部供用

神戸研究学園都

市・西神住宅第２

団地

神戸市 西区，

垂水区

学園：275ha
西神：342ha

S55年2月
14日

学園：S
5 5年1 0
月

西神：S
5 7年1 2
月

学園：S60年3
月，西神：H5
年3月より一部

供用

ひよどり台第２住

宅団地造成事業

神戸市 北区 26.1ha S57年6月
28日

S57年10
月

神戸国際港都建設

事業白水特定土地

区画整理事業

神戸市白

水特定土

地区画整

理組合

西区 32.7ha H7年7月1
1日

H8年10
月

神戸国際港都建設

事業道場八多地区

特定土地区画整理

事業

神戸市 北区 51.2ha H8年7月9
日

H8年12
月

宅 地 の

造成

（仮称）北鈴蘭台

住宅地（第四次）

造成事業

神戸電鉄

株 式 会

社，株式

会社鴻池

組

北区 31ha H9年12月
8日

H11年7
月

公 有 水

面 の 埋

立

ポートアイランド

（第２期）建設事

業

神戸市 中央区 229ha S61年5月
22日

S62年3
月

H6年9月より

一部供用

北神戸田園スポー

ツ公園開発事業

神戸市 北区 34.1ha H6年11月
1日

H6年11
月

H12年4月より

一部供用

ﾚｸﾘｴｰｼｮ

ﾝ施設の

建設 （仮称）神戸北ゴ

ルフクラブ建設事

業

新和開発

株式会社

北区 232.3ha H12年10
月16日
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第14節 環境保健対策・公害紛争処理・環境犯罪対策

１ 環境保健対策

(1) 公害健康被害者対策

大気汚染による公害健康被害者対策として、公害健康被害の補償等に関する法律

に基づき、神戸市及び尼崎市において昭和63年３月の改正法施行以前に気管支ぜん

息等の指定疾病に患っていて認定された患者に対する補償給付及び公害保健福祉事

業を引き続き実施する。県においては、神戸市及び尼崎市と緊密な連絡をとりなが

らこの制度の円滑な推進に努める。

また、光化学スモッグによる健康被害が発生した場合、市町は医師等の出動要請

を行うとともに、県及び市町は出動した医師等の報償費を支給するほか、神戸市で

は 「神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に、

関する条例」に基づき、医療費の助成を行うこととしている。

(2) 健康被害予防対策

環境汚染から県民の健康を守るためには、健康医療対策を講じるとともに、健康

への影響を疾病に至らない段階で対処するという健康被害の未然防止の観点からの

対策が重要である。

このため、今後とも公害健康被害補償予防協会の助成事業である健康相談、健康

診査、機能訓練等環境保健事業、低公害車普及事業及び大気浄化植樹等の環境改善

事業を積極的に推進する。

２ 公害紛争処理

公害に関する紛争においては、加害と被害の因果関係の究明が困難であり、また、そ

の処理には専門的な知識や技術を必要とする等の問題があり、行政機関による簡易、迅

速な解決を図る必要がある。

このため、本県では、公害紛争処理法の規定に基づき、兵庫県附属機関設置条例を改

正して、昭和45年11月１日に兵庫県公害審査会を設置しており、今後とも公害に係る紛

争のあっせん、調停及び仲裁を適切に実施し、紛争の解決に当たっていく。

３ 環境犯罪対策（廃棄物不適正処理防止対策）

(1) 防止体制の整備

県の廃棄物対策関係部局、国の廃棄物対策関係機関、市町及び関係団体で構成す

る「兵庫県不法投棄防止対策協議会」を開催し、各行政機関及び関係機関との連絡

調整、情報交換を行い廃棄物対策の総合的な施策の検討を行う。

さらに、県民局地域ごとに「地域廃棄物対策会議」を開催し、連絡情報網の整備

を図るとともに、不適正処理事案に係る対応協議を行う等関係機関と連携を図りな

がら廃棄物対策の推進を図る。
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(2) 監視体制の充実強化

各県民局に不法処理監視員を配置し、産業廃棄物の不法投棄に対する管内のパト

ロールを実施するとともに、事業所への立入検査の強化・充実を図ることにより不

適正処理の防止策をとる。

(3) 立入検査による不適正処理の是正

廃棄物処理法に基づき、排出事業者及び処理業者に対して立入検査を実施し、処

理施設の維持管理等について、不適正な場合には、厳格な是正指導を行う。

また、悪質事案については改善命令を発するなど厳格な対応をとる。

(4) 不適正処理事案の原状回復措置等の実施

不法投棄の原状回復については、行為者に対し撤去指導を行い早急に措置をさせ

ることが原則である。しかし、行為者が不明等で、生活環境保全上支障がある場合

は、国の基金制度を活用し、県の代執行による原状回復措置を実施する。

また、不法投棄に対しては初期段階での迅速な対応が必要であることから、大規

模事案に繋がる前に、土地所有者等からの要請に基づき、県の基金制度を活用し、

廃棄物の撤去や未然防止・再発防止事業に対しての助成を行う。
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第３章 自然環境及び地球環境の保全

第１節 公害防止計画を進める上での自然環境の保全

自然環境の保全と美しい環境の創造を進めるため 「新兵庫県環境基本計画」に基づく、

「ひょうごの森・川・海再生プラン」等を推進するとともに、本計画に基づく各種施策の

実施や適正かつ合理的な土地利用により、環境の改善を図ることで、緑豊かな環境の創造

や生物の多様性の確保、生物の種の保存を実現し、当地域においてより豊かな自然環境の

保全に資するものとする。

また、施策の実施に際しては自然環境への影響をできるだけ小さくするように努め、さ

らに、規模が大きく自然環境に著しい影響を及ぼす恐れのある事業の実施に当たっては、

環境影響評価制度を適正に運用し、環境の保全について適正な配慮がなされることを確保

するものとする。

１ 施策の実施に伴う自然環境への変化を最小限にとどめる配慮

(1) 環境配慮指針等に基づく自然環境への配慮

道路、河川、公園等の社会資本の整備に際して 「環境配慮指針」や「環境適応施、

設計画指針」に基づき、貴重な動植物の保全、地域の生態系の保全、周辺自然環境と

の調和等について配慮を行う。

また、都市計画法に定める一定規模以上の開発行為にあっては、開発区域及びその

周辺の地域における環境を保全するため、同法施行令に基づき、開発区域における植

物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他必要な措置を講ずる。

(2) 環境影響評価の実施

、 、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある大規模な開発事業の実施については 国

県、市の各環境影響評価制度により環境影響評価を実施するなど公害の防止や自然

環境の保全に適正に配慮がなされるよう、事業者に指導を行う。

２ 自然環境に大きな変化をもたらした場合の復元の方法について

埋立の必要性の最小化を図った上でなお、やむを得ず埋め立てる場合は 「環境影響、

評価法」及び「環境影響評価に関する条例」に基づく事業に対する環境影響評価を科学

的に実施し、不可避の影響については、できる限り定量的な評価の結果を踏まえ、適切

な代償措置を確実に実施する。

なお、土石採取事業の実施に際しては 「環境の保全と創造に関する条例」に基づく、

土石採取等遵守基準に基づき、採取等区域の緑化行う。

第２節 公害防止施策の実施を通じた地球環境の保全
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地球温暖化対策をはじめとした地球環境の保全は、国際的な環境問題であると同時に、

それぞれの地域の環境の改善という一つ一つの積み重ねが重要である。

このため 「新兵庫県環境基本計画」に基づき総合的な地球環境保全施策を推進すると、

ともに、公害防止計画の各種施策の実行により、地域からの取組として、各環境質の改善

を図り、環境への負荷を少なくすることで、地球環境の保全に資するものとする。

１ 「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の推進

地域から地球温暖化防止を図るため、公害防止施策の実施に際し、平成12年７月に策

定した「新兵庫県地球温暖化防止推進計画 （目標：2010年度に温室効果ガスを1990年」

度比6%削減）に基づき、県民・事業者・行政の参画と協働の下、温暖化防止対策に取り

組む。

また、平成14年７月に策定した「グリーンエネルギー推進プログラム」により、一層

の省エネルギー対策や太陽光発電、風力発電等の新エネルギーの導入推進を図る。

２ 施策の実施に伴う森林等の伐採についての対策

森林は生産資源としての機能を有するとともに、ＣＯ2の吸収や水源の涵養等の様々

な公益的機能を持っている。

このため、民間事業者が行う森林の開発のほか、県の公共事業の実施に伴う森林等の

伐採に際しても 「県土の緑化を推進するための要綱」に基づき、減少させた緑の公益、

的機能を回復させるため、緑化基金に対して応分の拠出を行い、これを原資に緑の創出

等を行う。

、 、 、 、また 建築物等の整備に際しては 木造化 木質化及び県産木材の有効利用を促進し

循環資源である県内産木材を一層活用することにより、熱帯材等の使用量の適正化に

努める。

３ 公害防止施策の実施を通じた酸性雨の防止

酸性雨の原因物質といわれている硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出量を抑制するた

め 「大気汚染防止法」及び「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」に基づく対策を、

推進し、県下主要工場と締結している環境保全（公害防止）協定に基づき、排煙脱硫・

脱硝装置の導入、低ＮＯxバーナーの導入、燃焼管理方法の改善及び燃料の良質化につ

いて更なる指導を行う。

４ 社会資本の整備に際しての環境への配慮

道路、公園等の社会資本の整備に際しては、環境への影響について適切な配慮がなさ

れるよう策定した「環境配慮指針」に基づき、資源・エネルギーの有効活用を通じた地

球環境の保全を進めるほか、騒音・振動の低減、歴史的・文化的遺産への配慮、貴重な

動植物の保全や生態系への配慮等を行う。
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第４章 各主体の自主的積極的取組に対する支援施策

「循環」と「共生」を基調とした地域づくりの展開に際しては、地域づくりに関係する

各主体が、環境からみた持続可能性を共有し、地域づくりに関するそれぞれの施策を推進

することにより、地域づくりのあらゆる場面において環境配慮の織り込みを進めることが

基本である。

こうしたことから、実際の事業展開においては、各主体がそれぞれの役割を自覚し、責

任をもって行動することが期待される。

第１節 各主体の取組

１ 地方公共団体の取組

地方公共団体は、持続可能な社会構築の基礎である地域の環境保全に関する主要な推

、 。進者としての役割を担うとともに 地域における取組の調整者としての役割を併せ持つ

このため、本計画の主要な推進者としての地方公共団体は、地域の自然的社会的条件

に応じて、公害の防止はもとより、循環と共生を基調とした地域づくりに配慮し、以下

の施策を総合的計画的に推進する。

、 、(1) 本計画に掲げられた各般の施策について 効果的かつ着実な実施を図るとともに

計画の目標達成に努める。

(2) 県民、事業者などの環境に関する取組を支援・促進するため、社会的経済的しく

みづくりや社会資本の整備を行う。

、 。(3) 周辺地方公共団体や国と連携・協力しつつ 広域的な視点からの取組を推進する

(4) 地域整備や開発行為については、環境に配慮した事業の展開を行う。

(5) 住民、事業者などの環境に関する取組を支援し、必要な協力・連携を行う。

２ 事業者の取組

通常の事業活動に起因する環境への負荷が増大している状況に鑑み、経済活動の大部

分を占める事業者の取組は極めて重要である。

このため、様々な事業活動に当たって、公害防止のための取組はもとより、資源・エ

、 、ネルギーの効率的利用や廃棄物の削減 生産工程や流通過程における環境負荷の低減等

製品やサービスのライフサイクル全体にわたる取組を実施する。

(1) 事業活動に伴う公害の防止をはじめ、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量・リ

サイクル及び適正処理などに進んで取り組む。

(2) 環境への負荷の低減に資する財やサービスの利用を進める。

(3) 製品・サービスの提供に関する情報の提供などを通して行政、県民との環境コミ

ュニケーションの確立を図り、循環型社会をともに形成していくパートナーとして

協働する。
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(4) 地域の構成員であるとの自覚を持ち、地域をはじめ国内外の環境の保全と創造に

向けた取組に進んで参加するとともに、支援する。

３ 住民の取組

日常生活に起因する環境への負荷が増大している状況に鑑み、生活様式を持続可能な

ものに転換していくことが必要である。特に、自動車交通公害問題、閉鎖性水域におけ

る水質汚濁問題、近隣騒音問題や廃棄物・リサイクル問題、地球温暖化問題などのよう

に個人の行動が直接環境負荷低減に結びつく分野においては、個人の行動による直接的

な効果が期待される。

このため、人間と環境の関わりについての理解を深めるとともに、自己の行動への環

境配慮の織り込みに努め、日常生活に起因する環境への負荷の低減に努めることが必要

であり、身近な環境をよりよいものにしていくための行動を自主的積極的に進める。

(1) 再生紙など環境への負荷の少ない製品やサービスを選択する。

(2) 不用不急の自家用自動車の使用を自粛する。

(3) 節電などの省エネルギーを進める。

(4) 洗剤の適性な使用等の生活排水対策を進める。

(5) ごみの減量化、リサイクルのための分別収集に協力する。

(6) 地域環境に関心を持ち、子どもたちを含めた地域の人々と連携して、その保全や

創造に関する取組に進んで参加・協力する。

４ 民間団体の取組

、 、 、 、住民や事業者により組織され リサイクル活動 緑化活動 ナショナルトラスト運動

啓発活動、調査研究その他の環境保全に関する活動を行う非営利的な民間団体は、環境

保全のための取組に関する基盤を形成するなど、あらゆる主体が環境保全に関する行動

に主体的に参加する社会を構築して行く上で、取組の結節点として重要な役割が期待さ

れる。

、 、 。このため 各主体と協力・連携を図りつつ 環境保全のための多様な取組を実施する

(1) 県民、事業者、行政の取組を効率的・効果的に進めるための連携・協力に係るコ

ーディネートを行う。

(2) 県民の環境に関する自発的・積極的な意識を、行動に繋げる。

、 、 、 、(3) 専門的な知識や技術を活かし 県民 事業者 行政の環境に関する取組を支援し

、 、 、 。必要な協力・連携を行い 県民 事業者 行政のパートナーシップの形成に努める

(4) 環境の保全と創造に関して、責任をもって発言し、社会に影響を与えていく団体

であるとの自覚をもって行動するとともに、その分野の人材を育成する。
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第２節 環境教育・環境学習等の推進

地球温暖化をはじめとする地球的規模での環境問題や都市・生活型公害は、我々の通

常の事業活動や日常活動が大きな影響を与えていることから、その解決に向けては、一

人ひとりが環境に配慮した自発的な取組みを行い、それを生活習慣として身につける必

要がある。

このため、各主体が環境学習・教育を通して、環境に対する意識を高め、環境にやさ

しいライフスタイルを提案し、県民の共通認識として、新しい豊かさを持った、健康で

文化的で環境に配慮した「ひょうごエコ・ライフスタイル」を創造する。

１ 環境教育・環境学習の推進

環境学習・教育を促進するための事業を推進し、ひょうごエコ・ライフスタイルの創

造に向けて、家庭や職場、学校等の様々な場で環境について学習できるシステムをつく

る。

また、すべての人が環境問題を考えるための知識や経験を持てるよう、学習・教育活

動の充実を図る。

多様な主体のニーズに応じた学習プログラムを作成するとともに、これに基づい(1)

て様々な形で情報や学習の機会を提供していく。

生涯学習リーダーバンクや講師派遣団の活用を図るなどして、環境学習・教育に(2)

関する活動を実践する際のリーダー等の養成及び派遣を進める。

県民を対象とした自然保護セミナー等の開催や、県内４年制大学による大学連携(3)

「ひょうご講座」などに環境をテーマとした講座を開設する等、社会教育での環境

学習を進める。

環境関連施設での学習や豊かな自然環境などにふれる体験型の環境学習の機会を(4)

提供するエコツーリズムを推進する。

瀬戸内海など地域に関わりが深く、大きな特徴をもった自然を対象とする等によ(5)

り、地域に密着したテーマに基づく環境学習を推進する。

２ 環境情報の提供

環境教育・環境学習の推進や事業者、住民、民間団体による自主的積極的な環境保全

活動の促進に資するため、最新の情報を総合的、体系的に収集・整備し、様々なニーズ

に対応した正確かつ適切な情報の提供に努める。

また、各主体が容易かつ迅速に情報を入手できるよう、多様な媒体を活用するととも

に、情報システムによる提供体制の充実を図る。なお、情報提供にあたっては、環境の

、 、 。保全や各主体の権利 利益等への配慮を行うほか 情報の保護についても十分留意する

(1) 環境情報の体系的な整備（データベース等の整備）

「環境情報総合システム」の活用によりデータの管理、整理を行い、環境行政の
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効率化、環境情報の共有化を進める。そのために、システムを構成する５つのサブ

システムを順次更新し、最新技術の導入により提供情報の質の維持・向上を図るだ

けでなく、各サブシステムを有機的に連携させた環境情報の総合的なデータベース

システムの構築等を目指す。

(2) 環境情報の提供（資料の提供、提供システムの構築）等

環境の状況、施策の実施状況等を環境白書により公表するほか、インターネット

ウェブページ等を通じて、多様な環境情報コンテンツの提供を図るとともに、必要

なネットワーク・セキュリティ対策を講じて関係者以外への情報流出がないように

努める。

(3) 環境への負荷の少ない製品等の情報提供

環境への負荷の少ない製品の製造・販売、リサイクル活動への協力等を行う商店

・事業所の情報、エコマーク等の「環境ラベル」などを紹介したガイドブックの作

成等による普及啓発を推進する。

(4) 事業者の自主的な環境管理の促進

ＩＳＯ(国際標準化機構)の環境規格や環境活動評価プログラムの普及等、環境管

理に関するセミナーを開催し、事業者の自主的な環境管理の促進を図る。
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第５章 計画の効果的実施

第１節 計画の推進体制と各主体の連携

１ 計画の推進体制

本計画の推進に当たっては、国の関係機関、県の関係部局、関連する市町等からなる

推進体制を整備する。当該組織を通じ、計画推進主体間の連携を図るとともに、相互協

力体制の強化に努め、計画の効果的な実施を図る。

２ 各主体との連携

本計画の実行を期するためには、国、県、市町はもとより、事業者及び地域住民の協

力が不可欠であることから、次の協力体制の確保を図る。

(1) 関係機関との連携

国の関係機関、県の関係部局及び市町と密接な連携を図り、相互協力体制のさら

なる強化に努める。

県の公害対策行政組織は、図５－１－１、関係市町の公害担当課等は表５－１－

１のとおりである。

また、環境保全関係協議会等の状況については、表５－１－２のとおりである。

(2) 事業者との連携

事業者に対しては、大規模な事業所が集中して立地している地域において、公害

関係法令を補完するものとして、大気汚染防止、水質汚濁防止、騒音防止等を内容

とした環境保全（公害防止）協定を主要事業所と締結し、当協定に基づき必要に応

じ協力の要請を行うとともに、適切な指導を行うなど、計画の推進を図る。

平成14年３月現在、協定を締結している事業所は表５－１－３のとおりである。

また、地球環境問題や産業廃棄物の増大など新たな環境問題に対応した新協定へ

の見直しを図る。

(3) 住民との連携

地域住民に対しては、県及び市町の広報を通じて計画の趣旨を明らかにするとと

もに、施策の実施に際し必要に応じて地域住民の意見を聞き、その結果を施策に反

映することにより、計画の推進に当たっての理解と協力を求める。
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図５－１－１ 県の公害対策行政組織
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表５－１－１ 関係市町公害担当課

市町名 部（局）名 課 室 名

、 、 、神戸市 環境局 環境政策課 地球環境課 環境保全指導課

環境審査室

保健福祉局健康部 環境保健研究所

姫路市 環境局生活環境部 環境保全課、環境衛生研究所

尼崎市 美化環境局環境対策部 環境政策課、公害対策課

健康福祉局 公害健康補償課、衛生研究所

明石市 環境部 環境政策課

西宮市 環境部 環境監視センター

環境緑化部 環境保全課

芦屋市 生活環境部 環境管理課

伊丹市 みどり環境部 環境保全課

空港室

加古川市 環境部 環境政策課

宝塚市 環境経済部環境政策室 環境管理課

高砂市 生活環境部 環境保全課

川西市 生活人権部市民生活室 環境政策課

都市再生部 空港周辺整備室

播磨町 生活部 産業生活課

（注）平成14年９月１日現在
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表５－１－２ 環境保全協議会等

組織の名称 組織の主な構成員

県 兵庫県環境保全管理者協会 公害防止管理者の育成、生活環境の保全に関す

内 る事業を行う団体

の

組 (社)兵庫県産業廃棄物協会 生活環境の保全に関する事業を行う産業廃棄物

織 の処理業者の団体

兵庫県大気環境保全連絡協議会 県、関係市町、事業場、運輸業者、衛生団体等

兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会 県、瀬戸内海関係市町、事業場、漁業団体、

衛生団体、環境調査団体等

(財)ひょうご環境創造協会 環境適合型社会の形成を目指して、県民事業者

の参画のもとに、実践活動を推進している団体

兵庫県フロン回収・処理推進協 県、関係市町、カーエアコン、業務用冷凍空調

議会 機器、家電製品等関係事業者及び団体

自動車公害防止対策連絡会議 国、県、日本道路公団、阪神高速道路公団、

本州四国連絡橋公団、大気汚染防止法に基づく

政令市

国道43号・阪神高速神戸線 国、県、関係市、阪神高速道路公団

環境対策連絡会議

県 近畿大気汚染常時監視連絡会 近畿各府県、大気汚染防止法の政令市

域

を 瀬戸内海環境保全知事市長 瀬戸内海関係13府県の各知事、５政令市、

越 会議 10中核市の市長

え

る (社)瀬戸内海環境保全協会 瀬戸内海の関係地方団体、瀬戸内海の環

組 境保全を行う団体

織

大阪湾環境保全協議会 大阪湾岸の３府県16市６町

京阪神６府県市低ＮＯx車普及 京阪神の６府県市

促進協議会

（注）平成14年３月31日現在
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表５－１－３ 環境保全（公害防止）協定の締結状況

協　定　名 最終改定年月日 事業所数
関 西 電 力 （ 株 ）
姫路第一発電所平成３年８月20日 2
姫路第二発電所

出 光 興 産 （ 株 ）
兵 庫 製 油 所昭和54年１月10日 1

新日本製鐵（株）
広 畑 製 鐵 所平成６年４月19日 1

（株）神戸製鋼所
加古川製鉄所昭和51年２月13日 2

関西熱化学（株）
加 古 川 工 場

姫 路 市 域昭和55年３月31日 27 重油使用量 3 K L / 日

尼 崎 市 域昭和58年３月23日 39 排出ガス量 10,000 N m 3 / 時
排水量 / 日

明 石 市 域昭和53年２月23日 19 重油使用量 2 K L / 日
排水量 500 m 3 / 日

西 宮 市 域昭和60年２月25日 8 排出ガス量 10,000 N m 3 / 時
排水量 1,000 m 3 / 日

伊 丹 市 域昭和61年８月６日 14 排出ガス量 10,000 N m 3 / 時
排水量 1,000 m 3 / 日

加 古 川 市 域昭和52年２月23日 13 重油使用量 3 K L / 日
排水量 500 m 3 / 日

高 砂 市 域昭和52年３月12日 24 重油使用量 3 K L / 日
排水量 500 m 3 / 日

播 磨 町 域昭和53年３月31日 5 重油使用量 3 K L / 日
排水量 500 m 3 / 日

加 古 川 ・ 播 磨昭和53年３月15日 2 重油使用量 3 K L / 日
排水量 500 m 3 / 日

明 石 ・ 播 磨平成元年６月27日 2

合　　　計 159

環境保全協定

公害防止協定

公害防止協定

対 象 基 準

大規模発生源

公害防止協定

公害防止協定

〃

〃

〃

公害防止協定

公害防止協定

環境保全協定

環境保全協定

公害防止協定

公害防止協定

　（平成14年３月31日現在）
備　考

環境保全協定

環境保全協定

公害防止協定
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第２節 経費の概要

本計画に基づく平成14年度から平成18年度までの５年間に要する費用は、概ね次のとお

りである。

１ 事業者が事業活動による公害を防止するために講じる措置に要する経費は、約187

億円と見込まれる。

２ 地方公共団体等が主体となって講じる措置に要する経費は、公害対策事業につい

て約4,034億円、公害関連事業について約3,270億円と見込まれる。

なお、本計画の施行に当たっては、経済情勢及び国、地方公共団体の財政事情のす

う勢、変動並びに各種長期計画及び事業相互間の整合性等に配慮するものとする。
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第３節 各種計画との連携

１ 環境保全計画との連携

本計画の運用に当たっては、他の環境保全に関する諸計画との整合が図られるよう

配慮する。特に、当地域において策定され、または策定される予定の「化学的酸素要

求量、窒素及びりん含有量に係る総量削減計画(第５次水質総量削減計画)」や「兵庫

県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画(自動車ＮＯx・ＰＭ総量削減計

画 」等については、その的確かつ円滑な実施が図られるよう配慮する。）

当該地域において策定されている環境保全に関する諸計画の概要は表５－３－１の

とおりである。

表５－３－１ 環境保全に関する諸計画の概要

計画名称 目標・事業等 根拠等 目標年度

兵庫県自動車排出窒素酸化物及び ・窒素酸化物及び浮遊 自動車から排出される 平成22年度

粒子状物質総量削減計画（自動車 粒子状物質に係る環 窒素酸化物及び粒子状

ＮＯx・ＰＭ総量削減計画） 境基準の達成 物質の特定地域におけ

（策定中） る総量の削減等に関す

る特別措置法

－瀬戸内海の環境の保全に関する兵 ・環境基準の達成・維持 瀬戸内海環境保全特別

庫県計画 ・失われた良好な環境の 措置法

回復

化学的酸素要求量、窒素及びりん ・汚濁負荷量 水質汚濁防止法、 平成16年度

含有量に係る総量削減計画 ＣＯＤ 65t/日、 瀬戸内海環境保全特別

（第５次水質総量削減計画） 窒素 77t/日、 措置法

りん 4.6t/日

大阪湾流域別下水道整備総合計画 ・環境基準の達成・維持 下水道法 平成22年度

播磨灘流域別下水道整備総合計画 平成27年度

（策定中）

兵庫県廃棄物処理計画 ・最終処分量を平成9 廃棄物の処理及び清掃 平成22年度

年度の概ね半分に削 に関する法律

減

兵庫県分別収集促進計画 ・市町等による分別収 容器包装に係る分別収 平成19年度

集品目の拡大と分別 集及び再商品化の促進

収集量増加を促進 等に関する法律

兵庫県における特定建設資材に係 ・特定建設資材廃棄物 建設工事に係る資材の 平成22年度

る分別解体等及び特定建設資材廃 の再資源化等の促進 再資源化等に関する法

棄物の再資源化等の促進等の実施 ・再資源化率 律

に関する指針 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 99%

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊99%

建設発生木材 95%
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２ 諸計画との連携

本計画は、当地域において公害防止施策を総合的計画的に推進していく上での基本と

なる計画である。

、 、本計画の策定に当たっては 既存の諸計画との整合性に十分配慮したところであるが

今後、当地域の開発に関しては、本計画との調和が図られることが重要である。

また、当地域において策定されている県及び市町の環境基本計画と本計画が、全体と

して整合し、かつ、円滑に実施されるよう配慮するものとする。

３ 防災都市づくりに向けた取組

阪神・淡路大震災は、多くの人命を奪い、まちを破壊するとともに、大量の災害廃棄

物の発生等環境へ短期間に多大な負荷を及ぼした。震災直後から、環境への負荷を抑制

するため、震災で発生した膨大な廃棄物の処理をはじめ、倒壊した建築物の解体撤去工

事に伴うアスベスト・粉塵の飛散防止対策、震災に伴い廃棄される冷蔵庫や空調設備か

らのフロンの回収、大気質や水質等の調査に取り組んできた。

震災からの本格的復興に当たっては 「阪神・淡路震災復興計画 後期５か年推進プ、

ログラム」に基づき 『人と自然、人と人、人と社会が調和する「共生社会」づくり』、

を基本理念とし 「災害に強く、安心して暮らせる都市づくり」や「多核・ネットワー、

ク型都市圏の形成」等を基本目標に創造的復興を進めることとしている。

災害に強いまちづくりについては、公害防止施策等も密接な関連を有することから、

本計画においても、公害防止施策等がこれに寄与するよう必要な配慮を行うものとし、

まちづくりや社会資本の整備等に関しては、次のことに配慮し、関係者の協力・連携の

もとに推進していく。

多核ネットワーク型都市構造の形成により、まちの機能の分散化・多様化を推進(1)

し環境への負荷の集中を回避する。

交通量の分散やモーダルシフト、道路構造の改良、自動車乗り入れ抑制対策等を(2)

推進するとともに、鉄道等の公共交通機関やパークアンドライド施設を充実する。

中水道システムの整備等下水処理水の有効利用や雨水利用施設の整備等により、(3)

水の有効利用を進めるとともに、緑地の保全や緑化の推進、雨水浸透施設の整備等

により河川流域の保水性を向上し、又、災害時における防火用水等の利用を考慮す

る。

リサイクルのための設備やシステム、廃棄物の処理施設を充実するとともに、広(4)

域処理体制を強化する。

太陽光エネルギー等の自然エネルギー、ごみ焼却廃熱等の未利用エネルギーを利(5)

、 。用した施設や コージェネレーションシステム等の積極的導入の一層の推進を図る

特に、防災拠点としての役割も期待される公共公益施設には、災害時のエネルギ

ーの代替・自立機能の確保にもなるため先導的な導入を推進する。
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第４節 計画の進捗状況の点検

本計画は、平成14年度から平成18年度までの５ヶ年計画であり、第１章に掲げた計画の

目標を概ね達成させるため、第２章に掲げた達成目標が計画期間内に達成されるよう努め

るものとし、第２章から第５章までに掲げられた施策等を強力に推進する。

そして、施策の進捗状況及び環境の状況等を把握するため、毎年度の状況調査、計画の

中間年度の中間点検を実施して問題点・課題を抽出し、住民等の意見を聞くなどの幅広い

方法で施策の再点検を行う。また計画終了時において最終報告を行い、適切な進行管理と

ともに明確な分析評価を実施する。

１ 施策の進行管理

(1) 進行管理の流れ

施策の効果的な推進を図るため、毎年度、環境質及び施策の進捗状況の把握を行

い、中間年度の平成16年度（３年度目）及び最終年度の翌年の平成19年度（６年度

目）においては、目標の達成状況等に係る点検を実施する（図５－４－１ 。）

(2) 計画の現況調査（毎年度）

各年度において、環境質の状況及び本計画に掲げられた施策の実施状況を把握す

るとともに、実施が遅れている施策を中心に問題点や課題を抽出し、施策の効果的

な実施に向けての改善を図る。

(3) 計画の中間点検（中間年度）

計画の中間年度においては、平成14年度から平成15年度までの施策の実施状況を

踏まえて、本計画に掲げられた各種施策の進捗状況や環境質の状況等について中間

点検を実施するとともに、それらの結果を踏まえ、施策の実施・運用等に関する再

点検を行う。

(4) 計画の最終点検(計画期間終了の翌年)

５年間の計画期間を経て、計画に掲げられた達成目標がどれだけ達成されたか、

そして様々な施策がどのような効果をあげ、どういった問題点があったか等、分析

評価を行い、今後の公害防止施策の推進に役立てる。
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計画の策定

（１～２年度目）

施策の推進現況調査

施策の実施状況 問題点・課題の

及び環境質の把握 抽出

（３年度目）

○施策の実施状況 効果的実施に向け中間点検
施策の推進

○環境質の状況 た改善

○目標達成状況 等

問題点・課題の
中間年度の点検

抽出

（４年度目）

施策の推進 施策の再点検現況調査

施策の実施状況 問題点・課題の

及び環境質の把握 抽出

（５年度目～６年度目）

○施策の実施状況 効果的実施に向け最終報告
施策の推進

○環境質の状況 た改善

○環境負荷の状況

○目標達成状況 等

最終年度の点検

計画の評価

図５－４－１ 計画の進行管理の流れ
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２ 進捗状況の評価

計画の進捗状況の評価については、計画目標の達成状況及び計画期間内の達成目標に

関する評価を行う。このとき、単に環境基準等の達成状況のみではなく、負荷削減量の

推計や施策効果の比較等様々な尺度で評価を行うよう努める。
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資料 地域の概況

第１節 自然環境

１ 地 形

当地域は、兵庫県の区域のうち県南部に位置する区域で、東は大阪府と隣接し、南

、 。 、 、 、大阪湾 播磨灘に面している 当地域の東部は 大阪湾に注ぐ武庫川 猪名川が貫流し

北摂山地及び六甲山地に囲まれた大阪平野が広がっている。中央部は、平均海抜約500m

の六甲山系が東高西低の傾きをみせながら約30km連なり、市街地は大阪湾との間で東西

に長く形成されている。西部は、播但山地に源を発した加古川、市川、揖保川が播磨灘

。 、 。に注ぎ播磨平野を形成している 当地域の面積は 約1,405km2で県面積の約17％である

２ 気 象

気象は、一般に温暖で、瀬戸内海型の気候を呈している。

地域内の年間の平均気温は、15.8℃である（神戸海洋気象台、昭和41年～平成12年の

平均 。降水量は、年間1,300mm前後と少なく、降雨は６月、７月の梅雨期と９月の台）

風の時期に集中し、他の季節は晴天が多い。風向は、六甲山地の影響を受け、中央部で

は東西系の風が多く、東部では、夏期は西系の風が、冬期は北系の風が卓越し、西部で

は、夏期は南及び北東の風が冬期は北系の風が卓越している。風速は、神戸市（神戸海

洋気象台）で平年値の平均は、3.3m／秒となっている。

平均値の年間日照時間は、1,966時間前後である。

３ 水 象

(1) 河川

当地域を流れる主要水系は、１級水系として淀川（猪名川・神崎川 、加古川及）

び揖保川、２級水系は、武庫川、明石川、喜瀬川、市川、夢前川等がある。

猪名川は、川辺郡猪名川町の大野山付近に源を発し、武庫低地を経て尼崎市内で

神崎川に合流して大阪湾に注ぐ全長約39㎞の河川である。

加古川は、丹波地方にその源を発し、播但山地、東播丘陵に扇状地性低地を形成

して加古川市に至り、最下流の高砂市付近で三角州低地や砂州を形成して播磨灘に

注ぐ全長約87㎞の県下最長の河川である。

揖保川は、宍粟郡藤無山に源を発し、県下最高峰の氷ノ山から発した引原川と合

流し、西播磨山地に狭長な谷底平野を形成して龍野市に至り、さらに林田川と合流

し、三角州低地を形成して播磨灘に注いでいる。

(2) 湖沼

当地域の千苅水源池は、武庫川支流の羽束川をせき止めた人工貯水池で、有効水
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深27.4m 、有効貯水量 1,161万m3、湛水面積1.12km2あり、神戸市の上水源として利

用されている。

(3) 海域

当地域が面する瀬戸内海は、明石海峡により、その東側は大阪湾に、西側は播磨

灘に分かれており、外海との水の交換に時間がかかり、水質汚濁物質が蓄積しやす

い閉鎖性水域となっている。潮流は、明石海峡で最大流速６ノットにも及んでいる

が、大阪湾奥部及び播磨灘では全体に緩やかである。

４ 動植物等

(1) 動 物

環境省発表のレッドリスト（ 日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト」「

） 、 、(平成９～12年度) 等に選定されている動物のうち 当地域に生息しているものは

オオサンショウウオ、タガメ、ギフチョウ、オオムラサキ等である。

(2) 植 物

環境省発表のレッドデータブック（ 日本の絶滅のおそれのある野生生物」(平成「

12年度)）に選定されている植物のうち、当地域に生育しているものは、オニバス、

ガガブタ、アサザ等である。

(3) 鳥 獣

環境省発表の鳥類レッドリスト（ 日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリ「

スト」(平成10年度)）等に選定されている鳥獣のうち、当地域に生息しているもの

は、ミゾゴイ、チュウサギ、ミサゴ、オオタカ及びハイタカ等である。

第２節 人口

国勢調査（平成12年10月１日現在）の結果による平成12年の当地域の人口は、4,208千

人であり、これは、県全体の約76％を占めている。平成７年の国勢調査結果とに比較する

と約15万人増加しているが、阪神・淡路大震災により神戸市、西宮市、芦屋市等で被災に

より転出した人口が回復したことによる影響が大きい。

一方、当地域の人口密度は、平成12年10月１日現在で、2,996人/km2である。

また、平成12年のＤＩＤ（人口集中地区）人口は、3,816千人、ＤＩＤ面積は、500km2

、 。であり 地域全体の約36％を占める人口集中地区に地域内の約91％の人々が生活している
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第３節 産業

１ 概 要

当地域の就業者数は、平成12年10月１日現在1,943千人であり、産業別では第１次産

業が15千人（0.8％ 、第２次産業が550千人（28.3％ 、第３次産業が1,334千人（68.7） ）

％）となっている。

純生産は、平成11年度においては、108,778億円であり、産業別では第１次産業184億

円（0.2％ 、第２次産業が34,411億円（31.6％ 、第３次産業が79,221億円（72.8％）） ）

となっている。

２ 工 業

当地域は、臨海部を中心に鉄鋼業、化学工業、石油製品製造業等の素材型産業や、一

般機械器具製造業、電機機械器具製造業等の装置産業が主に立地し、さらに古くからの

酒造業等の産業が立地し、経済活動が活発に展開されている。

当地域の製造品出荷額等は、平成12年において99,519億円で平成８年の106,909億円

に比べ、名目では0.93倍となっており、県全体に占める割合は、70.7％(平成８年73.3

％)となっている。

また、業種別では、一般機械器具製造業が18,009億円(83.1％) 、電気機械器具製造

業が18,613億円(59.5％) 、鉄鋼業が10,489億円(92.2％) となっている。

、 、 、次に市町別では 神戸市が 27,583 億円(18.9％) で 次いで姫路市が 19,006 億円

尼崎市が18,319億円の順となっている。

３ 農林水産業

(1) 農 業

当地域は、加古川、市川、夢前川及び揖保川流域の肥沃な農用地を基盤に稲作を

中心に農業生産が行われている。

当地域における平成12年の農家数は24,967戸（販売農家13,899戸 、農業就業人）

口（販売農家）は21,927人、耕地面積は13,232haである。平成７年に比べると農家

数で14.5％（販売農家では12.5％ 、農業就業人口（販売農家）で3.6％、耕地面積）

で12.2％減少している。

また、平成12年の販売農家の兼業農家率は85.4％で、兼業農家の90.6％は第２種

兼業農家となっている。

しかし、当地域では温暖な気候と大消費地に近い立地条件を生かして都市化の進

むなかで多様な生産が行われており、平成12年の農業生産額は、31,322百万円であ

。 、 、 、 、 。る 作物別では 野菜28.6％ 米28.0％ 花き11.3％ 果物4.6％の順となっている

、 、 、 、 、なお 平成14年の家畜飼養頭羽数は 乳用牛4,825頭 肉用牛9,656頭 豚4,022頭

採卵鶏713千羽、ブロイラー４千羽である。
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(注)ブロイラーについては平成13年の数値である。

(2) 林 業

当地域の平成12年度末の森林面積は、49,784haで、森林比率は35％である。平成

７年度末の森林面積と比較すると、439ha 減少している。

当地域の森林のほとんどは、神戸市北部の六甲山系を中心に、阪神地区の北部及

び姫路、加古川両市の北部に位置し、都市地域周辺の貴重な森林資源として、災害

の防止、都市住民の憩いの場の提供など、多様な機能を提供している。

これらの森林においては、森林の公益的機能をより高度に発揮させるため、森林

整備事業や山腹崩壊防止等のための治山事業が行われている。

(3) 水産業

当地域の漁業は、瀬戸内海を漁場とする小型底曳き網業、船曳き網業、一本釣り

漁業及びのり養殖業を複合的に展開している。内水面では、武庫川、加古川、揖保

川等で河川漁業が営まれている。

平成12年の海面漁業における生産量は、47,897トン、漁業経営体数は3,932となっ

ており、平成７年に比べると生産量は40％減少、経営体数は６％減少している。の

り養殖業は1,971百万枚（平成７年比１％減) となっている。

また、内水面の漁獲量は446トンとなっている。

(注1)海面漁業の漁獲量は兵庫県瀬戸内海全体の数値、内水面漁獲量は、猪名川、加

古川、揖保川等を含む兵庫県全体の数値である。

(注2)平成７年は、アミエビ等が27千トン漁獲された特異年で、漁獲量が例年に比べ

て突出している。

４ 商 業

当地域の卸・小売業は、平成11年では、商店数42,398店、従業者数265千人、年間販

、 、 、売額は47,565億円で 平成９年からの伸びをみると商店数0.5％減 従業者数12.7％増

年間販売額2.4％減となっている。

５ サービス・観光業

当地域は、瀬戸内海に面し、六甲山系を中心とした瀬戸内海国立公園と４つの県立自

然公園を擁し、自然環境に恵まれている。

、 、「 」、また 世界遺産姫路城をはじめとする歴史的文化的施設や史跡 灘のけんかまつり

「神戸まつり」等の特色あるまつり、宝塚歌劇、有馬温泉等の温泉、キャンプ場、海水

浴場、潮干狩りなどの多様な観光資源に恵まれている。

また、神戸市内には異人館、王子動物園、須磨離宮公園等の見所も多くある。平成12

年度における主要観光地利用者推計人員は9,067万人である。
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第４節 都市環境

１ 土地利用

地目別の土地利用の状況は、平成12年10月現在、農用地が813km2(9.7%) 、宅地が616

km2(7.3%)、山林が5,633km2 (67.1％) 、道路が310km2(3.7%)、河川・水面・水路が316

km2 (3.8%)、その他が704km2(8.4%) となっている。

２ 都市計画

当地域では全域が都市計画区域に指定されている。都市計画区域においては、計画的

な市街化を図り、無秩序な市街化（スプロール現象）を防止するために市街化区域及び

市街化調整区域の都市計画が決定されている。当地域の都市計画区域の面積は、平成12

年度末現在142,926haであり、このうち市街化区域面積は59,975ha(42.0%) 、市街化調

整区域面積は82,951ha(58.0%) となっている。

なお、市街化区域における用途地域の割合は、住居系地域（第１種低層住居専用地域

・第２種低層住居専用地域・第１種中高層住居専用地域・第２種中高層住居専用地域・

第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域）は71.5％、商業系地域（近隣商業地域

・商業地域）は5.9％、工業系地域（準工業地域・工業地域・工業専用地域）は22.6％

の状況となっている。

なお、都市計画区域等の指定状況は、図２－４－１のとおりである。

３ 都市施設等

(1) 上水道

当地域における平成12年度末の水道普及率は、99.88％（給水人口421万人）で県

全体の水道普及率99.64％を上回っている。このうち、尼崎市、芦屋市、加古川市、

播磨町は、100％の普及率である。

また、水道施設数は、上水道14、簡易水道29及び専用水道63である。

(2) 工業用水道

主な工業用水道は、県営の加古川、市川、揖保川第１及び揖保川第２の各工業用

水道並びに神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市及び高砂市工業用水道の９系統で、平

成14年７月末現在日量144万m3の給水能力があり、地域内の市町に給水している。

(3) 下水道

当地域の公共下水道の整備状況は、平成13年度末現在、神戸市をはじめ13市町に

おいて整備中で、人口 4,194千人のうち、処理人口が3,940千人、処理面積48,519ha

となっており、下水道人口普及率としては93.9％である。

流域下水道は、猪名川右岸流域下水道をはじめ４流域下水道が整備中であり、い
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ずれの流域下水道も一部供用を開始している。

(4) 一般廃棄物処理施設

ア し尿処理施設

し尿処理施設は、平成12年度末現在５によって６施設（処理能力1,105kl／日）

が整備されている。

また、コミュニティ・プラントは、１市によって１施設（処理能力960m3／日）

が整備されている。

イ ごみ処理施設

ごみ処理施設は、平成12年度末現在10市１町２一部事務組合によって22施設（処

理能力7,855t／日）が整備され、３施設（処理能力1,106t／日）が建設中である。

また、粗大ごみ処理施設やリサイクル施設は、11市２一部事務組合によって19施

設（処理能力1,219.65t／日）が整備され、１施設（処理能力30t／日）が建設中で

ある。

ウ 最終処分場

最終処分場は、平成12年度末現在６市によって８施設が整備されている。

(5) 産業廃棄物処理施設

当地域には、平成12年度末現在、産業廃棄物処理施設が955施設あり、その内訳は

最終処分場が78施設、中間処理施設が877施設となっている。

中間処理施設のうち最も多いものは、汚泥の脱水施設で459施設で、次いで木くず

又はがれき類の破砕施設が113施設となっている。

最終処分場は、しゃ断型が２施設、安定型が49施設、管理型が27施設となってい

る （公害防止地域外を含む ）。 。

(6) 公園緑地等

ア 都市公園

当地域の公園緑地は、平成13年度末現在、4,122か所（面積4,187ha）設置されて

おり、地域住民一人当たりの公園面積は約9.9ｍ2で全国平均（平成12年度末現在）

8.1ｍ2/人に比べ高くなっている。

イ 港湾緑地

港湾緑地は、平成13年度末現在、神戸港11か所約42ha、姫路港10か所約14ha、尼

崎西宮芦屋港６か所約35ha、東播磨港６か所約５haが整備されている。

(7) 文教施設

当地域における平成９年５月１日現在の文教施設は、1,561 施設あり、その内訳

は幼稚園 519園、小学校 464校、中学校 255校、高等学校 157校、高等専門学校２

校、短期大学23校、大学31校、専修学校87校、特殊教育諸学校23校で総幼児・児童
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・生徒・学生数は、744,576 人である。

(8) 社会福祉施設

、 （ 、当地域における平成14年３月31日現在の社会福祉施設は 児童福祉施設 乳児院

保育所、養護施設、精神薄弱児施設、児童館等）1,107施設、老人福祉施設（養護老

人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センター、老人憩の家等）646施設、身体

障害者福祉施設（身体障害者授産施設等）56施設、精神薄弱者援護施設（精神薄弱

者更生施設等）127施設、その他の施設66施設の計2,002施設となっている。

４ 交通運輸

(1) 道 路

当地域の道路網は、中央自動車道西宮線（名神高速道路）などの高規格幹線道路

、 、や阪神高速道路国道２号をはじめとする一般国道 そして主要地方道が骨格となり

これを補完する一般県道や市町道により構成される。

(2) 飛行場

大阪国際空港は、近畿圏の空の玄関として重要な機能を果たしており、定期旅客

便が31路線に日270便が運航されている（平成14年８月現在 。平成13年の利用旅客）

数は1,688万人となっている。

(3) 鉄 道

当地域の鉄道網は、西日本旅客鉄道㈱の山陽新幹線を軸として、東海道本線、山

陽本線、平成９年３月に開業した東西線、阪神電気鉄道㈱、阪急電鉄㈱の神戸線、

、 、 、 、山陽電気鉄道㈱等が東西に 西日本旅客鉄道㈱の福知山線 加古川線 神戸電鉄㈱

北神急行電鉄㈱等が南北に伸びている。

また、神戸市内には地下鉄が整備されているほか、人工島であるポートアイラン

ドや六甲アイランドと市街地を結ぶ新交通が運行している。

一方、当地域の西の中心都市である姫路からは、西日本旅客鉄道㈱の播但線、姫

新線が北部及び北西部に伸びている。

(4) 港 湾

当地域には、特定重要港湾の神戸港及び姫路港、重要港湾の尼崎西宮芦屋港及び

東播磨港、その他に地方港湾等がある。

神戸港は、大阪湾の奥部に位置し、我が国における代表的な国際港湾として、内

外の経済に大きく貢献しており、また、港湾環境整備施設の整備も積極的に進めら

れている。姫路港は、播磨灘に面し、播磨工業地域の流通拠点として地域経済の発

展に寄与している。
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平成12年の当地域の貨物取扱量は、22,834万トン、入港船舶数は339,902隻(34,25

4万総トン)となっており、その内神戸港分は貨物取扱量8,464万トン、入港船舶数は

46,570隻(19,662万総トン)、姫路港分は貨物取扱量3,865万トン、入港船舶数は33,9

69隻(3,048万総トン)となっている。
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